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平成３１年３月６日（第１日）  

開議   １３時００分 

 

○議長 田中 二三輝君  

 只今から、平成３１年第２回鞍手町議会定例会を開会します。  

 まず、町長より提出されております専決処分の報告書、鞍手町流域関連公共下水道事業古

月処理分区管渠築造工事（第４３工区）（第４４工区）請負契約の変更と、監査より提出され

ております例月現金出納検査報告書及び定期監査結果報告書をお手元に配布していますので

ご確認下さい。  

 次に、本日まで受理しました陳情１件はお手元に配布しております陳情文書表のとおり、

所管の常任委員会に付託しますので報告しておきます。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います｡ 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において１１番議員 久保田

正之君及び１２番議員 須山由紀生君を指名します。  

 次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。  

 今期定例会の会期は、本日から３月２０日までの１５日間としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって会期は本日から３月２０日までの１５日間に決定しました。 

 次に進みます。  

 日程第３ 町長の所信表明をお受けいたします。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 平成３１年 第２回定例会の開会にあたり、町政の基本方針について私の所信を申し上げ、

議会並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 本来であれば、昨年９月の町長選直後の定例会におきまして、町政運営の方針を述べさせ

ていただくところでしたが、既に平成３０年度の政策的予算も編成され、行政運営を進めて

いることから、今般、新たな年度を迎えるに当たり、今後の私の町政に対する基本姿勢と公

約について、その所信を述べさせていただきます。  

 私は、先の町長選挙におきまして町民の皆様から多くの温かいご支援をいただき、今後４

年間の町政運営の重責を担わせていただくこととなりました。  

 まず、私のなすべき事は、前町長の官製談合事件により失墜した町政に対する信頼を回復

させることであると考えております。  

 今回の事件が発生した背景は、公平公正な入札事務が前町長の恣意的な行為によって不正

が行われたことによるものであり、今後このようなことがないよう防止策として関係例規の



見直しを行っております。  

 そして、私が立候補させていただく際に訴えて参りました「クリーンでしがらみのない町

政」の実現を目指し、町民の皆様に対して鞍手町の未来をひらく８つの約束を上げておりま

す。まず初めに「喫緊の課題を解決する」です。 

 くらて病院建替えに関する基本構想の見直しです。鞍手町民だけでなく地域医療を支える

中核病院として、くらて病院はこれまで大きな役割を果たしてきました。  

 しかし、くらて病院の各施設等の新耐震基準の不適合と経年劣化により早急な建替えが求

められる中で、前町長のくらて病院への不当な介入により内科常勤医師６名が昨年３月に退

職する事態となり、多くの患者の皆様に大きな不安と多大なご迷惑をおかけするとともに病

院経営が急激に悪化する事態となりました。  

 私は建替えについては、医師確保の見通しとともに今後の収支について確認する必要があ

りました。それは、くらて病院が新しく建設されても経営状態が改善される見込みがなけれ

ば、その負担が将来、鞍手町民に大きくのしかかってくることが想定されたからです。  

 町長就任直後から、くらて病院の理事長をはじめ理事の先生方、経営事務をつかさどる事

務局長、そして町幹部職員らとともに何度も協議を重ねました。病院の建替えは財源確保の

観点から限られた時間の中での事業であり、この機会を逃すと病院の建替えは、ほぼ不可能

であることも説明を受けました。協議の結果、私の抱いていた不安については、理事長から

の医師の確保の見通しや今後のくらて病院の経営方針を確認することで建替えについては、

基本構想通り進めることが鞍手町や鞍手町民をはじめ、直鞍地区の地域医療を守るためには

最善の方法であると決断いたしました。  

このことにより、喫緊の課題の一つであるくらて病院については、基本構想通りに進めるこ

ととし、今後は設置者として完成に向けて全力で取組む所存であります。  

 そしてもうひとつの課題であります役場庁舎の建設計画の見直し、総合福祉センターの閉

鎖、売却についてです。  

役場庁舎の建設計画については、建設候補地も含めて基本計画全体が住民の方々に十分な

説明ができていないのではないかと考えておりました。  

 また、総合福祉センターは存続を願う住民の方達が多く、住民福祉の拠点として今後も活

用したいという思いから閉鎖し売却するという計画は中止し、存続することを訴えてまいり

ました。 

 そのことから、昨年１２月上旬に町内３地区で現計画の住民説明会を開催し、基本計画の

内容とともに、庁舎等建設に対する私の考え方をご説明させていただきましたが、現計画の

生かせる部分は生かしていきながら、庁舎建設を含めさまざまな公共施設等の在り方につい

て、町民の皆様のご意見をいただきたいと考えております。  

 ２つ目は、「公平、公正で町民に開かれた町政の推進」です。 

 私は、町民が主役となり町民による町民のための町政、町民が提案できる開かれた町政を

行っていきたいと考えています。  



 それを実現するために、仮称ではありますが「みんなのまちづくり委員会」を設置し、町

民の皆様とともにまちづくりをして行きたいと考えています。  

 また、町民の皆様が町政に参加していただくためには、もっとまちのことを知っていただ

くことが必要であると考えています。  

 町の予算がどのように配分され、どのように使われているのかをもっと分かりやすく資料

を作成し、町民の皆様に知っていただきたいと考えています。  

 ３つ目は、「教育、伝統文化、芸術を通して心豊かな暮らしの実現」です。 

 少子化が進み人口減少が見込まれる中で、次の鞍手町を担う子ども達に様々な分野で充実

した教育環境を提供することが私達の役目だと思います。  

 現在、小学校６校のうち、５校は全ての学年が１クラスでの編成であります。また、児童

数２０名以下の学級が３分の２程度あり、２学年を一緒に指導する複式学級となっている学

校もあります。  

 小学校の校舎は、それぞれ耐震化はされていますが老朽化が進んでいます。今後の鞍手町

の将来を担う子どもが６年間を通して安全に、心豊かに過ごす教育環境としてどう整備すべ

きかについて町民の皆様からご意見をいただきながら適正な規模も含めた小学校の在り方に

ついて考えて行きます。  

また、様々な分野でグローバル化が進む中で、外国人とコミュニケーションを図って行く

には、まずは英語力が必要です。国も２０２０年度より小学校３年生より外国語教育が導入

されますが、低学年からの英語教育に力を入れていき、国際社会に通じる人材育成を行って

いきたいと考えております。  

さらに、義務教育終了後も伝統文化や芸術に触れあうことのできる環境を整え、伝統文

化・芸術を通して心豊かな暮らしができるような町にしていきたいと考えております。  

４つ目は、「安全安心な暮らしを育むまちづくり」です。 

近年の異常気象による大雨や各地で起こる地震など自然災害は、時と場所を選ばず私達の

生活を脅かします。  

昨年の７月豪雨で改めて六田川の治水対策や西川の改修整備が急務であることが認識さ

せられました。国及び県に更なる要望活動を行うとともに鞍手町として解決に向けた提案を

行いながら安全安心なまちづくりを進めてまいります。  

また、万が一の災害発生を想定した防災対策を充実させていくことも重要です。自助・共

助・公助の中で公助としての行政の役割は言うまでもありませんが、まずは自らの命は自ら

が守り、地域住民相互の助け合いにより災害を乗り切ることが重要です。そのためには日頃

から地域住民の中で自主防災組織に対する意識の醸成が必要だと考えておりますので、防災

意識の高揚と住民相互で助け合うことのできる体制整備に努めて参ります。  

５つ目は、「高齢者や障がい者がいきいきと元気で暮らせるまち」です。 

日本人の平均寿命は、男女ともに８０歳を超え世界でも有数の長寿大国でありますが、問

題はその年齢における健康状態が非常に大切であります。  



いくつになっても、また障がいがある方も元気で生き生きと生活できることが重要です。

そのためには、日頃から楽しく安全に運動できる環境が必要だと考えています。  

そのため、総合福祉センターは子育て世代から高齢者、障がい者の方達まで町内外の多く

の方が利用されている福祉拠点施設ですので、今後も存続させ、医療、介護、福祉の連携を

密にし、きめ細かなサービスが提供できる環境体制を作り上げていきたいと考えております。 

６つ目は、「商工業の振興」です。 

個性ある小規模小売店の集積化を図り、個性あふれた魅力的なまちづくりを進めて行きた

いと考えております。  

また、様々な再生可能エネルギーを活用した発電事業を推進することで、その発電した電

力を地元鞍手町で消費する電力の地産地消に取り組んで行きたいと考えております。  

７つ目は、「農業の振興」です。 

鞍手町の農業の特産物には、米をはじめラー麦や大豆、果樹ではブドウやイチゴなどがあ

ります。これらをさらにＰＲしていくとともに新たな商品の開発が不可欠だと考えておりま

す。また、観光農園や機動力を生かした軽トラックの朝市などを開催し、鞍手町の新しいイ

ベントを企画して行きたいと考えております。  

８つ目は、「誇れる鞍手のまちづくり」です。 

鞍手町には、長谷の木造十一面観音立像や中山不動尊などの重要文化財、あるいは古月横

穴史跡や伊藤常足旧宅の貴重な文化財があります。  

また、新たな観光資源として全国的にも貴重なヒメボタル生息地や旧鞍手南中学校の校舎

を利用しコスプレの聖地として誕生したくらて学園など全国的にも個性的な観光資源があり

ます。これらの貴重な資源を有効に活用し、全国に誇れる鞍手町をもっとＰＲしていくため

には、核となる組織が必要であると考えています。  

今後、町内の関係各位のご理解とご協力を得ながら、町単独に限らず近隣市町と連携を図

り広域的な観光協会の設立も視野に入れながら取り組んで行きたいと考えています。  

以上、私の公約となる鞍手町の未来をひらく８つの約束を縷々述べさせていただきました

が、この約束を職員と一丸となって全力で取り組んで行くことで、小さくても、心豊かで、

幸福度、満足度が高く、自信と誇りの持てる町を実現してまいる決意でございます。  

どうか議員の皆様、並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の所信表明

といたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 以上で町長の所信表明を終わります。  

 次に、日程第４ 議案第３号から日程第８ 議案第７号までの５件を一括して議題としま

す。提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第４ 議案第３号から日程第８ 議案第７号までの５件につきまして、一括して提案



説明を申し上げます。  

日程第４ 議案第３号は、鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例であります。  

本条例改正は、第２次の鞍手町地域福祉計画を策定するにあたり、鞍手町の附属機関とし

て、新たに地域福祉計画策定委員会を設置するため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

次に、日程第５ 議案第４号は、鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例であります。  

本条例改正は、国家公務員の勤務時間、休日及び休暇に関する人事院規則１５－１４の一

部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。  

次に、日程第６ 議案第５号は、鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例であります。  

本条例改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されたことに

伴い、本条例の一部を改正するものであります。  

次に、日程第７ 議案第６号は、鞍手駅関連施設の業務変更に伴う関係条例の整備に関す

る条例であります。  

本条例は、鞍手駅関連施設の管理棟の業務うち、指定管理者に行わせることとしていた業

務を改める必要が生じたことに伴い、関係条例の整備を行う必要があるため、本条例におい

て関係条例の一部を改正するものであります。  

次に、日程第８ 議案第７号は、鞍手町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例であります。  

本条例改正は、水道法施行令及び技術士法施行規則が改正されることに伴い、本条例の一

部を改正するものであります。  

以上が、日程第４ 議案第３号から日程第８ 議案第７号までの提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 田中 二三輝君   

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に、日程第９ 議案第８号から日程第１５ 議案第１４号までの７件を一括して議題と

します。提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第９ 議案第８号から日程第１５ 議案第１４号までの７件につきまして、一括して

提案説明を申し上げます。  

 日程第９ 議案第８号は、平成３０年度鞍手町一般会計補正予算（第７号）であります。  

本補正予算は、歳出においては、昨年末に１名の依願退職の申出があったことから２款 

総務費において退職手当を追加しております。  

また、その他補助事業の確定・実績見込みなどに伴う予算の増減等を行っております。  



また、歳入においては、固定資産税等の増収が見込まれることにより１款 町税の追加を

行う一方で、各補助事業の確定・実績見込みなどにより国・県支出金や町債及び財政調整基

金繰入金等の補正を行っております。そしてこれらの補正要因を調製し、歳入歳出それぞれ

４，０５９万６，０００円減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ８１億７，１５６万９，０

００円としております。  

次に、日程第１０ 議案第９号は、平成３０年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）であります。  

本補正予算は、繰入金、諸収入の増額に伴い県支出金などの収入の補正要因を調製したも

のです。 

なお、これに伴う予算総額の変更はありません。  

次に、日程第１１ 議案第１０号は、平成３０年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）であります  

 本補正予算は、後期高齢者医療保険料収入の増額と保険基盤安定に係る繰入金の減額に伴

い、広域連合納付金などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ１６０万８，０００円を追

加し、予算総額を、歳入歳出それぞれ２億６，４２０万４，０００円としております。  

次に、日程第１２ 議案第１１号は、平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）であります。  

本補正予算は、現時点での事業に伴う不用額等を調整し、歳入歳出それぞれ５，１１２万

円を減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ８億６，６２６万４，０００円としております。  

次に、日程第１３ 議案第１２号は、平成３０年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特

別会計補正予算（第１号）であります。 

本補正予算は、現時点での事業に伴う不用額等を調整し、歳入歳出それぞれ７０万５，０

００円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ９，０２６万４，０００円としております。  

次に、日程第１４ 議案第１３号は、平成３０年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維

持管理運営費特別会計補正予算（第１号）であります。  

本補正予算は、現時点での事業に伴う不用額等を調整し、歳入歳出それぞれ９１２万５，

０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ２，３１２万３，０００円としております。  

次に、日程第１５ 議案第１４号は、平成３０年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）

であります。 

本補正予算は、現時点での事業に伴う不用額等を調整し、予算第２条業務の予定量では、

主要な建設改良事業で２，１１６万円を減額し、９，４４８万円を計上しております。  

予算第３条収益的収入及び支出では、水道事業収益３億５，８５９万９，０００円に対し、

水道事業費用３億４，６７８万８，０００円で、差引１，１８１万１，０００円の黒字予算

を計上しております。  

 当年度純利益は、５６２万３，９０６円を計上しております。  

 次に、予算第４条資本的収入及び支出では、資本的収入１，４０９万４，０００円に対し、



資本的支出１億５，２０５万４，０００円で、差引１億３，７９６万円の不足となりますが、

不足額につきましては、当年度までの損益勘定留保資金から補填することにしております。  

以上が、日程第９ 議案第８号から日程第１５ 議案第１４号までの提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に、日程第１６ 議案第１５号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 日程第１６ 議案第１５号につきまして提案説明を申し上げます。  

 日程第１６ 議案第１５号は、平成３１年度鞍手町一般会計予算であります。  

はじめに、平成３１年度鞍手町一般会計予算を提案するにあたり、予算編成に係る背景に

ふれながら施政方針を述べさせていただきます。  

まず、国の予算等の状況を申し上げますと、平成３１年度は３つの重点項目をもとに予算

編成されております。  

１つ目は、本年１０月に予定される消費税の増収分を活用し、全世代型の社会保障制度へ

の転換に向けて、幼児教育の無償化をはじめ、社会保障の充実のための対策を、  

２つ目は、消費税率の引上げに伴う需要変動を平準化するため、中小小売業等に関するポ

イント還元や、低所得・子育て世帯向けのプレミアム付き商品券などの対策を、  

３つ目は、防災や国民経済、国民生活を支える重要インフラの機能維持を図るための防

災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策などが講じられ、国の一般会計予算総額は、  

１０１兆４，５７１億円、前年度に比べ３兆７，４４３億円、率にして３．８％の増額で今

国会に提案されております。  

 また、平成３１年度の地方財政計画では、地方の安定的な財政運営に必要となる地方交付

税の総額は１６兆１，８０９億円となり平成３０年度と比較し、１，７２４億円、率にして

１．１％の増額となっております。  

一方、地方税収入の増加などが見込まれることにより、赤字地方債である臨時財政対策債

の発行可能額は３兆２，５６８億円となり、平成３０年度と比較して７，２９７億円、率に

して１８．３％減額となっております。  

 このような状況を踏まえ、平成３１年度は、私が町長に就任させていただき、初めて行う

予算編成であります。依然として厳しい財政状況にある中にも、新電力の導入や電算業務の

プロセスを自動化するＲＰＡの試験導入など、将来にわたり行政経費の削減につながる取組

みを実施するとともに、新生児から高齢者まで各世代にわたり社会保障の充実を図るなど、

選択と集中を行いながら予算編成を行っております。  

それでは、鞍手町の一般会計予算の概要についてご説明いたします。  



まず、平成３１年度一般会計予算の総額は、平成３０年度と比較して、歳入歳出それぞれ

１億８，４３７万７，０００円、率にして２．４％の増額となる７８億３，５１４万４，０

００円としております。  

平成３０年度当初予算から平成３１年度当初予算において、大きく減額となった予算につ

いては、役場庁舎等の建設予定地も含めて基本計画を見直すことから庁舎等建設費、私立保

育所拡張事業の完了に伴う町負担金、さらに体育施設の照明機器のＬＥＤ化の完了に伴う工

事費などの予算が大きく減額となっております。  

一方、増額となった予算は、町立保育所統合に伴う古月保育所改修に係る設計監理委託料

や、くらて病院移転地の周辺道路改良のための設計委託料を計上したこと、中央公民館の外

壁改修等に係る工事費を計上したことなどが増額の要因であります。  

それでは、歳出側から款ごとに主な予算を中心にご説明いたします。  

１款 議会費では、平成３０年度と同様、通常予算の９，３８１万２，０００円となって

おります。 

次に、２款 総務費では、庁舎等建設費において、役場庁舎等の建替えに伴う関連予算を

平成３０年度より７，０３８万８，０００円減額する一方で、平成３０年度に引き続き公共

施設等整備基金への積立金１億５，０００万円を計上しております。  

また、みんなのまちづくり委員会費においては、町民の皆様の意見を町の政策に反映させ

るための「みんなのまちづくり委員会」実施に伴う関連予算２１万円を計上しております。  

わかりやすい予算説明書発行費においては、町の予算の内容をイラストなどを用いて町民

の皆様にわかりやすく伝えるための冊子発行関連予算１８０万円を計上しております。  

また、財産管理費においては、本年４月から公共施設等の高圧電力の供給について、九州

電力から新電力会社への切り替えを予定しており、その業務委託に係る関連予算６６７万１，

０００円を計上しております。なお、この新電力の切り替えに伴う電気料金の削減は、業務

委託料の歳出を加味した上で約１，５００万円の効果を見込んでおります。  

危険空家対策事業費においては、危険空家の倒壊を未然に防ぐため、空家解体のための補

助金制度を創設し２５０万円を計上しております。  

さらに、電算の基幹システム管理費においては、電算業務のＲＰＡの試験導入に要する関

連予算を計上しております。  

その他、選挙費においては、本年４月に行われます県知事・県議会議員選挙及び町議会議

員選挙や７月の参議院議員通常選挙の関連予算１，８５４万６，０００円を計上しておりま

す。 

これらの要因により２款 総務費全体では、平成３０年度と比較して１，８９３万９，０

００円増額となる１１億７，８８７万４，０００円を計上しております。  

次に、３款 民生費では、社会福祉総務費において、本年度、社会福祉協議会職員の退職

者があることから、退職手当等の人件費が影響し、社会福祉協議会費では７５９万８，００

０円の増額となっております。  



また、本年１０月の消費税率引上げに伴う対応として、プレミアム付商品券事業費の関連

予算３，２５１万８，０００円を計上しております。  

公立保育所大規模改修事業費においては、町立保育所統合に伴う古月保育所の改修に係る

設計監理委託料１，４００万円を計上しております。なお、統合に伴い保育所送迎バスの運

行を予定しております。  

介護予防事業費においては、介護予防の普及啓発を促進するため、介護予防事業ポイント

制度を開始し、ポイント交付金１３２万円を計上しております。  

また、総合福祉センター旧福祉棟横のゲートボール場を改修しグラウンドゴルフ場を整備

するための工事費２３０万円を計上しております。  

さらに、子ども医療対策費においては、平成２８年１０月から中学３年生までを助成対象

とし、医療費６，６０４万８，０００円を計上しております。  

これらの要因により３款 民生費全体では、平成３０年度と比較して２，３７９万２，０

００円増額となる２７億８，４４９万７，０００円を計上しております。  

次に、４款 衛生費では、新生児聴覚検査支援事業費において、新生児期に聴覚に障がい

を持つ子どもを早期に発見し、適切な療育につなげるため、新生児聴覚検査費助成金５４万

円を計上しております。  

また、法定予防接種費においては、風しんの追加的対策として、平成３３年度までの３年

間、抗体保有率が低いとされる昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までに生まれた

男性を新たに定期接種の対象とするための関連予算を計上しております。  

任意予防接種費においては、児童福祉施設等の職員を対象とした麻しん予防接種及び妊娠

希望者等を対象とした風しん予防接種の関連予算２６９万６，０００円を計上しております。 

さらに、衛生センター管理費において経年劣化に伴う衛生センターの修繕料などで８６７

万円を増額しています。  

一方、くらて病院への運営費負担金で平成２５年度債の償還の終了などに伴い１，８４２

万円減額となっております。  

これらの要因により４款 衛生費全体では、平成３０年度と比較して４４９万２，０００

円増額となる８億３，２２８万６，０００円を計上しております。  

次に、５款 労働費については、平成２９年度から計上しております若年者専修学校貸付

費１２１万１，０００円を計上し、平成３０年度と同額としております。  

次に、６款 農林水産業費では、用排水路整備事業費において、老朽化しております古門

唐戸水門の改修工事費等に１，４９０万円を計上しております。  

また、水田農業担い手機械導入支援事業費の補助事業において２，６１１万９，０００円

を増額する一方、活力ある高収益型園芸産地育成事業費の補助事業においては、３，０１１

万９，０００円の減額となっております。  

これらの要因により６款 農林水産業費全体では、平成３０年度と比較して４４０万円減

額となる１億９，１９６万１，０００円を計上しております。  



次に、７款 商工費では、商工振興総務費において、平成３０年度は、地域振興券発行の

関連予算を当初予算に計上しておりましたが、平成３１年度は県の補助金が確定していない

ため、当初予算への計上を見送ったことなどにより８３０万９，０００円の減額となってお

ります。なお、平成３１年度の地域振興券の関連予算については、補正予算にて対応したい

と考えております。  

これらの要因により、７款 商工費全体では、平成３０年度と比較して１，３０７万６，

０００円減額となる３，０８７万６，０００円を計上しております。  

次に、８款 土木費では、橋梁維持費において、くぬぎ崎橋及び第四藺牟田橋の補修工事

費等に伴い２，３６８万円の増額をしております。  

また、道路新設改良費においては、くらて病院移転地の周辺道路改良に伴い設計測量委託

料２，０００万円を計上しております。  

住宅管理費においては、地震による倒壊の危険性が高いブロック塀等の撤去に要する費用

の一部を補助するための補助金３２万７，０００円を計上しております。  

さらに、六田川治水対策事業費においては、準用河川六田川の治水対策のため、設計測量

委託料２５０万円を計上しております。  

これらの要因により、８款 土木費全体では、平成３０年度と比較して４，５７８万４，０

００円増額となる６億５，９８６万２，０００円を計上しております。  

次に、９款 消防費では、常備消防費において、直方鞍手広域消防事務組合への負担金は、

平成３０年度では救助工作車の更新に伴い増額となっておりましたが、平成３１年度は、３，

００７万４，０００円減額となっております。  

一方、非常備消防費においては、緊急防災・減災事業債の発行可能な期限である平成３２

年度末が迫っていることから、防災行政用無線屋外局１１基分の新設工事費５，３３５万円

を計上しております。  

これらの要因により、９款 消防費全体では、平成３０年度と比較して８２１万８，００

０円の増額となる３億３，８０５万９，０００円を計上しております。  

次に、１０款 教育費では、小学校管理費において、小学校６校のコンピューター機器等

の更新等に伴い１，２０２万円増額しております。  

また、公民館大規模改修事業費においては、中央公民館の外壁補修、屋上防水、空調整備

及び照明のＬＥＤ化に伴う工事費を２億４３６万２，０００円計上しております。  

これらの要因により、１０款 教育費全体では、平成３０年度と比較して１億１，４１２

万８，０００円の増額となる７億６，６３４万８，０００円を計上しております。  

次に、１２款 公債費では、平成１０年度の一般単独事業債等の償還が終了したことなど

から、公債費全体では、平成３０年度と比較して１，０２９万３，０００円の減額となる９

億４，６３５万７，０００円を計上しております。  

以上が、平成３１年度の一般会計歳出予算の概要であります。  

一方、これに対する歳入につきましては、国が示す平成３１年度地方財政計画や財政見通



しに基づき積算を行っておりますが、依然として地方財政は厳しい状況にあり、地方交付税

をはじめ、国、県支出金や町債などの依存財源に頼らなければならない予算構成になってお

ります。 

また平成３１年度においては、車体課税の見直しに伴い、消費税率が引き上げられる１０

月１日にあわせて、自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能

割が創設されます。  

このことにより、本町の歳入予算の款の区分が２１款から２２款に変更になります。具体

的には、９款に環境性能割交付金を新たに追加し、前年度の地方特例交付金以降の款の番号

を１号ずつ繰り下げます。なお、平成３２年度の歳入予算の款の区分は、８款自動車取得税

交付金を廃止するため、環境性能割交付金以降が順次１号ずつ繰り上がることになり、款の

区分は２１款までに戻ります。  

それでは、歳入の主な款ごとに説明いたします。  

自主財源の主なものである１款 町税は、町税全般において予定徴収率を引上げたことや、

固定資産税の現年課税分で償却資産に係る税収を３，２２４万２，０００円増額と見込み、

１款 町税全体では、５，２８３万７，０００円増額となる１８億５，５９６万６，０００

円を計上しております。  

次に、１３款 分担金及び負担金では、平成３１年１０月からの実施が予定されておりま

す幼児教育の無償化に伴い、３歳児から５歳児までの保育所の利用料が無償化されることな

どにより３，０５３万２，０００円減額となる８，０９７万３，０００円を計上しておりま

す。 

次に、１８款 寄附金においては、平成３０年度のふるさと納税寄附金の決算見込みと更

なる寄付額の増額を見込み３，０００万円増額となる５，０００万１，０００円を計上して

おります。 

これに対します依存財源の主なものである１１款の地方交付税においては、普通交付税に

おいて基準財政需要額及び基準財政収入額が前年度と同水準になることが見込まれることな

どにより、平成３０年度と同額の２３億３，０００万円を計上しております。  

次に、１０款 地方特例交付金においては、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能

割の臨時的軽減による減収を補てんする特例交付金として２８０万円を見込んだことや、 

幼児教育の無償化に係る初年度の地方負担分は、国費により全額措置されることから、子ど

も・子育て支援臨時交付金１，９７０万４，０００円を見込み、２，３７０万４，０００円

増額の３，３３０万４，０００円を計上しております。  

次に、２２款 町債においては、臨時財政対策債は、平成３０年度と比較して２，１００

万円減額となる２億１，３００万円とする一方で、平成３１年度事業として中央公民館の外

壁補修工事等による公民館大規模改修事業などに伴い過疎対策事業債を７，５４０万円増額

としたことから、町債全体では９，５９０万円増となる７億３，９００万円を計上しており

ます。 



そしてこれら歳入要因を充てても不足する財源５億２，７９５万７，０００円を、１９款 

繰入金の財政調整基金繰入金に計上し、歳入歳出予算を調製しております。  

以上が、日程第１６ 議案第１５号 平成３１年度一般会計予算の歳入歳出予算の概要で

あります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に、日程第１７ 議案第１６号から日程第２４ 議案第２３号までの８件を一括して議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第１７ 議案第１６号から日程第２４ 議案第２３号までの８件につきまして、一括

して提案説明を申し上げます。  

日程第１７ 議案第１６号は、平成３１年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算であり

ます。 

本予算は、保険給付費の療養諸費及び高額療養費、国民健康保険事業費納付金の減少と、

総務費及び保健事業費の増額に伴い、県支出金や繰入金などの関係項目を調整し、予算総額

を、歳入歳出それぞれ１７億４，５４３万９，０００円としております。  

次に、日程第１８ 議案第１７号は、平成３１年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算で

あります。 

本予算は、後期高齢者医療保険料の増額と保険基盤安定繰入金の減額による後期高齢者医

療広域連合納付金などの関係項目を調整し、予算総額を歳入歳出それぞれ２億７ ,３７９万６，

０００円としております。  

次に、日程第１９ 議案第１８号は、平成３１年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算で

あります。 

本予算は、住宅新築資金等の貸付金回収金を一般会計へ繰り出すものとして、予算総額を

歳入歳出それぞれ  ７０万７千円としております。  

次に、日程第２０ 議案第１９号は、平成３１年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会

計予算であります。 

本予算は、中山処理分区の整備に係る工事費を主なものとして、予算総額を歳入歳出それ

ぞれ９億４ ,０９０万４，０００円としております。  

次に、日程第２１ 議案第２０号は、平成３１年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特

別会計予算であります。  

本予算は、町内１１ヶ所のかんがい揚排水機場の年間必要維持管理経費を主なものとして、

予算総額を歳入歳出それぞれ  ３ ,２４２万５，０００円としております。  



次に、日程第２２ 議案第２１号は、平成３１年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維

持管理運営費特別会計予算であります。 

本予算は、谷山池斜樋操作場・谷山池パイプラインの施設について、年間必要維持管理経

費を主なものとして、予算総額を歳入歳出それぞれ６６４万５，０００円としております。  

次に、日程第２３ 議案第２２号は、平成３１年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等

特別会計予算であります。  

本予算は、病院事業債の貸付けや過疎対策事業債の負担金及び貸付金の償還金などを主な

ものとして、予算総額を歳入歳出それぞれ１６億４１５万３，０００円としております。  

次に、日程第２４ 議案第２３号は、平成３１年度鞍手町水道事業会計予算であります。 

本予算は、安全で安定した水道水の供給に係る事業費を主なものとして、予算第３条収益

的収入及び支出では、水道事業収益３億６ ,２２５万４，０００円に対し、水道事業費用  

３億５ ,４４６万９，０００円で、差引７７８万５，０００円の黒字予算を計上しております。

当年度純利益は１３８万１，１１５円を計上しております。  

 次に、予算第４条資本的収入及び支出では、資本的収入４，３７８万７，０００円に対し、

資本的支出１億２，４８５万１，０００円で、差引８，１０６万４，０００円の不足となり

ますが、不足額につきましては、当年度までの損益勘定留保資金から補填することにしてお

ります。 

以上が、日程第１７ 議案第１６号から日程第２４ 議案第２３号までの提案説明であり

ます。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に、日程第２５ 議案第２４号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第２５ 議案第２４号につきまして提案説明を申し上げます。  

日程第２５ 議案第２４号は、鞍手駅関連施設の指定管理者の指定であります。  

鞍手駅関連施設のうち、駐車場の管理運営、駐輪場などの維持管理業務等については、現

在、ＪＲ九州レンタカー＆パーキング株式会社が指定管理者として指定を受けておりますが、

その指定期間が本年３月３１日をもって満了することに伴い、平成３１年４月１日から平成

３６年３月３１日までの５年の期間、引き続き同社を当該施設の指定管理者として指定する

ものであります。  

以上が、日程第２５ 議案第２４号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 田中 二三輝君  



 本案に対する質疑は後日行います。 

 この際休会についてお諮りします。  

 明日７日から１０日までの４日間を休会としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって明日７日から１０日までの４日間を休会とすることに決定

しました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれを持って散会します。  

閉会１３時５８分  
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平成３１年第２回定例会                            №１ 

質問者 質 問 事 項 及 び 質 問 要 旨 
答弁指

定者 

４番 

宇田川 亮 

１．前町長による庁用車私的使用に対する損害賠償請求について 

(1)庁用車使用に関する調査は。 

(2)監査の考えは。 

(3)私的使用と思われるもの全てに対して、損害賠償請求する考えは。 

町 長 

 

８番 

西藤 典子 

１．避難所運営マニュアル策定の進捗状況について 

(1)12 月議会で今年度中に「避難所運営マニュアルを策定する」という回答を得

たが、その後の進捗状況は。 

２．後期高齢者医療保険料について 

(1)10 月に予定される後期高齢者医療保険料の「軽減特例」の廃止による負担増

の内容は。 

(2)後期高齢者医療制度加入前被扶養者に対する来年度の軽減措置は。 

３．介護保険について 

(1)介護保険の保険料及び利用料の減免（軽減）措置の可能性は。 

(2)介護保険要介護認定者についての障害者控除対象者認定の周知策は。 

４．子ども医療費無料化に対する国の対応について 

(1)鞍手町が行っている小中学生までの医療費無料化（現物給付）に伴う国の補助

金の減額は。 

(2)それに対する町の対応は。 

町 長 

 

 

町 長 

 

 

 

町 長 

 

 

町 長 

７番 

田中 二三輝 

１．庁舎移転計画について 

(1)庁舎等建設検討委員会での答申に沿った進捗状況は。 

(2)先に行われた住民説明会で、自ら民意を聞くとの発言があったが、今後、実施

予定であればその方法は。 

(3)昨年の９月議会で庁舎等建設費が追加補正されているが、現在の予算執行状況

は。 

町 長 

 

 

 

 

 

１番 

野口 美恵子 

 

 

１．児童虐待について 

(1)地域の人たちがおかしいと感じたとき、直ちに通報や連絡ができる仕組み作り

ができているか。 

(2)児童相談所、警察、教育委員会などの連携プレーがきちんとなされているか。 

２．地方自治法に基づく審議会について 

(1)審議会等への女性登用率４０％の目標に対して実際は２３．８％であるが、目

標達成に向けてどんな取り組み、努力をしているか。 

町 長 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 



№２ 

９番 

鯵坂 省治 

 

１．防犯対策事業について 

(1)現在、各区の防犯灯は合計何灯あるのか。 

(2)現在、各区保有の従来型防犯灯から LED防犯灯への交換率と数は。 

(3)従来型防犯灯から LED防犯灯への取替、新設補修費等補助金があるが、今後、

LED防犯灯から LED防犯灯の器具取替補修費の補助金の考えは。 

(4)今後、通学路以外の危険町道の防犯灯増設の考えは。 

町 長 

 

 

 

 

 

５番 

竹内 利一 

 

１．２０４０年問題について 

(1)鞍手町としてどのような取り組みを考えているのか。 

(2)10年後、20年後の鞍手町をどう描いているのか。 

２．庁舎建設について 

(1)最上位計画の「第５次鞍手町総合計画」基本構想に描いているコンパクトなま

ちづくりについて。 

(2)30 年度補正予算の庁舎等建設費の中で、小牧墓所を移転するための補償費約

5,600 万円、工事費約 4,000 万円（うち 3,000 万円は岡崎町長になって補正）

を計上している。庁舎を建設しないなら庁舎等建設費ではないが 

・現在の予定地で建設すべきでは。 

・今まで全員協議会等で説明してきたのは何だったのか。 

・議会軽視では。 

・行政の継続性についてどう考えているのか。 

３．庁舎建設と「まちづくり委員会」について 

(1)庁舎等建設候補地は「まちづくり委員会」で検討すると発言されている。今、

議会で提案されている 31年度当初予算に「まちづくり委員会」の予算が計上さ

れているが、本当にこの委員会で候補地を検討するのか。現在、「鞍手町庁舎等

建設検討委員会」が設置されている。候補地はこの委員会で検討すべきでは。 

(2)「まちづくり委員会」とはどのような組織なのか。 

・委員会の人数、会議の手法、権限、設置時期は。 

・まちづくり委員会は附属機関という位置づけにしないのか。 

・他の附属機関との整合性は（報酬等）。 

・「まちづくり委員会」に職員を出席させるのか。 

・町長は「町民の皆さんから幅広く意見要望等を聴取し」と言っているが、庁舎

等建設計画策定時に 1,000 人の町民アンケート（回答 403 人）やパブリックコ

メントを実施した。この 403 人と「まちづくり委員会」の声の重みをどう考え

ているのか。 

４．小学校の統廃合について 

(1)12 月議会での質問の中で公共施設の床面積について質問したが、町長はその

際「約５万㎡が小学校の床面積になっています。公共施設の床面積は減らすべ

きと考えています。ですから、まずはこの小学校の床面積を減らすことが鞍手

町の公共施設の床面積を大きく減らすことに繋がります。そういった意味で私

は小学校の統合は必要だろうと考えています。」と発言されたが、教育長はこの

発言をどのように思われたか。 

町 長 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 
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平成３１年３月１１日（第２日） 

  開議  １３時００分  

 

 

○議長 田中 二三輝君  

 これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 一般質問を行います。  

 質問はお手元の通告一覧表の順序により行います。  

 最初に、４番議員 宇田川亮君の質問を許可します。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 通告に従いまして、前町長による庁用車の私的使用に対する損害賠償請求について質問い

たします。 

 昨年の７月９日、臨時議会におきまして私が出しました庁用車の使用に関する調査を行い、

町長としての説明責任を果たさせるためにも、特別委員会を設置すべきという動議に対し、

賛成多数で地方自治法第１００条に基づく「庁用車の使用に関する調査特別委員会」が設置

されました。しかしながら、前町長は、同日官製談合防止法違反などで逮捕されました。そ

の後、事件の捜査が進み裁判が行われ、検察側より懲役４年の求刑がなされ、今月の２８日

に判決が下るようになっています。  

 この特別委員会では、「町長としての説明責任を果たさせる」としていましたが、前町長の

逮捕により実現できていません。  

 私の昨年の６月議会での一般質問において、「全て町長としての職務であり、私的使用はし

ていない」と答弁されています。さらに昨年３月議会においても前町長の「生活拠点は、ほ

とんど鞍手である」そういう答弁もされています。  

 しかしながら、平成２６年度から平成２９年度の運転日誌を調べると、１日に福岡市内を

２往復しないと到達しない走行距離１５０㎞以上が使用日数７８０日の内２３９日もあり、

行事予定にない庁用車の使用や公務での使用とは分からない日数が４７０日近くもあります。

もっと言うなら、庁用車の使用も官製談合事件に関わっている可能性さえあります。  

 岡崎町長は、所信表明でも「前町長の官製談合事件により失墜した町政に対する信頼を回

復させることである」と述べられています。まさに、就任期間の半分以上も町民を騙し続け

てきた前町長に、その責任をとってもらう必要があると思います。前町長の町政私物化の一

部である庁用車使用に関する調査を町として行っているのかお尋ねします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 
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○町長 岡崎 邦博君  

 前町長による庁用車の私的使用問題については、議員当時、地方自治法第１００条による

特別委員会設置に私も賛同し実態を明らかにすべきだと思いましたし、町長になった今でも

その思いに変わりはありません。  

 当事者である前町長が裁判中ではありますが、まずは庁舎内で調査委員会を早急に立ち上

げ、調査できる範囲内で調査をして行きたいというふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 今から立ち上げるということですね。それは早急にすべきだと考えますのでぜひともよろ

しくお願いします。  

 次に、前町長は、監査に聞いて正すべきところは正すというふうに言っていました。町と

して監査の意見を聞いたのかお尋ねします。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 監査の方には、まだお尋ねはしておりません。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 議会として、運転日誌に基づいて資料を提出しました。その中に行事予定の入っていない

ものがあると。それは執行部では分かる範囲でそれを入れ込んで監査に渡すということだっ

たと思いますが、それは行っているのでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 秘書の方と整理している町長の行事予定と運行日誌の突き合わせは終わっております。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 監査の方は、それを受け取ってまだ話をしているとか、調査されているとかという話も全

く聞いていないのですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 まだ監査の方とは話しておりません。  
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○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 監査で調査になれば、なかなかグレーゾーンというのは監査請求がしにくい部分はあると

は思います。だけど、前町長の言ったことは監査の意見を聞いて正すべきところは正すとい

うようなことでしたけれども、これまでの４回の逮捕、それからいろいろな議会での、まず

あり得ない答弁を繰り返してこられて、前町長の就任期間の半分以上も町民を騙し続けて来

た、そういった町政運営、それから逮捕からすれば、庁用車の使用については、なかなか普

通通りに考えれば、前東京都知事がそういった問題もありました。ですが、なかなか完全に

私的使用だと分かる部分でしか請求ができないというようなこともありましたから、監査の

意見も聞いた上で、法的に問題がなければ町としては私的使用と思われるものだけではなく

て、公務とは逆に認められないものすべてに対して損害賠償請求をするべきではないかとい

うふうに考えています。  

 これ自体は、庁用車の車両維持費、人件費等全て町民の税金で賄われていることでもあり

ますから、町民の財産を取り戻すという意味でできるだけ多くの損害賠償請求をするという

ことをするべきだというふうに考えますが、町長の考えを答弁求めます。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 私自身も議員のときからそういうふうにも実は思っておりました。損害賠償請求について

の考え方では、先程も述べましたようにまずは町の調査委員会で調査をまずは行うと。そし

て監査請求の要求部分についても私的使用の実態をはっきりと明らかにさせた上で損害賠償

請求を含めたところで、町の顧問弁護士と相談しながら対応を検討して行きたいというふう

に思っています。 

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 ぜひ鋭意努力をお願いしたいというふうに思います。  

 通告にはありませんが、先程も言いましたが、庁用車の私的使用問題については町政の私

物化の一部であります。それ以外にもいろいろあるのではないかというふうに思うのですが、

その点については何か、具体的に言えとは言いませんが、そういったものは思い当たる部分

はあるのかないのか教えて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 通告にもありませんでしたし、突然のご質問でもありますが、いま考えてもなかなかちょ
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っと思い当たるところはありません。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 ただ町民を騙し続けて来た前町長の町政運営からすると、いま岡崎町長が引き継いだ上で

いろいろと不具合があるのだろうというふうには推察するわけですが、本当に前町長の負の

遺産をぜひ解消していくためにも、これだけでなくいろいろと改善をしていただきたいとい

うふうに思いますが、最後に答弁を求めて質問を終わります。  

○議長 田中 二三輝君  

町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 私が立候補した時点で、そういうものも想定した上で立候補しているわけですし、また町

の信頼を回復したいという一念で立候補しています。  

 いま、宇田川議員が言われたように負の遺産ということではありますが、今後、粉骨砕身

頑張りまして負の遺産を振り払い、町民、また町の信頼回復に向けて頑張って行きたいと思

っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 以上で宇田川亮君の質問を終わります。  

 次に、８番議員 西藤典子君の質問を許可します。  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 通告に従いまして質問をいたします。  

 昨年１２月議会での私の防災対策についての質問に対しまして、町長より今年度中に避難

所運営マニュアルを策定するという回答をいただきました。その後の進捗状況はどうなって

いますか、町長にお尋ねいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 鞍手町避難所運営マニュアル策定の進捗状況につきましては、県の指導のもと、順調に作

業を進めておりますので、予定どおり今年度中には策定できるというふうに考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 その中に避難所の整備として体育館へのエアコン設置は入っていますか。お尋ねします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 
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○町長 岡崎 邦博君  

 この質問については前回もいただきましたが、体育館のエアコンということになりますと

非常に費用も掛かります。今回小学校の校舎については、全ての６校にエアコンを設置する

ようにしております。  

 災害の際には、これから検討する必要はありますが、校舎の方に避難をしていただくとい

うことも考えの一つとしてはありますので、避難については今後も検討して行きたいという

ふうには思いますが、体育館のエアコンについてはなかなか難しい状況にあるということで

す。 

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 昨年の１２月の時点のことだったのですが、国としては災害時に避難所として使用される

体育館にはエアコン設置が必要であるとして７割が交付税算入される緊急防災減災事業債が

活用できるという考えを当時聞きました。もしそれができるなら、確かに小中学校の教室に

もエアコンの設置が実現しますが、多くの教室が２階以上にあります。  

 エレベータがない場合、災害時に車椅子の方や、足の不自由なお年寄りなどには２階、３

階に移動するというのは非常に負担が大きすぎると思うのです。従ってそういう措置ができ

るならば１階にある体育館へのエアコン設置も検討の対象にしていただけたらと要望いたし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 議員からご質問いただきまして一時検討したこともありますが、先程も言いましたように

多額の費用が掛かります。町の財政状況ではなかなか難しい状況にありますので、今のとこ

ろその状況にないということです。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 そういうことであれば、やはり車椅子の方とかお年寄りに対する対策もぜひ具体的にマニ

ュアルの中に折り込んでいただきたいと思いますが。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 そのことについては今後検討させていただきたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 
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○８番 西藤 典子君  

 それでは次の質問に移ります。 

 社会保障のためとして消費税が導入されまして４月で３０年になるのです。社会保障が良

くなるかなと期待したのですが、どうもそうではない方向に進んでいるようでとても心配し

ております。 

 この間の国の予算の中に入っておりました１０月に予定される後期高齢者医療保険料の軽

減特例の廃止が折り込まれています。結局これは低所得者の方が安心して医療が受けられる

ように７５歳以上の後期高齢者の内、特に所得の低い方の医療保険料を最大９割軽減する特

別措置であったわけです。これを廃止するということが具体的に出て来ております。  

 やはりそういう低所得者の方が安心して医療にかかれるための措置でございますので、そ

ういったことが廃止されるということは非常に気になりますが、具体的にそれが廃止された

らどういう内容に変わるのでしょうか。今までと、これからとどう変わるかお知らせいただ

きたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件については、保険健康課長から答弁をさせます。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 私の方からご回答させていただきます。  

 後期高齢者の保険料軽減特例につきましては、国保での軽減割合が最大７割となっている

ことなど不公平をもたらしており見直しが求められていたところでございます。高齢者の医

療の確保に関する法律施行令の規定による保険料均等割の軽減措置、これが７割、５割、２

割軽減でございますが、この軽減の更なる上乗せとして実施してきておりました軽減特例、

７割軽減が９割であるとか８．５割軽減になるものでございますが、この軽減特例につきま

しては、消費税率引き上げによる財源を活用した社会保障の充実策として介護保険料軽減の

拡充及び年金生活者支援給付金の支給が平成３１年１０月から開始されますことから、合わ

せてこの見直しを実施することというふうにされております。  

 従いまして、９割軽減の該当者は平成３１年１０月から本則の７割軽減となりますが、こ

の軽減適用につきましては、年度を通して軽減割合を統一にする必要があることから、平成

３１年度は８割軽減となり、保険料が年額で５，６０８円から５，６０９円増えまして１万

１，２１７円となります。  

 また、８．５割軽減の対象者につきましては、年金生活者支援給付金の支給対象者ではな

いということから、激変緩和の観点から平成３１年１０月から１年間に限り特例的に国庫補

助分を補填するため平成３１年度は８．５割軽減のままとなり、保険料は年額で８，４１２



 7 

円に据え置かれます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 当面はそういうふうで補填されて維持できるかと思いますが、将来的には軽減がなくなる

わけですから大変な状況が生まれて来るのではないかと心配しますが、鞍手町民の何人ぐら

いの方がどの程度の負担増になると見込まれていますか。お尋ねしたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 お答えいたします。  

 まず、平成３０年の後期高齢者医療本算定現在の人数でございますが、９割軽減の該当者

が７０６人、８．５割軽減の該当者が５８５人でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 これまでも手厚く滞納があっても高齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれないように

と、いろいろと配慮していただいたということも知っておりますので、そういう対象の方々

が困ることがないような手立てを町としても講じていただけたらなと思っております。  

 次の質問に移ります。  

 後期高齢者医療制度加入前非扶養者に対する軽減措置も無くなるというようなことも聞き

ましたが、後期高齢者医療制度加入前非扶養者とはどんな人なのかお尋ねしたいと思います。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましても保険健康課長に答弁をさせます。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 後期高齢者医療制度加入前、非扶養者の方に対します軽減措置につきましては、後期高齢

者医療に加入する前に、例えば子どもさんの健康保険の扶養であった方達、この方達が後期

高齢者医療に移行された場合、均等割の方が平成３０年度で申しますと５割軽減されまして、

更に所得割も掛からないといった制度でございます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  
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 その人達ですが、もちろん軽減しなければいけないと、急激に負担が増えるわけですから

医療に安心してかかれるためにも軽減しなければならないという理由からそういう軽減措置

がとられたと思いますが、今までどういう経過で来たか、その実体を教えて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 お答えいたします。  

 これまでの非扶養者軽減措置につきましては、後期高齢者医療制度発足当時から、これが

平成２０年の４月から９月までの間に関しましては保険料負担が凍結されております。  

 平成２０年の１０月から平成２９年３月までが均等割が９割軽減されておりました。平成

２８年１２月１９日に平成２９年度予算編成にあたっての財務大臣、厚生労働大臣の合意事

項によりまして、元非扶養者に対します軽減特例につきましては、段階的に本則に戻すこと

とされました。従いまして、平成２９年度は均等割が７割軽減、平成３０年度が均等割５割

軽減、平成３１年度以降が本則に戻りまして２年間のみ均等割が５割軽減されると、しかし

いずれも所得割の方は付加されないということでございます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 先程もちょっと言いましたが、社会保障のためとして消費税が導入されて３０年、先日今

後は税率を１０％に引き上げるということがほぼ決まりつつあって、何とかこれを食い止め

たいと思っているわけですけれども、そのように社会保障のためとして導入された消費税を

１０％まで引き上げるというのに何故こういうふうに軽減措置がどんどん切り下げられて行

くのか疑問に感じます。  

 実体はこうなっておりますから、私達としてはできるだけ軽減措置を強化していただいて

本当に困っていらっしゃる方が安心して医療にかかれるような制度にして行く努力も積み重

ねつつ頑張っていきたいなと思っております。  

 町の方でもいろいろな企画、手立てがありましたらそういう努力をしていただきたいとお

願いいたします。答弁をお願いいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 これは国の制度でもありますので、なかなか鞍手町一町で対応するということは難しいと

思います。 

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  
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 それでは次の質問に移らせていただきます。  

 他にもいろいろそういう制度の改悪が次々に続きそうで心配なのですが、介護保険につい

てお尋ねいたします。  

国保税とともに高すぎるという声が多い介護保険料ですが、今もいろいろ答弁をいただき

ましたが、何とか軽減措置といったことができないものなのか、県内でも保険料の減免とか、

利用料の軽減措置を実施している例は決して少なくはありません。  

 鞍手町独自の措置を設けるお考えはございませんか。お尋ねいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましては、福祉人権課長より答弁させます。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 介護保険料の減免につきましてお答えをさせていただきます。  

 鞍手町は福岡県の介護保険の広域連合に所属しておりますので、その中での答弁をさせて

いただきます。  

 介護保険料の減免につきましては、福岡県介護保険広域連合介護保険条例の規定により災

害等の減免を受けることができます。例えば、主として生計を維持する者が震災、風水害な

どの災害により住宅家財などの財産について著しい損害を与えたこと、また死亡、長期入院

により収入が著しく減少したこと等により介護保険料の減免を受けることができます。  

 また、介護保険料の軽減につきましては、消費税により低所得者の第１号、保険料の軽減

強化を行う仕組みが実施されております。  

 次に､利用料の軽減措置につきましては、介護保険利用者負担額減額免除取扱規定により居

宅介護サービス費等の額や、居宅支援サービス等の額は特例として、主として生計を維持す

る者が災害などに遭われた場合利用料の減免を受けることができます。  

 いずれも個別ケースとなりますので、電話や窓口等でご相談いただければご説明をさせて

いただきます。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 困った方が少しでも安心できるような措置をお願いしたいと思います。  

 次の質問に移ります。  

 そのような中で、何とか現行の制度の中で経費の負担を軽減してもらいたいと、そういう

方向が負担軽減を願うところでございますが、介護保険の介護認定１以上の方で住民税や所

得税の課税がなされている場合、障がい者控除対象者認定書の交付を受けますと障がい者手
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帳がなくても確定申告で障がい者控除を受けることができますが、鞍手町の実情はどうなっ

ているでしょうかお尋ねいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましても福祉人権課長に答弁をさせます。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 平成２９年度で申しますと、介護保険の３０年３月末の認定者数は１，１４５名おられま

す。その中で要支援の１と２の人が約３８０名ほどおられますので、それ以外の方が対象と

なります。この障がい者控除対象者認定書の交付をされた方につきましては２７名でござい

ます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 去年もこのことについて窓口にお尋ねしに行きました。このことについては徹底を図るた

めに広報に２月に必ず確定申告に間に合うように掲載しておりますということで、実際今年

も載っております。  

 ただこれが、こういういろいろな事情のある方は、なかなかこういうことに目を通す余裕

がない方もいらっしゃるのではないかと思うわけです。去年の場合も同じ２７名で、今回も

２７名で変わっておりません。  

 もしかしたらご存じなくて控除を受けていない方があるかも知れません。ですから、周知

策といいますか、この広報に載っているだけでなくて更に徹底するというか周知していくた

めの何か手段、方法はございませんでしょうかお尋ねいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 更なる住民周知策をということのお尋ねだと考えております。  

 ６５歳になられた時には、新たに介護保険証を役場で毎月月末あたりに交付しております。

その際に障がい者控除対象者の認定のことについての周知を図ってまいりたいと考えており

ます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 より具体的な例としましては、確定申告の時期に、係の方がいろいろ計算等をして下さい
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ますが、もし対象になると気づかれた時に一声声をかけていただくだけでも大分違うのでは

ないかと思います。大変でございましょうが、そういう手立ても講じていただければと思っ

ておりますがいかがでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 このことについては税務の方で検討してまいりたいというふうに思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 それでは次の質問に移らせていただきます。  

 子ども医療費無料化に対する国の対応についてでございますが、鞍手町では平成２８年１

０月から中学３年生までの医療費の無料化が実施されております。鞍手町の子ども達は幸せ

かなと評価しています。  

 ところが、国からはそれに対してペナルティーといいますか、補助金の減額がなされてい

るということでございますが、国はどういう理由から無料化の実施に対して補助金の削減と

いうようなことをするのでしょう。お尋ねします。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましては、保険健康課長より答弁させます。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 お答えいたします。  

 国は、市町村が実施しております福祉医療制度に伴います現物給付により自己負担が軽減

されるため医療機関の受診者が増加し、国保の給付費が増加しているというふうに考えてお

ります。そのため、国は増加した波及医療費に対しましては自治体が負担するものとして補

助金の減額を行っております。  

 但し、今年度からは未就学児に掛かります波及医療費に対しての補助金減額は廃止されま

したが、小学生以上に掛かる波及医療費に対しての補助金減額は継続をされています。  

以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 減額の額は具体的にはどのくらいの額になっていますか。お尋ねいたします。  
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○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 お答えいたします。  

 まず、国が波及増として増えた医療費の金額でございます。これが平成３０年度、まだ未

確定ではございますが９６万９，５９１円でございます。  

 国からの補助金につきましては、これの２分の１でございますので４８万４，７９５円。

これがカットされた金額でございます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 過去にはもっと高額のカットがなされていたようですが、２８年度、２９年度分について

はどうなっているでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 平成２８年度の調整減額、いわゆる波及増と見なされた給付費に関しましては３５９万２，

８５４円、この２分の１カットでございますので１７９万６，４２７円がカットされていま

す。 

 平成２９年度につきましては、波及増の医療給付費が４２５万２，２８３円、これの２分

の１で２１２万６，１４１円がカットされています。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 子どもを大切にと言いながらこういうことが行われていることに非常に腹立たしい思いが

いたします。 

 先程、３０年度見込みでは未就学児の分がカットにならなくなったということでございま

すが、この額は今後どう変わっていくと予想されておりますか。  

 ２８年度、２９年度はかなりの量がカットされていたのに、３０年度の見込みとしては、

未就学児の分が０になっています。今後カットがなくなる方向に進むと予測されますか、ご

意見をお聞きしたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 先程からお話しをさせていただいております未就学児に対する補助金の方は、減額が３０

年度からされなくなったわけですが、ここは未就学児というのはやはり全国の市町村、ほと
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んどで未就学の方に対する医療費の補助を行っているということで国の方は平成３０年度か

ら未就学児のカットというのは取りやめたと認識しております。  

 今後につきましては、全国の自治体がどのようなやり方で行っているかというところも関

係してきますので、一概にこれからどうなるということは申し上げにくいのでございますが、

当面未就学児分のカットはなくなっているということは言えるかと思います。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 私は全国でそういうことが行われるようになれば、国も譲歩せざるを得ないという状況か

なと思います。今後もやはり子ども医療費の無料化の運動を進めていって、国にカットをさ

せないような状況に進めていきたいなと思っております。  

 カットについては、町はどういう対応をされているのでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この増加した医療費の波及分は、一般会計が実施している福祉医療制度が原因で国保の医

療費が増加したものであり、増加した医療費は国保会計が負担するものではないと考えてお

ります。従いまして、減額されは補助金ではなく、減額調整された、いわゆる増加した波及

医療費の全額を２年後に一般会計から国保会計へ繰入れを行っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 そういうことが行われて、本当に町として町民のことを考えて努力されているのはありが

たいと思います。もし全国に無料化の動きが進み国のカットがなくなったことを仮定しまし

た時に、国民健康保険に加入者している子ども達の均等割、１人あたり２万８，６００円と

いう、本当は子どもが多くなるということは有り難い、大事にすべきなのに、子どもの数が

多くなるとたくさん国保税を取られて納めるのが大変とか、滞納せざるを得ないとかという

状況も生んでおります。  

 たがら、もしそういうことが実現してカット分を浮くと言いますか、できましたらそうい

う国民健康保険に加入する子ども達の均等割の軽減策といいますか、そういったことに使っ

ていただけたらなという期待を持っておりますことをお伝えしまして私の質問を終わらせて

いただきます。  

○議長 田中 二三輝君  

 以上で西藤典子君の質問を終了します。  

 次の質問者は私ですので、議長を久保田副議長と交代いたします。  

（「副議長」に交代）  
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○副議長 久保田 正之君  

 田中議長と議長を交代いたしました。  

 それでは、７番議員 田中 二三輝君の質問を許可します。 

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 通告に従いまして一般質問を行います。  

 鞍手町庁舎等建設検討委員会が平成２９年５月３１日に第１回が開催され、諮問事項とし

て、 

１ . 庁舎等建設の候補地  

２ . 庁舎等建設の規模、機能  

３ . １・２これらを踏まえ作成する鞍手町庁舎等建設基本計画案の３点が諮問されました。 

鞍手町庁舎等建設検討委員会はこれを受け平成２９年９月２５日に庁舎等建設の候補地

及び規模、機能に関する中間答申をし、更に、同年１２月２２日に鞍手町庁舎等建設基本計

画案に関する最終答申を町は受けております。議会も、鞍手町庁舎等建設検討委員会の答申

の内容について町執行部から説明を受けました。  

そこで、現時点の答申に沿った進捗状況についてお伺いをいたします。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 最終答申であります鞍手町庁舎等建設基本計画のスケジュールでは、平成３２年度末まで

の建替えが計画されており、平成３０年１月の臨時議会、また３月定例議会で設計関係委託

料を含む関連予算案が上程されましたが、前町長の恣意的な判断によって設計事業者選定方

法が変更されたこと等を要因に議会で否決されました。 

 その後、６月議会では、設計関係予算案が上程されず、平成３２年度末の移転建替えは事

実上難しい状況となっております。建設地条件整備に係るものとしては、小牧墓所移転関連

予算を議決していただいておりますので、平成３０年度におきましては墓所移転地の造成設

計及び雑木伐採工事と移転地以外の納骨堂等への改葬される墓所管理者への補償を行ってお

ります。 

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 前町長の政治姿勢を正すために議会は厳しい選択をしたことは記憶に新しいところです。

それにより当初の建設計画が大幅に遅滞していることは、担当職員や庁舎の新築移転に期待

している多くの職員や関係者に迷惑をかけているというふうに私は認識をしております。  

 しかしながら、庁舎等建設に含まれている小牧墓所移転関連予算、これの一部を執行して

鞍手町庁舎等建設検討委員会の答申に沿って新庁舎の移転予定地の整備を行っているという



 15 

ふうに理解をしておきます。  

 次に､町長就任後に行われた住民説明会において、自ら民意を聞くというふうにおっしゃっ

ておられたというふうに私は記憶しておりますが、この件について、そういったことを言わ

れたかどうか、またその内容等々についてお伺いをいたします。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 昨年１２月上旬に町内３地区で現基本計画の住民説明会を開催し、その中で行政主体から

住民主体へのまちづくりに向け、仮称ではありますが、みんなのまちづくり委員会で住民の

皆様のご意見をお聞きしたいと説明をしております。  

 仮称ですが、みんなのまちづくり委員会については所信表明でも述べましたが、町民が主

役となり、町民による町民のための町政、町民が提言できる開かれた町政を実現して行くた

めのものであり、これまでの手法と異なるため違和感を覚えられる部分があるかとは思いま

すが、公約として挙げ、選挙によって受け入れられたと考えておりますので実施したいと考

えております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 非常に違和感があります。はっきり言って全くイメージができません。この会の。どうい

ったことをどのように、またどのようなメンバーで会議を進められるご予定なのか、そうい

ったところを少し詳しく、その方法等についてご説明をいただければありがたいと思います

がいかがでしょうか。 

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 今回の仮称ではありますが、まちづくり委員会は附属機関としての位置づけではなく、広

く町民等の生の声を聞く公聴会のようなスタイルを考えております。その都度テーマを決め、

町民の皆様のご意見を聞く場として考えております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 確か以前、メンバーは公募で求めるということも聞いたような気がするのですが、その辺

はいかがですか。 

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  
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 公募というよりも広く町民の意見を聴取するという公聴会のようなものとして考えており

ます。 

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 公聴会のようなものと言いますと、結局は先日行った町民に対する説明会みたいなものと

いう、そういうことなのでしょうか。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 同じようなものになると思います。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうしますと参加者は自由に参加ができると。そして自由な意見を述べることができると

いうふうな理解でいいのですか。 

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 募集かけまして、そこで申込みを受付けることにはなります。と言いますのも、何名ぐら

いの方が募集をされるか分かりませんので、会場の都合もあります。そういった広さ等の関

係がありますので申込みはしたいというふうに考えています。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうしますと、前回行った住民説明会に関しましては、参加につきましては、地域関係者

自由にお見えいただいたというふうに理解をしておりますが、今回想定している、町長が考

えていらっしゃる町民から意見を聞く会というか、どういうふうな名前になるか分かりませ

んけれども、それについては一応応募形式を取る、だけどその応募された方は全員の方が参

加できると、そういう認識でいいのですか。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 おっしゃるとおりで町民の方ということ、又町民の事業所に来られている方、又は町民の

学生の方、その他要項の方で定めようとは思っていますが、いま最終的な精査を行っている

ところです。いま議員ご指摘のような形の募集というふうになると思います。  
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○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうしますと、公聴会のような形式で行うということになりますと、当然議決とか、決議

とかを取れませんよね。そこで出た意見というのはどうなるのですか。どのようにしようと

お考えでしょうか。それを教えて下さい。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 町民の生の声をお聞きして今後の参考にさせていただきたいというふうに思っております。 

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうすると、参考程度の意見ということですね。参考意見を聞くだけ、若しくはその中で

何を議題として会議を開催されるのかよく分からないのですが、そこで出た意見は取りまと

めないというふうに理解していいのですか。ただ町長の参考意見、町民から聞いた意見は町

長ご自身の参考意見ということの位置づけなのか、それともそれを何らかの形で今後の行政

運営等に生かして行こうというふうに考えていらっしゃるのか、その辺はいかがでしょうか。 

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 将来のまちづくりに町民の意見を広く聴取するということを目的にしています。そしてそ

れを参考にさせていただくということです。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうしますと、仮称のみんなのまちづくり委員会という名称だったと思いますが、これは

何を聞くために集めるというふうに想定されていらっしゃるのでしょうか。どういう意見を

求めるために、それを行おうというふうに想定されているのかがあれば。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたように、将来のまちづくりについて町民の皆様のご意見をお聞きしたい

ということです。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 
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○７番 田中 二三輝君  

 そうしますと、現在、今後の将来のまちづくりのための意見としていただくということで

あれば、現在進行している各事業についての意見を聞くのではなくて、町長がこれからやろ

うとする新たな事業についての意見を求めるというふうに理解していいのですね。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 いまある事業についても、事業が進行しているものについても町民の意見を今まで聞いた

ことがないものについては聴取しようと思っておりますし、今後のまちづくりについてもあ

らたなものについても聴取しようというふうに思っております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 今後の事業、新しく町長ご自身が発案されるなり、何らかの形で新たなものとして発足す

る事業に参考意見として聞くのであれば、それは理解できるのです。いま現在進んでいる事

業というのは何らかの形の検討委員会等が答申をするなり、法的な根拠に則ってその事業が

行われているのでしょう。これに対してご意見を聞いた場合にそのご意見が、極端に言いま

すと１８０度違うような答えだったらどうするのですか。その辺はどう考えているのですか。 

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 いま極端なご質問になっていますので、それもいまここでどういうふうなものかというよ

うなお答えはなかなかしづらいということです。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 なんとなく新たな取り組みなもので、町長が知恵を絞って町民のたくさんの方々からご意

見を聞こうという姿勢の元、提案しているというか、作って行こうというふうに考えていら

っしゃるのだと思いますが、本当に申し訳ないのですが、すごく違和感があって全くイメー

ジがとれないのです。出た意見をどうするのですかというところが全く、あまりにも抽象過

ぎてよく分からないのですが、町長ご自身は出たご意見をただ聞くだけですか。それとも何

らかに生かすわけでしょう。そうするとこの会議というのは公聴会ですからその会の意見と

して取りまとめとかは当然ないですよね。  

 いろいろな方が来られて、いろいろなご意見が出ると思いますが、どう対処するのか、そ

れと先程も聴きましたが、いま進行中の事業も対象にするとおっしゃるのであれば、そこと

の整合性、これは今出ている答えというか、いま進行しているものとの整合性が取れない答
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えが出たときに町長はどうされるおつもりですか。どっちに優先順位を置くのですか。教え

て下さい。 

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程から何度も申しますように、町民の皆様のご意見を広く聴取する場として考えており

ます。そして今進行中のものにつきましても住民の皆様から、今まで過去にそういった場を

設定されて、それがいま進んでいるのかどうか、このことについて検証し、今まで聴取する

場がなければ改めて私は聴取したいというふうに思っております。 

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 いま聴取したいというのは、おそらく町民の声を聞いて参考意見として自分の中で整理し

ておきたいという位置づけにしかならないのだろうと思いますが、わざわざこういった委員

会を設置しなくても説明会でいいんじゃないですか。どう違うのですか。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 説明会と言いますと、はっきりとこういうものがあるということで説明会をするわけだと

いうふうに考えております。  

 説明会は説明会として先日、役場庁舎の基本計画については説明会をし、住民の意見を広

く聴取もしました。そういったことも一つでもありますし、そういうこととは別に生の声を

聞くと。ただただ住民の皆様がどういうふうにお考えになっているかということを制限無く

聞いて行きたいというふうなこともありまして公聴会というような形で考えております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 私の認識が悪いのかも知れませんが、公聴会ということになれば、当然行政サイドからこ

ういうものがあります。これについて皆さんのご意見をいただけませんかとか、これは現在

こういうふうに進めようと思っております。皆さんいかがでしょうかというようなことを提

案して町民から意見をもらうのでしょう。そこは間違っていないですよね。  

町長のイメージしている内容と、私が言っている、イメージしている内容が違うか、違っ

てないのか、そこだけ教えて下さい。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  
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 そんなに大きな違いはないというふうに思っております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 あまりイメージができる、できないということで時間を割いて小さなことまで聞かせてい

ただきました。当然こんなに小さなことまでは通告書にもないにもかかわらず、関連した質

問等々で町長もお答えをしていただきました。  

 やはりどうしても気になるのは、この公聴会のようなもので意見を聞かれて、そして今後

のまちづくりに生かす、だけど今後のまちづくりというのは町長が新たに進める事業ではな

くて、現在進行中の事業についても意見を伺うことがあるというふうに私は理解した。それ

でいいのでしょうか。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 議員がいま発言されたとおりでよございます。 

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 仮称ですから、ここでまちづくり委員会というふうに言っていいのかどうか分からないの

ですが、おそらく何とかに関する公聴会とかというような形に変わるのだろうと思います。  

 どうもしっくり来ないというのは、やはり参考意見を聞くだけなんでしょう。それが町長

が自分で町民のご意見を聞いて今後の新しい方針を立てるときの参考意見を聞く、その場で

すよね。 

 それを今まで不定期に行っていた説明会とか、そういうものと一線を引くのはどういうこ

とですか。 

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたように、今までの鞍手町の手法としては、ともすれば行政主導という形

で、なかなか住民の皆さんの生の声を聞く機会が少なかったというふうに思っております。

そういったものを私は変えて行きたいということで、先程も言いましたように、住民主導の

まちづくりを進めて行くということから、この住民の皆様の生の声を広く聴取したいという

ことから、仮称ではありますが、まちづくり委員会の予算を計上させていただいております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  
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 このまちづくり委員会についての質問は最後にして次に進みたいとは思いますが、最終的

には、まちづくり委員会でいろいろなご意見が出ると思います。まちづくり委員会といいま

したが公聴会のようなもので、いろいろな意見が出ると思いますが、取りまとめはどうする

つもりですか。町長がただ聞くだけで終わるのですか。どういうふうにその意見を取り扱う

おつもりなのか、そこをもう一度教えて下さい。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 何度も繰返しになりますが、広く町民の皆様に町政に対する生のご意見を聞いて、それを

参考にして行きたいというふうに思っています。 

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 公聴会的なものとして想定されているもの、仮称みんなのまちづくり委員会といったもの

については、町長の町政運営に対する参考意見を聴取する場という、ただそれだけの位置づ

けなんだよということですね。そういうふうに理解をしておきます。  

 すっきりはしませんが次に進みます。  

 そういう形でまちづくりについての生の意見といったものを聞かれると、そして今後に生

かして行きたいということでしょう。そういうふうに理解しておきます。  

 最後の質問ですが、まず町長に就任されて昨年の９月議会、庁舎等建設費の小牧墓所の移

転関連予算が３，０００万円追加補正されて賛成議決に至っています。  

 その後、移転造成工事の入札が不調に終わって現在に至っています。一部納骨堂等への改

葬の方に関しましては、その事業費の中から補填されているというふうに聞いておりますが、

この現状を考えますと、鞍手町庁舎等建設検討委員会の答申を受け作成した鞍手町庁舎等建

設基本計画に従って進行しているというふうに理解していいのですか。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 現基本計画については白紙となっているものではありません。生かせるものは生かし尊重

して行きたいというふうに以前からも申していましたし、今も考えに変わりはありません。  

 現時点で、庁舎等建設候補地であることに何ら変わりはありませんので進めて行きたいと

いうふうに思っています。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうしますと、本定例会の議案の提案理由の説明、平成３１年度一般会計予算の提案説明
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で、庁舎等建設予定地も含めて基本計画を見直すというふうにおっしゃっていました。その

ことと小牧墓所の移転工事を手掛けた、この一連の流れというのは非常に矛盾を感じるので

すが、この点について説明して下さい。  

○副議長 久保田 正之君  

 ここでしばらく休憩します。  

休憩１４時０８分  

再開１４時１８分  

○副議長 久保田 正之君  

 会議を再開します。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程の質問に対して答弁をいたします。  

 小牧墓所の移転関連予算につきましては３０年度の予算でありますし、先程答弁もさせて

いただきましたように、現基本計画については生かせるものは生かして行くということで、

尊重して行きたいというふうにも考えています。そういったことから、小牧墓所の移転につ

いては今後も進めて行きたいというふうに思っております。  

 ３１年度の予算の説明でありますが、３１年度につきましては、この財源の見通しも立ち

ませんし、この役場庁舎の移転についての財源の見通しもいま付いていないところでもあり

ますし、また、スケジュールも大きく変わることとなります。そういった意味から基本計画

の見直しは必要であるということから、建設地の予定地についても見直すと表現はこの中に

ありますが、基本計画を見直すという中からのことということでご理解をいただきたいとい

うふうに思います。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 おかしいではないですか、提案理由の説明であなたははっきり言っているのです。それが

取って付けたかのように基本計画を見直すという中に含まれますと、その程度の提案理由な

のですか。その程度の一般会計予算ですか。  

 違うでしょう。真剣に考えて３１年度鞍手町はこうやって行くのだといったことで提案し

たのでしょう。その提案理由の説明であなたがはっきりとここに明言している。建設予定地

も含めて見直すと。全く建設予定地を見直したらその結論が出るまで現在の庁舎の新築移転

計画、これは何を生かすのですか、生かすことは何もないですよ。小牧墓所もそもそも庁舎

ができると言って皆さんにご協力をいただいたのではないですか。  

担当課長に答えを求めるのはおかしいですが、いま私が言った小牧墓所の方々に対する了

承を得た理由についてお答え下さい。  

○副議長 久保田 正之君  
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 政策推進課長。  

○政策推進課長 藤原 光徳君  

 この検討委員会ができた時は、私が総務課長で担当課長をしておりました。その時、小牧

の公民館に行きまして小牧墓所の関連の方達に説明しましたが、その時は庁舎がそこに来る

という説明で小牧墓所の関係の方々にはそういう説明をいたしました。以上です。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 その後について先程ご説明しましたように、１月の臨時会、３月の定例会で基本設計につ

いても予算が否決されたことから計画どおりに進まないという状況になりました。  

 そういったことで、小牧区に参りまして小牧区の墓所管理組合の方達と小牧区の方達に改

めてご説明をしております。その際には、今の計画自体は尊重し進めて行きたいというふう

に思っていますが、計画を見直すことになるというふうなご説明もしております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうすると、庁舎の建設に関してはスケジュールだけ見直すってことでしょう。予定地を

見直すとなっているから聞いているのです。予定地を見直すということは、あそこに庁舎を

建てる、だから小牧墓所を利用されている方々に移転していただけませんかというふうな話

の流れですね。  

あそこに庁舎が建つというのが大前提ですよ。その結果として用地の整備のために小牧墓

所の利用されている方々に今回移転していただくということを同意していただいているので

しょう。そのことは建設検討委員会で何度も説明をいただきました。ですから今町長が提案

理由の説明の中で、建設予定地も含めて基本計画を見直すと言っている以上、この小牧墓所

の移転を手掛けたこと、９月議会の段階では予算を追加した。そして１０月で移転工事の入

札を行ったと。そこから３月までの間に気が変わったのですか。  

違うでしょう、あなたは所信表明の中で、選挙の時に公約として庁舎建設等については計

画を見直す、建設予定地も含めて見直すと言っているでしょう。 

９月議会で３，０００万円追加したことも矛盾しますよね。この矛盾するのではないです

かという質問に対する答えが出ていないというふうにしか私は思えないのですが、これはど

う説明するのですか。まして提案理由ですよ。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 小牧墓所の関連予算につきましては、３０年度の予算で計上しております。いまは繰越明

許ということになっておりますし、先程議員のご指摘にありましたように、一時はフラット
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ということになりましたが、そこの伐採等を行いまして改めて入札をしようというふうに考

えております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 じゃあ建設予定地なんですね。あの場所に庁舎を建てるのですね、どうなんですか。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 そのことにつきましては先程もご答弁させていただきましたように、小牧区の小牧墓所管

理組合の方達と昨年ご説明させていただきました。そういったことからご理解をいただいて

いるというふうに思っております。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 ご説明をいたしました。ご理解をいただいていますと言うのでしたらその説明の内容、元々

庁舎が建つから墓所を移転して下さいと建設検討委員会からこう説明を受けていたのですよ。

あなたが今言う説明をしましたという説明はどういう説明ですか。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も何度も言いますように１月の臨時会、３月の議会で基本設計等の予算が否決となり

ました。６月には議会の上程もできない状況となったと。その後徳島町長の事件によりまし

て町長も捕まったということで計画が大きく変わり、スケジュール的には現基本計画が間に

合わなくなったというような説明、そして財源的にも間に合わなくなったことから、財源の

目処も立たなくなったというようなことも説明させていただきました。  

 そういったことで小牧墓所の移転については予算も計上させていただいていますので、こ

れは進めさせていただきますというような説明をさせていただきました。以上です。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 予算があるからそれを使えばいいというような形にしか聞こえないのですが、小牧墓所を

移転する大前提はあそこに庁舎を建てることですよ。  

 もし小牧墓所を移転後にあそこに庁舎が建たなかったら債務不履行ですよ。そうでしょう、

庁舎等建設費から出るのでしょう。事業費は小牧墓所移転費ではないですよね。庁舎等建設

費の中に含まれる工事費、その中の一部が小牧墓所移転工事に伴う予算でしょう。大元は庁
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舎建設じゃないですか。  

 庁舎の建設予定地も含めて計画を見直す、見直した結果あそこに庁舎は建てません、結論

が出た時に小牧墓所を何で動かす必要があるのですか。  

 それだったら、あなたが言った提案理由の説明の中で、役場庁舎等の建設予定地も含めて

基本計画を見直す、その結果が出るまで予算は凍結というのであったら話は理解できますよ。

そうではなくて、小牧墓所の移転だけは先行させます。でも何が建つか分かりません。債務

不履行になった時にどう責任をとるのですか。  

 この建設予定地の見直しはないのでしょう。あるのですか。建設予定地が別の所になる可

能性というがあるのか、ないのか。これは言葉の綾として提案理由の説明の中で基本計画を

見直すといったところで建設予定地も含めてと言った言葉の綾でしたとあなたが謝罪するの

か、それとも実際に建設予定地も含めて見直しを行って、その結果建設予定地が変わる可能

性があるのか、ないのかはっきり答えて下さい。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も何度も言っていますように現計画が白紙になったわけでもありません。この計画の

生かせるところは生かして行きたいというふうにも考えていますし、計画自体を尊重もして

おります。そういった意味で３０年度の予算のご承認をいただいたものについては事業は進

めたいというふうに思っています。 

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうすると建設予定というのは変更はないのですね。スケジュールだけを見直すというこ

となんですか。先程も言いましたが、今の計画だったら役場庁舎があそこに建つのでしょう。

あなたは計画を見直すと言っていますが建設予定地は見直すことはない、別の所に役場庁舎

が建つことはない、見直すのはスケジュールだけ、ここにある建設予定地も含めてというの

は言葉の綾でしたということでいいのですか。そう理解していいのですか。  

 役場の建設予定地が動く可能性があるかないかだけを教えて下さい。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 スケジュールだけでなくて財源も大きく見直さないといけないことにもなっています。そ

ういった意味から建設予定地については尊重はしております。尊重はしておりますが財源に

ついての不確定な要素もありますので、今後はっきりとそこに庁舎を建てるというふうに、

はっきりとここで申し上げにくいところがあります。  

○副議長 久保田 正之君  
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 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 そうすると、小牧墓所の移転というのは、その計画等が見直しが終わるまであり得ないで

しょう。あそこに庁舎が来ない限り小牧墓所の移動はないのですよ。  

 それを実行した後に、建設予定地が変わったとなるとこれは債務不履行ですよ。予算の目

的外利用ですよ。こういうことになるのですよ、この矛盾点をどう説明するのですか。  

○副議長 久保田 正之君  

 しばらく休憩します。  

休憩１４時３４分  

再開１４時４８分  

○副議長 久保田 正之君  

 会議を再開します。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程の７番議員のご質問に対して答弁をいたします。  

 先程の質問について何度も繰返しになりますが、現時点では行かせるべき所は生かして行

くということで基本計画は尊重もしております。  

 それで３０年度の事業としての事業は進めたいというふうに考えておりますが、先程も言

いましたように財源の手当の目処が付いていないところもありまして、不確定な要素も多分

にあります。そういったことから提案理由の説明の中で建設地についても見直すと表現が入

っております。以上です。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 だから答えになっていないでしょう。  

 私が聞いているのは、建設地として別の所になる可能性があるのかないのか、それだけ聞

いているのです。このまま現在の予定どおりあそこに建つということであればスケジュール

を見直して財源の手立てができて、それから墓地の移転をすればいいでしょう。それまで予

算を凍結すればいいだけでしょう。  

 何回も同じことを聞きたくないのでもう一度聞きますが、建設予定地があそこだと、です

が財源、スケジュール、そういうものを見直す時間がいる、だから計画を見直す。財源の手

立てができるまで墓地の移転等を含む庁舎等建設費、これは繰越明許をやっているのですか

ら３１年度にするのでしょう。３０年度の予算でも。  

近々の内にまた条件が整備されたから入札がどうのこうのとかを言っていましたが、そう

いうのを全部凍結して結果が出て動けばいいだけの話でしょう。端的答えて下さい。  

○副議長 久保田 正之君  
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 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 現時点では基本計画を進めようということで、基本計画どおりに進めたいというふうに考

えております。そういったことで３０年度の予算につきましては、予算通り進めて行きたい

というふうに考えています。  

○副議長 久保田 正之君  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 墓地の移転だけを先に急ごうと見えるのですが、庁舎の建設に関して予算の財源の手立て

ができるかどうか分からない、スケジュールもできるかどうか分からないとあなたはいま言

いましたね。だけど墓地の移転だけは先に進める。どうして墓地だけ先に行かなければいけ

ないのか。全ての条件が整ってもう一度墓地の移転を手掛ければいいだけの話でしょう。見

切り発車するのですか。  

 建設予定地が変わったら債務不履行ですよ。町民を騙したことになるのですよ。  

 あなたは町民からたくさんの意見を聞いて云々と言っていましたね。町民主体でと。町民

無視ではないですか。全く今日の町長の答えは矛盾だらけで統一性がない。全く矛盾してい

ますよ。町民を大事にしますと言っておきながら、なぜか知らないが墓地の移転だけを先に

進んで庁舎が建つかどうか分かりません。債務不履行でしょ。約束を守らないことになるの

ですよ。そこに町民の主体の町政をこれから先、展開していくということになるのですか。

違うでしょう。全ての条件が揃ってもう一度予算が付いて実行できることになって、ここで

初めて墓地の移転をもう一度皆さんに納得していただいて進めて行けばいいだけでしょう。  

 何で墓地の移転だけ先に急ぐのですか。おかしいでしょう。いくら予算が付いているから

といって。条件がそろうまで全部一旦凍結しておけばいいだけの話でしょう。  

 町長はいつも言っていましたね、手続きやルールに従ってやって行くと議員の時におっし

ゃっていたでしょう。いまやろうとしていることに少し矛盾があるのですよ。ですからその

辺について、凍結するなら凍結した方がいいと思います。僕は。ですから今回墓地の移転を

急ぐ理由、予算が付いているからだけではないでしょう。それをはっきり答えて下さい。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 墓地の移転について急いでいるわけではありません。現計画については何度も言いますよ

うに尊重して進めたいというふうに考えておりますので、３０年度の予算については何度も

言いますように進めて行きたいということだけです。  

 急いでいるわけでも何でもありません。ただ、ただ現時点では基本計画どおりに進めてい

るということだけです。  

○副議長 久保田 正之君  
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 田中議員、ここで時間１分です。  

 田中二三輝君。 

○７番 田中 二三輝君  

 最後に先程あったまちづくり委員会、これは現在進行中の案件についても協議を行う、意

見をいただくと言っていましたが、この庁舎建設に関しての意見はいただくのですか。まず 

それが１点。それからその委員会で出た意見をどういう形で取りまとめて、どう実行に移す

のですか。ただ、ただ参考にするだけだったらやる必要ないでしょうが。  

 その辺を説明して下さい。そしてあなたの答えを聞いて私の質問を最後にいたします。  

○副議長 久保田 正之君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 まちづくり委員会のことについてのご質問ですが、庁舎等建設検討委員会に議員も委員と

して中に居られたというふうに思います。  

１回から８回まで検討委員会はありました。その中で１回目としては、まず町長が本部長

となる推進本部案ということで庁舎等建設候補地案が提示されております。  

２回目につきましては、既に一次答申ということで庁舎等建設の候補地が示され、概ね妥

当ということで答申が出ております。  

その後、そこは野球場の中に役場とくらて病院を隣接させて建設するということでしたが、

地盤の問題等々がありまして、一次答申については再度見直すというような結果になってお

ります。 

その後、見直し案が提示されまして、見直し案の提示が２９年８月３１日の第４回に推

進本部案として提示されております。ところが、この住民アンケートにつきましては、６月

３０日から７月１７日ということで住民アンケートがとられておりますが、この中の質問は

６問でありまして候補地等についての質問はありませんでした。  

 ここの質問の中では、年齢、どこの小学校区に住んでいるか、職業、または役場を利用し

た回数、複合的な施設の建設を検討しているが、重要と考える施設の内容だとか、周辺環境

の重要と考える整備はどうだとか、そういったことで６問の質問があっています。  

その後、中間答申として庁舎等建設の候補地及び規模、機能についての中間答申は妥当で

あるというような結論になっております。  

 最終的に１２月２２日に最終答申が基本計画案として妥当であるというような最終答申が

でておりますが、この１回から８回までの検討委員会の中で実際に候補地について住民の意

見を聞く場、先程も言いましたように説明会又は公聴会というような場は一度も設定されて

おりません。そういった中で候補地についての住民に対する生の声を聞くということは一度

もなくここで決定されたというふうに感じております。  

 パブリットコメントはその中でとられておりますが、パブリックコメントの中の建設地に

ついてのご意見は８人の方がご意見を出しておりました。その８人の方のご意見は全てがこ
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の基本計画にある建設地に対しては反対の立場からの意見であるというふうに私は見ており

ます。先程も答弁しましたように、パブリックコメントについても住民のアンケートも尊重

します。また検討委員会の方達の貴重なご意見についてももちろん尊重させていただきたい

というふうにも考えております。  

そういった中でまちづくり委員会と、これは仮称ですが、今度は生の声として住民の意見

を聞きたいというふうに考えております。そしてまたその意見は私の参考とさせていただき

たいということを考えております。以上です。  

○副議長 久保田 正之君  

 以上、田中二三輝君の質問を終了します。  

 ここで田中議長と議長を交代いたします。  

（「議長」に交代）  

○議長 田中 二三輝君  

 会議を再開します。  

 引き続き一般質問を行います。  

 １番議員 野口美恵子君の質問を許可します。  

 野口美恵子君。  

○１番 野口 美恵子君  

 通告に従いまして一般質問を行います。  

 最初に、児童虐待について質問をいたします。  

 最近児童虐待のニュースが後を断ちません。  

 今年の１月に千葉県野田市の小四女児が亡くなったニュースが連日報道されておりました

し、昨年も東京都目黒区で５歳の女児が虐待で死亡する事件があり、１年も経っていないの

にまた幼くて尊い命が亡くなりました。  

 その際、児童相談所の対応の遅れが指摘されておりますが、児童の命が失われてからでは

遅いわけで、もっと強く踏み込むことはできなかったのかと本当に強い憤りを禁じ得ません。 

 地域の人達の協力も必要だとは思いますが、その場合地域の人達が何かおかしいと感じた

時、直ちに通報や連絡ができる仕組みを構築しておくべきだと思います。  

 そこで、今現在の鞍手町の状況を町長にお伺いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましては福祉人権課長に答弁をさせます。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 児童虐待のことについてご説明をさせていただきます。  
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 まず仕組みづくりはということですが、児童虐待の防止等に関する法律や児童福祉法にお

いて児童虐待を受けたと思われる児童等を発見した者は速やかにこれを市町村、都道府県の

設置する福祉事務所、若しくは児童相談所に通告しなければならないと規定されているもの

でございます。  

 町のホームページにおいて、「児童虐待にあたる行為を掲載するとともに虐待かもと思った

ら通告するのが国民の義務です」として通報先である役場福祉人権課児童人権係、宗像児童

相談所や児童相談所全国共通ダイヤル、これは２４時間対応となっていますが、等の電話番

号を掲載し住民周知を図っております。加えて、毎年児童虐待防止推進月間の１１月に保育

所、小中学校、医療機関や役場、中央公民館等の公的施設に児童相談所全国ダイヤル１８９

への虐待通告を促すポスターの掲示や、チラシ等の配付を依頼し通報先などの周知を図って

おります。 

 来月４月におきましては虐待通告に関するチラシを作成し、小中学校等の児童の保護者へ

配付するなどの方法を取り、住民周知の強化を予定しております。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 野口美恵子君。  

○１番 野口 美恵子君  

 今の説明を受けまして現在の鞍手町の状況がよく分かりました。今後もチラシとかホーム

ページ等で皆さんに周知していただきたいと思います。  

 千葉県野田市で両親から虐待を受けた小四の女児が亡くなった事件ですが、沖縄から東京

へ転居したときに児童相談所の引き継ぎが上手く行っていなくて、小学校のアンケートに女

児が父親の虐待を訴えながら市の教育委員会がそのコピーを父親本人に渡していたり、女児

を一時保護した児童相談所が父親に迫られて帰宅させ、その後も虐待のリスクを認識しなが

ら再度の保護は見送っていたりと、小学校や行政の対応に不備の指摘や疑問の声が上がって

います。教育委員会や児童相談所の対応が悪く、関わった大人達が守れたはずの１人の幼い

尊い命を守れませんでした。このように事件は都会だけでなくどこで起こってもおかしくな

いと思われます。  

 もし鞍手町でこのような事件が起こった場合、児童相談所、警察、教育委員会などの連携

プレーがきちんとされているのでしょうか。お伺いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましても福祉人権課長より答弁をさせます。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 当町におきましては、児童福祉法の規定に基づき要保護児童の適切な保護、又は要支援児
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童、若しくは特定妊婦への適正な支援を図るため関係機関、関係団体及び児童の福祉に関す

る職務に従事する者、その他の関係者により構成されております鞍手町要保護児童対策地域

協議会を設置しています。以下要対協と略してお話しいたします。  

 要対協には、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の３つの会議があります。こ

の内実務者会議は、実際に児童の福祉に関する職務に従事する者による会議であり、ご質問

にあります宗像児童相談所、直方警察署、鞍手町教育委員会のほか保育所、幼稚園、小中学

校や乳児院、法務局、人権擁護員など１６の機関の実務者で構成されています。  

 概ね２ヶ月に１回、年６回の会議を開催しており、定期的な情報交換や支援を行っている

ケースの総合的な課題の検討を継続的に行っています。  

 また、緊急を要する事案については、予め緊急時の連絡体制について関係機関に周知した

上で、要対協の調整機関である福祉人権課が中心となって児童相談所や児童の所属機関を始

めとする関係機関と緊密に連携し対応しております。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 野口美恵子君。  

○１番 野口 美恵子君  

 ２ヶ月に１回会議があっているということで、今後、もしそういう虐待事件がおこった場

合の連携プレーについては期待したいと思います。  

 次に進みます。  

 地方自治法に基づく審議会に関する質問です。  

 現在、第５次鞍手町総合計画において男女共同参画の推進を事業目標とし、審議会等への

女性登用率４０％を目標に掲げているということですが、昨年４月１日現在で実際の女性登

用率は２３．８％とまだなかなか登用率が低いのが今の鞍手町の現状です。  

 目標達成に向けてどんな取組み、努力をしているのかお聞かせ下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましても福祉人権課長に答弁をさせます。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 第５次鞍手町総合計画において、男女共同参画の推進を事業目標とし審議会への女性登用

率を４０％を目標に掲げておりますが、ご質問にありますとおり平成３０年４月１日現在で

は２３．８％と未だ登用率は低い状況でございます。  

 目標達成に向けての具体的な取組みといたしましては、全各区に対しまして当該目標値に

ついての認識を確認し、新たに審議会を設置するときや、既存の審議会の委員を改選すると

きには可能な限り女性の登用率が上昇するような委員の選出母体等への働きかけを行ってま
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いります。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 野口美恵子君。  

○１番 野口 美恵子君  

 これから少しでも登用率が上がるように期待したいと思います。  

 現在県内市町村の審議会等における女性委員の登用状況は、県内６０市町村ある内の鞍手

町は３８番目となっておりますが、一つでも順位がうえに上がればと願っています。  

 これで私の一般質問を終わります。  

○議長 田中 二三輝君  

 以上で野口美恵子君の質問を終了します。  

 次に､９番議員 鯵坂省治君の質問を許可します。  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 通告に従いまして一般質問をいたします。  

 防犯対策事業についてです。  

 まず、平成３０年１１月に出ております報告書で、まち・ひと・しごと総合戦略でのＬＥ

Ｄ防犯灯についてのＰＤＣＡシートを見ると、課題と解決の方策では次のように記載してい

ます。 

 各行政区において地域の安全・安心の確保のために設置している防犯灯は平成２９年度で

約１，７００碁あり、その内約２０％がＬＥＤ防犯灯となっています。  

 町では各行政区の負担を軽減するため防犯灯設置補助金によるＬＥＤの変更を行う行政区

に対して補助を行っているが現状の補助金額ではＬＥＤ変更促進が図れていない。行政区は

ＬＥＤへの変更を行う費用の負担を軽減するとあります。  

 各行政区の防犯灯数は、平成２９年で１，７００碁あります。  

 第１の質問として、現在各区の防犯灯は合計何灯あるのかお聞きいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この件につきましては、総務課長に答弁させます。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 お答えいたします。  

 平成３１年３月１日の時点で、町で確認しております各区が保有する防犯灯の総数は１，

８８６灯でございます。なおこの数字はあくまでも各区からの報告によるものですので、こ

れ以外に報告に上がっていない防犯灯も数灯はあると思われます。以上です。  
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○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 ２９年度よりも１８６碁増えているようです。  

 平成２９年度は各行政区によるＬＥＤ変更数は５１１碁と出ております。これは全体で平

成２８年度が６２６碁、平成２７年度が１５６碁と記載しています。全体で１，２９３碁と

ＬＥＤ変更数がそうなっています。  

 第２に、現在各区保有の従来型防犯灯からＬＥＤ防犯灯へ交換した数は何灯でしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 お答えいたします。  

 平成２７年度に行いました各区が保有する防犯灯の調査におきまして、従来型防犯灯は全

体で１，４９７と確認されております。この内本年３月１日までにＬＥＤ化された防犯灯の

数は合計で１，２０５灯で、率にいたしまして８０．５％がＬＥＤ化に交換されております。

尚、本町では、平成２８年度から平成３０年度の３ヵ年にかけまして各区が保有する従来型

防犯灯のＬＥＤ化を推進しておりまして、今年度がその最終年度となっております。  

 しかしながら、平成３１年度以降も各区から申請があれば引き続き対応して行きたいとい

うふうに考えております。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 現在８０．５％、１，２０５碁がＬＥＤに交換されているということです。全体的に見ま

して、もう少し従来型の防犯灯があるということです。  

 次に､移ります。  

 昭和通り区では５年ほど前にいち早く従来型の防犯灯からＬＥＤ防犯灯に全てを交換しま

した。今年度も住民の要望で、暗くて危険箇所ということで２箇所防犯灯を増設いたしまし

た。各区で少ない予算の中から区民が安心して暮らせるように努力しています。  

 現在町の防犯灯の補助金があるお陰で出来ていますが、昭和通り区のＬＥＤ防犯灯光源寿

命は４万時間タイプで、これは１０年ということです。あと５年で全てのＬＥＤ防犯灯が使

えなくなります。現在、区の保有防犯灯は１７灯ですが、世帯数の多い行政区では防犯灯も

多く、大変な財政負担となっております。  

 従来型のように電球交換ということではなく機具自体の交換となり、従来型では１年に何

灯かの電球交換となり、これにより済んでいましたが、ＬＥＤ防犯灯に一斉に交換したこと

により大体１０年で一斉に器具交換となり、これにより区の財政に大きな負担となっていま

す。 
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 まち・ひと・しごと創生総合戦略ＰＤＣＡシートの見直しを見ると、各区に補助事業が浸

透することにより既存の取換えだけではなく、新規の防犯灯設置も行われるようになって来

ています。このため事業を現状のまま継続し長期的に取組むことにより、安全・安心のまち

づくりに寄与していきたいとこういうふうに書かれています。  

 第３に、今後ＬＥＤ防犯灯からＬＥＤ防犯灯の取換えに補助金をどのように考えているの

でしょうか。町長にお聞きします。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 ＬＥＤ防犯灯からＬＥＤ防犯灯機具への交換も取扱う補助の対象にということでございま

すが、平成２９年４月から要項を一部改正いたしまして、只今ご質問でありますＬＥＤ防犯

灯からＬＥＤ防犯灯機具の取換えにつきましても補助対象という形で行っております。  

以上です。 

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 平成２９年４月からそのように長期的にＬＥＤからＬＥＤに交換していただき補助金が出

るということで、ありがとうございます。  

 現在防犯灯に交換する場合に補助金が出ています。行政区保有の防犯灯の電気料は全て区

が現在負担している状態です。区の財政も、加入者が年々減り、防犯灯の電気料も負担とな

っています。 

 昭和通り区では、区加入者以外にも負担していただいていますが、他の区では加入者だけ

で負担している所があると聞いております。他の自治体、福岡市などを見てみると自治体の

保有の防犯灯の電気料の一部を補助しています。  

 防犯灯補助事業として今後の検討課題ではないでしょうか。これに対して通告にはなかっ

たのですが町長お聞きします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 現在では、区の防犯灯については区で賄っていただくということになっております。通学

路については町の方で予算を負担しております。 

 そういったことで、今の状況を言いますと、区とは言いながらも区に加入されていない方

もあるということで、防犯灯の利用料についてはいろいろと各区で様々な対応をされている

ということもお聞きしております。  

 ただ、地域という考えからすれば、やはりその地域の中で防犯灯の利用料については賄っ

ていただきたいというふうに考えております。  
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○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 区は区で電気代は現在のところ町長の考えとしては賄っていただきたいということで、こ

れから先、区の財政も大変厳しくなっております。区自体が消滅する可能性も出ております。

そうした場合、やはり町の方は推進して、以後考えていただきたいと思います。  

 次に移ります。  

 防犯灯の評価内容としては、防犯灯のＬＥＤ化について各区に浸透し、前年に引き続き多

くの区がＬＥＤ化を実施しています。  

 犯罪件数についても策定時の犯罪件数、平成２８年度は１７３件ありました。平成２９年

度の犯罪件数は１１０件と３６．４％減少していることから、この取り組みが成果に寄与し

ていることはあります。  

 防犯灯の役割は、  

 １、子ども達を不審者からの連れ去りなどの被害を防ぐ効果。  

 ２、夜間の窃盗目的の建物に侵入を防ぐ効果。  

 ３、歩行者と自転車又は、自動車との接触事故を防止する。  

 ４、高齢者や女性などの夜間の健康のための散歩、ウォーキング時の転倒防止や、不審者

からの犯罪被害に巻き込まれの防止。  

 このように、犯罪被害に遭う危険を少なくする効果があります。  

 防犯灯を増設するにはそれなりの費用が掛かりますが、かけた費用に対してどれくらい効

果があるか、費用対効果は高くあるのではないでしょうか。  

 このような役割で防犯灯は人々の安全・安心で生活でき、健康で生活するための、仕事が

終わった後など、夜間や早朝に歩くことにより運動ができ、健康になり、生活習慣をも変え

る働きがあります。  

生き生きとした生活を送り、元気で明るい鞍手町になるのではないでしょうか。  

 健康のため、早朝や夜間にたくさんの方が健康維持、増進のため散歩などのウォーキング

をされています。  

 女性の場合は、夜間は道が暗くて怖くて歩けないと数多くの町民の方から聞いております。 

以前に夜間にウォーキング中の方が防犯灯のない歩道で、帰宅中の中学生の自転車と危うく

接触事故に遭いそうになったと聞いております。  

 私も、夕暮れ時に４０分ほど昭和通りから役場裏、西区、北区と歩いてみました。４㎞ほ

どの道のりですが、その間に３箇所ほど防犯灯がなく暗い夜道を歩くことには危険な状態で

す。鞍手町全体では相当な箇所で暗くて危険な生活道路が現在もあるのではないでしょうか。 

 一例を挙げますと、西区の学童保育横から中山本町に抜ける１㎞ほどの広い歩道のある川

沿いの町道ですが、現在食品会社工場などが４社ほどある道のりですが、同じ直線の１本道

で１㎞ほどあります。  
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 その内の６００メートルほど防犯灯はありますが、残りの工場が切れたところから４００

メートル程通学路に指定されていないということで防犯灯がないところがあります。  

 同じ１本の道で歩道も広いので子ども達は通学路でないので通行しないで下さいと言って

も、道ですから子ども達は通行します。  

 鞍手町の犯罪件数は、先程言いました２８年度は１７３件から２９年度の１１０件と減少

しておりますがまだまだ多く、１年間の間に不審者情報が何件も出ております。現在鞍手町

ではまだ安全・安心な状態であるとはいえません。  

 平成２６年度、鞍手中学校開校に合わせて４１８碁の新設、５８３碁のＬＥＤの防犯灯へ

の交換、全体で１，００１碁の防犯灯になっています。  

第４としまして、今後、通学路以外の危険町道の防犯灯増設の考えをお聞きします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 これまで行ってきました通学路への防犯灯設置や、平成３０年度までの目処としておりま

す既存防犯灯のＬＥＤ化などの取組みにつきましては、一定の成果が得られたものと考えて

おります。 

 そこで、３１年度以降は、これまで懸案事項として残っていました通学路以外の路線や危

険箇所等への防犯灯設置の要望等についても対応できるよう、鞍手町防犯灯設置協議会の要

項や設置基準の見直しなどを行い問題解消に努めて行きたいというふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 ３１年度以降に対応していただいて、ぜひ危険な箇所を少しでも明るくしていただきたい

と思います。ＰＴＡ等から小学校の校区育成部会などを通じて毎年夏にＰＴＡの方がわざわ

ざ巡回して、数多くの危険箇所の報告が出ております。そういうのも町長は全て見られて、

しっかり検討していただき防犯灯の増設を検討していただきたいと思います。  

 今後も、中期計画として長期的に取組むことを各区の加入者だけではなく、全ての町民に

安全・安心なまちづくりに寄与していただきたいと思います。  

最後にもう一度町長にお願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も申しましたように、この防犯灯設置協議会の要項や設置基準の見直しを行ってとい

うことです。この設置協議会の委員さんの中には通学路というようなことが前提にありまし

たので、小学校、中学校のＰＴＡの代表の方とかが入ってもらっています。ですから、今度

は通学路以外の所についての危険箇所等についての防犯灯の設置ということですから、先程
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も言いましたように委員の構成も見直しながら問題の解消に努めて行きたいというふうに思

っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 以上で鯵坂省治君の質問を終了します。  

 次に､５番議員 竹内利一君の質問を許可します。  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 通告に従いまして質問をさせていただきます。  

 今議会と言いますか、今の議会のメンバーの方とは最後の一般質問となり、またおおとり

で質問させていただくことに感謝しています。  

 今回は項目が多くてどこまでしゃべれるか分かりませんが、前の議員も質問されたところ

がありますので、どうにか全部クリアしたいと思います。  

 まず、２０４０年問題につきましてですが、私は４年前の６月議会で、議員になったとき

に最初に質問したのがこの質問です。  

 ２０４０年問題というのは、結局２０４０年に福岡県の中で鞍手町が消滅都市一番になる

ということで、数字的なものもその時の質問でもらっているのですが、２０４０年に１万２

００人とかになるというところで、女性がものすごく減る率が多いということで消滅都市と

いうところになっています。  

 私はこのことを４年間取組んでまいりました。人口を増やすのが一番、３万人にするには

どうしたらいいかなとか、そういうことでずっと活動してまいりました。ある程度目安が付

いていますので、近々でも町長にお話を聞いていただきたいなと思っております。  

 鞍手町としてどのような取組みを考えられているか、抽象的な答えでなく具体的に答えて

いただきたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 現在本町においては、平成２７年１２月に策定した鞍手町人口ビジョンの中で、目指すべ

き将来の方向性を示しています。  

 基本姿勢として、１、自然増を実現するための対策に取組む。 

 基本姿勢の２、社会増を実現するための対策に取組むということ。  

 また、この基本姿勢に基づき対応策の１として、町の魅力を発信し顧客を図る。  

 ２として、町内の婚姻率を高める。  

 ３として、子育て環境の魅力化と若者向け住環境の整備を図る。  

 ４として、魅力ある産業を育てる。  

 対応策として４項目を掲げ、平成２８年１月に策定した鞍手町まち・ひと・しごと創生総

合戦略において３７の具体的施策と重要業績評価仕様を掲げ実行しているところでございま
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す。特に、総合戦略では、人口減少に歯止めをかけるための子育て支援、定住促進等の施策

を実行しているところでございます。  

 平成３０年１１月に開催した総合戦略の会議の中でも、小さな町だからこそやれることを

ポイントに絞り定住促進、教育環境の整備、子育て支援等を町のシティープロモーションに

位置付け、更には町を活性化させるための施策が必要であること等の助言を受けております。 

 そのようなことからも、平成３１年度に予定しております総合計画、後期計画及び第２碁

総合戦略の計画策定の中で人口減少という２０４０年問題を見据えたまちづくりの計画を策

定していることとしております。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 具体的にといったのですが、あまり具体的ではないような気がしますが、自然増、社会増、

そういうものを目指される。社会増というのは企業を誘致したり、そういうことになるので

すか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 社会増というのは転入と転出の内、転入する人と転出する人のどちらの数が多いかという

ことで、転出する数か多ければ社会動態は減少するということです。転入する人が多ければ

人口が増えるということになります。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 分かりやすくありがとうございます。  

 魅力ある産業を育てるというところも言われましたね。魅力ある産業を育てるということ

は、例えば、くらじの郷にブロックチェーン、去年全国的にも有名になりました。これを育

てるということを考えられている。平成２７年に作られたと。その中に謳っていますね。  

 昨年あれだけ騒がれてくらじの郷に素晴らしい企業が来たのに今はどうなっていますか。

どういうふうな動きをされているかお答え下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 地域振興課長。  

○地域振興課長 立石 一夫君  

 お答えいたします。  

 昨年４月にくらてブロックチェーンビレッジの開所といいますか、オープンをやったので

すが、その後前町長の事件がございましてなかなか思うように進まなかったということがあ

ります。 
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 現在、まだ正式には改修等は行っておりません。町長の方でくらじの郷が売却、閉鎖しな

いと出されていますので、それに沿ってどこまで設備投資をして行くかということについて

は今企業の方で、後２年しかございませんのでどうするかというところは考えているという

ふうには聞いております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 そうですね、魅力ある産業が折角来たのにまだ動いていない。これはなぜかといったら３

年契約でされると。３年後には売却しますよというところで、じゃあやろうとお金を投資し

ようと思って企業は来たわけですよ。でも町長は売らないと。売らないと言ったら企業はど

うするかというとやめた。  

 このビジョンの中にもあるように、魅力ある産業を育てるというふうに謳っているのに何

で売らないのですか。お聞きします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 私は昨年９月の選挙公約の中で住民の方々に福祉センター、くらじの郷については残して

欲しいということの声がすごく大きく、また強く聞くことがありました。そういった意味か

ら現在ある総合福祉センターについては残すということで、閉鎖、売却はしないということ

で決めております。  

 そのブロックチェーンとの契約につきましては３年契約があるということで、これはこれ

として当然履行していくということになります。  

 ただ、ブロックチェーンの方達がどのようにお考えになっているかということにつきまし

ては詳細には聞いておりませんので、ブロックチェーンの方々があそこをどうしても売却し

て欲しいというようなことなのかどうか、また売却する際に当然広く応募を求めるわけです

から、ブロックチェーンの方が応札に応じるか、又は応札で落札できるのか、その辺につい

ても当然私としては現在のところ承知をしておりません。  

いずれにしても今後について、総合福祉センターについては、私は公約通り売却しないと

考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 ２０４０年問題として取り上げましたけれど、企業が残りたい、買いたい、ぜひ買わせて

くれと言っても私は売りませんですよね。そうしたら当然企業は逃げますね。そういうこと

で２０４０年問題がこれからやっていけるのかなと。私はつい最近鞍手北中学校、それと室

木の笹川用地、提案書を課長さん達にこういう提案あるのですがと見ていただきました。  
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 私は２０４０年問題を真剣に考えて企業を持って来なければと。実際に鞍手北中学校は新

工業用地として使って行こうと、そういうふうに計画されておると思うのですが、そこら辺

はどうですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 北九食品の横の用地につきましては、あそこは準工業地域というふうな用途地域に変更し

ております。北中学校の用地につきましては、そういうような変更はしておりません。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 実際あそこら辺に企業を持って来るというのが大切なこと。実際に２０４０年問題を乗り

切るには企業とかいろいろなものを引っ張って来ないと人口増はないと思うのです。  

 町長はその辺どう思われていますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 確かに企業を誘致するということは非常に大切なことだと思います。また、企業を誘致す

るということが人口増に繋がるということも一利はあるかも知れませんが、それが人口増に

全てに結び付くとは限らないというふうに考えております。  

 端的な例を言いますと、宮若市の場合トヨタ自動車工業のトヨタ九州があります。約８，

０００人から９，０００人の従業員の方がいらっしゃいますが、宮若市に住んでいる方はそ

の内の数パーセントというふうに聞いております。又、鞍手町にも工業団地がありますが、

工業団地に通われている方の鞍手在住者というのもおそらく１０％にはいっていないという

ふうに感じております。  

 そういった意味で一定の人口増に結び付く要素はあるとは思いますが、企業誘致がそのま

ま人口増に結び付くというのは限らないのではないかなというふうにも思っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 町長が言われるのはそうかも知れませんね。でも実際に何で企業が来ないか、企業が来て、

宮若の例を上げましたが宮若に人が住まないのか、下水道、学校とかいろいろなものが必要

になって来るわけです。そういうことも鞍手町はどんどんやって行かないといけない、その

辺はどう思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 
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○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたように、教育環境の整備、又は定住促進、子育て支援、大きなテーマと

して先程３つほど上げさせていただきました。こういったことが総合的なものとして定住促

進、又は先程言いました社会動態による転入の促進に繋がるというふうに考えております。  

 議員が先程言いましたように、下水道の整備、これも大きな一つの社会資本整備の一つと

して重要なことだというふうには考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 学校とか、いろいろなものをしていくと言われましたが、具体的に、例えばどういうこと

をしようと思っておりますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 例えば教育環境ということになりますと、例えば、教育施設であったり、教育内容であっ

たり、後は通学路の関係であったり、そういった学校周辺も含めた教育環境をどう整備して

いくかということになろうかと思います。  

 ３月議会の冒頭で所信表明をさせていただきました。その中で今の鞍手町、例えば小学校

６校につきましては、複式学級の学校もありますし、６校の内の５校は１学年１クラスとい

うことで、その中でも３分２が２０名以下の学級ということでもあります。  

そういった意味からも今後地域の皆様、保護者の方達といろいろなご意見を伺いながらど

ういった教育環境、又は、学校の適正な配置はどういったものが適切か、特に子どもさん達

に本当に通わせたい小学校をどういうふうに作るか、そういったことについても今後皆様と

一緒に協議をしながら検討して行きたいというふうに思っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 学校の統廃合の話がまた出てしまいましたが、私の考えは人口が３万人になれば学校の統

廃合はしなくていいのですよ。その考えでずっと私はこの４年間活動してまいりました。で

すから、いろいろな事業体をこちらに呼ぶような話も実際あります。実際あって北中にも提

案しました、笹川用地にも提案しました。でも動きがないので既に小竹と宮若に、ひょっと

したら来年度宮若の方にそういう企業が来るような。なぜかといったら鞍手ではちょっとす

ぐには動けないでしょうと。民間というのはお金を用意してすぐにでもしたいのですよ。だ

からすぐに動いてもらわないと民間というのは逃げてしまうのです。だから結局小竹にとい

う話になりました。そういうふうに、スピーディーに動いて欲しいところがあります。  

 ２０４０年問題の中で言っていますから、例えば北中にしても産業が来ると、雇用が生ま
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れるというようなことがあって、実際にいま言われた小学校の統廃合でも、私の聞くところ

によりますと北中に持って来たいという話を耳にしました。町長がそういうふうな考えかと。

でも統廃合をもしするにしても５年、１０年掛かるのですよ。統廃合は１年や２年ではでき

ないのですよ。その間３年、４年貸そうと思えば貸せるわけではないですか。  

 自分はそういうスピーディーな動きをしていただきたいと。それで企業が来て、雇用が生

まれて人口が増える可能性があるではないですか。そういうふうに具体的に案をどんどんつ

くっていただきたいと。私が２０４０年問題で質問しているのは、抽象的なことを答えても

らうのではなく、町長のビジョンとしてこの１０年、２０年後の、もう次にいきますね。鞍

手町をどういうふうに変えて行こう、やっていこうと思われ、どう描いているかをお聞かせ

下さい。 

○議長 田中 二三輝君  

町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 現状においては第５次総合計画及び総合戦略において人口の短期目標、中期目標、長期目

標を掲げ各種施策を実施しているところで、特に子育て環境の充実、定住促進に力を入れて

おります。結果、社会動態についても回復の兆しが見え、平成２９年度は転出者を転入者が

上回りプラスに転じており、緩やかではありますが人口減少に歯止めをかけられるのではな

いかと思います。  

 また、くらて学園を始めとする創業支援や生産者による商品開発やマルシェ等による新し

い人の流れを作ることにおいても、町に賑わいを呼び、交流人口の拡大に繋がっております。  

今後はこれまでの現状と課題を更に分析した上で１０年後、２０年後に幸福度、満足度が高

く自信と誇りが持てる町として鞍手町の未来を切り開いて行くために平成３１年度に予定し

ております総合計画、後期計画、第２期総合戦略の計画策定の中で整理をして行きたいとい

うふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 すごく具体的にありがとうございます。  

 全然見えないのですが、町長は町長になりたくてなったのでしょうが、当然この町をどう

やって行こうかと、この鞍手町をどういうふうな町にして行こうかとかというビジョンが当

然あったです。そのビジョンを具体的に伝えていただけませんか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 １０年後、２０年後の将来の鞍手町を描くビジョンということですが、鞍手町の１０年後、

２０年後のビジョンを描くならば、まずは鞍手町の過去の歴史を振り返り、その後現在に至
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るまでの歩んで来た道のりを踏まえ、鞍手町の現状を分析し、県内の動向や日本社会、また

世界全体がどの方向に進もうとしているのか見極める必要があるというふうに考えています。 

 鞍手町は過去、農業と炭鉱で町を支えて来た町だというふうに思います。それがエネルギ

ーの政策転換により昭和３０年代に炭鉱が閉山となりました。それにより人口が流失し、一

時は３万人以上いた人口が半分近くまで減少し、町にとっては大きな打撃を受けましたが、

当時の日本は高度経済成長の時代でした。  

 そこで、当時の町の考えとしては、企業を誘致し住宅を造成することで人口の増加を図る

との考えだったと思います。その結果、人口は一時期２万人を超えるまで回復しましたが、

その後減少に転じ、平成３２年度に実施される国勢調査では１万５，０００人前後になると

想定されます。このような鞍手町の歴史を踏まえ、現状を分析した上でまず人口問題は、私

は今後も減少傾向をたどるというふうに思われます。 

その中で先程も答弁しましたように、総合戦略会議の中でもご助言をいただきました小さ

な町だからこそやれること、私も選挙の際に訴えてまいりました。小さな町をアドバンテー

ジにしようとの考えから定住促進、教育環境の整備、子育て支援等の整備を進め、緩やかな

人口減少にして行きたいというふうに考えております。  

 また、炭鉱閉山後に誘致した多くの企業は現在も鞍手町で創業をしていますし、むしろ工

場の増設等を行っている企業もあります。  

 しかし、１０年後、２０年後を見据えて昭和の高度成長時代のようなモデルでの町の活性

化、今議員が言われるようなことは、恐らくこの高度経済成長時代と同じようなモデルを想

定されているというふうには思いますが、それによって人口の増加に繋がるかどうかは、先

程も言いましたように難しい状況ではないかなというふうに感じております。  

 まずは、地道に、身の丈にあった、先程も答弁しましたが、教育環境も含めた子育て環境

の充実を図り、また、社会資本整備にしてもそうです。そういった地道な取組みによって定

住促進に繋げていきたいというふうに考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 ということは、自然に任せるというような意味合いで取れるのです。教育環境を整える、

これは実際宮若になぜ人が住まないかといったら、小中もあるのですが高校ですよ。問題は。

大学、それも問題なんです。  

 例えば、ここに九大の鞍手学部が来たら人口は増えるでしょう。そういうふうに大きなビ

ジョン、自分にとっては対して大きくないのですが、大きなビジョンを持っていただいて、

とにかく何かを鞍手に呼び込もうと、大きなもの、炭鉱に変わるものですよ。それを持って

くれば炭鉱の時期と変わらない人口になる可能性が十分あるのです。そういうふうに大きな、

突拍子もないことを考えて下さい。ここでは言いませんが私は考えています。  

 私がいま計画しているのは、お金は全部用意できています。町長がうんと言ったら動きだ
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せるような状態です。１，５００億ぐらい。これは大げさに言いますが。そういう話なんで

すが、そうしたら人口は３万人になる可能性もあります。  

 ある町の町長、亡くなったのですが、その町長は政治とは夢とロマンと説得力だそうです。

そういうふうにずっと言われていたのです。夢とロマン。  

 私は夢とロマンありますが説得力がないもので政治家にはなれないのですが、町長は政治

家でしょう、夢とロマンを持って下さい。どんどん大きなことをやって下さいと私は思いま

すがどうですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

まさしく議員が言われるように、政治家というのは夢とロマンと説得力、この３つは必要

だろうというふうに思っています。  

 私のことを言いますとなんですが、私も夢とロマンを求めて大学卒業後はあるところに就

職しましたが夢破れて挫折をしましたが、しかし鞍手町の将来を考える時には本当に夢とロ

マンは必要なことだろうというふうに思っています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 ぜひ夢とロマンで進んで下さい。  

 次に進みます。  

 庁舎建設についてというところで、一つずつ言いますので的確にお答え下さい。  

 最上位計画の第５次鞍手町総合計画基本構想に描いているコンパクトなまちづくりについ

てということで、コンパクトなまちづくり、町長はコンパクトに１箇所にまとめなくても、

ばらばらでも良いようなニュアンスのことを言われていましたが、これはどうですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 コンパクトということですが、総合計画の基本構想において公共施設や教育施設、医療機

関及び商業施設等の都市機能を集約し、まちなかを形成していくことが掲げられていること

は私自身も承知をしております。しかしながら、そのコンパクトというか、その集約の方法

については必ずしも１箇所に、１点に集中させるという集約ということではなくて、都市機

能拠点をまちなかと称して、そのエリアの中の一定の距離の中で集約させるものというふう

に私は理解しています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  
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 一定の中という抽象的な言葉なので、その辺、担当課の課長さんが詳しいかも知れません

ので答えていただけませんか。一定のエリアという話ですが一定のエリアというのはどうい

う範囲を考えたらいいのでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 まずは都市機能拠点というのがありますね。これはかなり広範囲にあります。その中のあ

る一定のエリアの中で、ある程度の距離を置いたものを、それでも恐らく私はコンパクトと。

鞍手町の事情を考えれば良く分かると思いますが、それでもコンパクトというふうに考えて

います。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 町長の一定のエリアという、例えば１００メートルなのか５００メートルなのか全然分か

りません。道で何メートルとするのか、直線で何メートルとするのかで全く違いますよね。

その辺ちゃんとしたコンパクトなまちづくりというか、コンパクトシティの定義というもの

があると思いますが、その辺担当課の課長さん答えてもらえませんか。  

○議長 田中 二三輝君  

 地域振興課長。  

○地域振興課長 立石 一夫君  

 いま総合計画の中の基本構想についての話が出ていたと思います。この総合計画の中に将

来の都市構造ということで、今議員が言われましたように都市機能拠点というのが大まかな

形で記されております。しかし、それには具体的な距離、そういうものが入ってございませ

ん。鞍手町の地図をＡ４に書いて、その中の一部を丸で囲んでいるというぐらいのところで

ございます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 コンパクトなまちづくりというのは、歩いて行ける範囲ぐらいと思うのです。車で移動し

なければいけない。歩いて行くにしても小学生が歩くのか、おじいちゃん、おばあちゃんが

歩いて行くのか、若者が歩いて行くのかで全然変わってくると思うので、その辺はある程度

基本構想、総合計画の中の丸がありましたね。その中に入っていればいいというレベルじゃ

なくて、ある程度集約はちゃんと必要ではないかと。端と端にあったら大変ですよ。実際に

距離として。私はそう思います。よろしくお願いします。  

（２）に行きます。 

 ３０年度補正予算の、先程７番議員が言われた質問とかなり重複するのですが、小牧墓所
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移転で３，０００万円岡崎町長になって計上していると。庁舎建設をしないならば庁舎等建

設費ではないのではないかと先程の議員が一所懸命言われていました。  

 実際に私もそう思うのですが、町長が先程今は予定地は予定地だからというような言い方

でずっと言われていましたが、庁舎等建設費ではないのではないかという質問で答えはどう

ですか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 何度も繰り返しになりますが、現計画は白紙なっているわけではありません。活かせるも

のは活かしたいというふうに何度もお話しもしています。そして尊重もして行きたいという

ふうにも思っています。  

 現時点において庁舎建設候補地であることには何ら変わりはありませんので進めて行きた

いというふうに考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 先程の議員の時に小牧墓所の管理組合の方に説明をされたというふうに言われていました

が、今、候補地は小牧ですよと。だから皆さん協力して下さいと言ったのですね。それで協

力してもらった。では去年の１０月に説明をしに行かれた時に、ここではない可能性もあり

ますという説明はされましたか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 昨年の１０月に小牧の公民館に出向いて行きまして説明をさせていただいております。 

 その際に、まずスケジュールが、何度も言いますように前町長の関係で基本計画がまだ策

定されていないということから、スケジュール的には間に合わなくなったということ、その

ことで財源的にも手当てができなくなったということ、その説明はさせていただいておりま

す。ただ、先程も言いましたように、現計画につきましては尊重もしていますし、活かすも

のは活かして行きたいということで、先程も言いましたように庁舎等の建設候補地であるこ

とには変わりはありませんということで説明はさせていただいております。  

 ただ、あそこの用地については重要な用地でありますということも説明をさせていただき

ました。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 ということは、はっきりと町長は場所も見直すということを、一般会計の説明の中で言わ
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れていますね。そのことは直接小牧墓所の管理組合の方には言われていないのですか。言っ

たのですか、どちらですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 財源の目処が今は立っていない状況では計画どおりに庁舎を建てられるかどうかというの

は不透明であるというような説明をしております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 ちょっと濁しながら言われるのですが、その場所から違うところで作る可能性があるので

すよということは言っていないということで理解していいですか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 不透明ということですので、その可能性はすべてないというわけではないというふうに説

明をしております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 その言い方は分かるのですが、場所が変わる可能性はありますということは、不透明とい

う言葉で言ったから伝えたことになっているということですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 繰り返しになりますが、可能性が１００％ないというふうなことで言っているわけではあ

りませんので、先程も言いましたように予算の関係上、まだ予算の目処が立たない状況の中

でどういうものになるかということも分かりませんので、はっきりとここというようなこと

には説明はしておりません。ですから変わる可能性もあるというようなことにはなります。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 回りくどく言われましたが、要は管理組合さんには直接はここではない可能性があります

よということは言っていないということですね。その言葉では言っていないということでし

ょ。ここではないかも知れませんよという言葉では言っていないのですね。要は他の予算的

などうたら、不透明だからどうたらの説明はしましたということですね。それで理解します。  
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 私は先程の議員も言われました、現在の予定地でするべきと思います。これはもう答えな

くても町長が言うことは分かっていますのでいいです。  

 次に、今まで全員協議会や議会でずっと説明して来られましたね。これは実際、前の町長

がということになるのでしょうが、これは何だったのですか。議案として出て来て議会は検

討委員会のことも認めて、全協で受けて認めて議会でも議決してというふうな話になってい

るのです。そういうふうに今まで全員協議会とかいろいろなものでここに作ります、こうい

うふうにします、で、くらじの郷は売って、それを新庁舎に持って来ます。ここでずっとそ

の話の説明が済んでいたのです。議員の皆さんもそうでしょうが、みんなそれで行くものと、

当然職員の皆さんもそのつもりで動いていたわけですよ。  

 それは今までしてきたことは何だったのですか。町長お答え下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程来から何度も言いますように、現計画を尊重もしていますし現在は今進めてもおりま

す。ただ、私は昨年の９月の町長選挙におきまして、庁舎等の建設については見直すと。こ

れは当然見直さざるを得ない状況もありましたことから、見直すというふうなことで町民の

皆様のご支持をいただき、これが私は町民の民意というふうに考えてもおります。  

 そういったことから現時点では、今庁舎の基本計画通りに進めてはおります。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 しゃべりすぎたので一問一答でいきます。  

 議会軽視ではないですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 議会軽視ということですが、庁舎等の建設委員会の答申にしても議会の動きにつきまして

も私自身尊重はさせていただいておりますので、議会軽視にはあたらないというふうに思っ

ています。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 行政の継続性はどう考えられていますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  
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 行政の継続性については、当然のことながら継続すべきというふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 行政は継続するべきですね。今の答えを皆さん聞いておいて下さい。  

 次に行きます。  

 庁舎建設とまちづくり委員会についてと。  

 これも先程の議員が一所懸命言われていましたが、ここに質問の内容を書いていますが、

先程の議員さんが言われたときのことで、聞きたいことがあったので。まちづくり委員会は

公聴会ですよというようなことですね。説明会と同じようなものですよと答弁されました。  

ということは、説明会を開けばいいだけの話ですので、まちづくり委員会を作る必要はな

いのではないかと私は思います。それプラスどうしても町民の方の意見を聞きたいのでした

ら町長の部屋ではないが、そういうものでいいのではないですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 まちづくり委員会につきましては、先程からも答弁をさせていただいていますように、町

民の方達に広く意見を聴取したいというふうに考えています。それで何人の応募があるかは

分かりませんので申込みという形は取らせていただきます。これも場所の関係も含めまして

そういうことになります。ですから、町長の部屋というようなことで、私自身は大勢の方に

来ていただきたいというふうに当初からも考えておりましたので、広く住民の方達に、それ

も各層、各世代に亘ってこのことについては、いろいろなご意見を頂戴したいというふうに

考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 町長の部屋といっても町長室でするわけではないですよ。中央公民館の会議室でもいいで

はないですか。それでも町長の部屋ですから。わたしの言い方は。  

 町民の方から広く意見を聞く、でもここに居る人はみんな町民の代表ですよ。何百人かの

支持者がおって、その人達の集約した意見をここで言っているわけです。ということは町民

の代表ですから、ここの意見を聞いていいのではないですか。  

 先程から議員さんがいろいろ質問をするのですが、何かはぐらかされたような答えばっか

りされるのですが、私としては町長も町民の信任を受けているのですから、町長の意見でや

られてもいいわけですよ。皆さんからいろいろな話を聞かれているわけでしょう。それでや

られたらいい訳ではないですか。  

 でもこれは町長という責任のある肩書きがあるのですから、それは責任を持ってしてもら
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わないといけない。今回も庁舎が場所も見直すと過去に言われていたものですからこうなる

わけです。スケジュールだけでなく場所も見直すかもしれないみたいなことを言われるから。

それは責任を持って対処してもらわないといけないのですよ。  

 私達も町民の代表ですから、町民の代表の後ろに１００人しかいないかも知れませんが、

その人達の声を伝えているわけですよ、私は。それは重みをもって受けて欲しい。先ほどの

議員も庁舎はここでいいのではないか、今の計画場所でいいのではないかというのでしたら

それの重みも受けて欲しいのですが、その辺はどうですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたように、議会また議員の皆様のご意見も尊重しております。同時に住民

の生の声を、今までこのことについては一度も聞いたことがないということもありますので、

私は広く生の声を聞く、そういうことも考えて、仮称ではありますがまちづくり委員会が必

要ではないかというふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 町民の人の生の声を聞きたいというのは良く分かります。ですが、時系列を考えて下さい。

総合計画見直しは３１年度いっぱいでするわけなんです。それは場所から全てが総合計画に

入り込むわけですよ。  

 例えば、まちづくり委員会を４月１日から立ち上げたとして、町長は最初に言われており

ましたが、まちづくり委員会で場所とか小学校の統廃合とか、そういうものもまちづくり委

員会で揉んでもらうと。庁舎の場所もまちづくり委員会で揉んでもらうとかというような話

をされていました。  

 今日の話を聞くと若干公聴会や説明会という話になってきて、ちょっとずれてきています

が、実際にまちづくり委員会を何回開催するのか分かりませんが、４月１日から始めて２、

３ヶ月で聞いてしまって、例えば総合計画のところにまちづくり委員会の人が言っています

のでと載せるのならまだできるかも知れませんが、ずっとまちづくり委員会をするのであっ

たら町民の意見を総合計画に載せられないのです。ただ聞くだけだから当然その意見だけ載

せるわけにはいかないでしょうが、最終的にはこの総合計画というのは議案に上がって来る

わけですね。議会で承認を得ないとならないのですよ。時系列とか、そこまで考えられてい

ますか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 総合計画の策定については、今議員が言われるように議会の議決を必要としております。
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まちづくり委員会につきましては、先程来ずっと繰り返しになりますが、町民の方達の生の

声を聞きたいということもありますので、生の声を聞いた上で私の参考にさせていただきた

いというふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 委員会の人数、会議の手法、権限、設置時期を教えて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程の答弁の中で総合計画につきましては、基本構想のみが議会の議決要件となっており

ますので、基本計画またはその細部に亘っては議決要件となっていないということでした。

それについて庁舎等の位置等が議決要件にあたるかどうかということが、先程の質問の中で

は私がはっきりと認識をしていませんでしたので、先程も言いましたように総合計画の議決

要件については基本構想のみということです。  

 先程の質問で委員会の人数と手法、設置時期、権限についてのご質問ですが、委員会の人

数については定めておりません。募集に応じた方全てを委員会の方で意見の聴取をしたいと

いうふうに考えております。  

 会議の手法につきましても、まちづくりに関する事項の内、広く町民の意見を聴取すると

いうことで、手法についても先程来言っていますように公聴会のような形式でやりたいとい

うふうに思っています。  

 権限につきましては、町民の意見や意向を将来のまちづくりに反映させるための参考とさ

せていただきたいというふうに思っております。  

 設置時期につきましては、今後準備を進めまして、準備が整い次第設置を、設置という言

葉が適当かどうかは分かりませんが開きたいというふうに思っています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 まちづくり委員会には職員は出席させますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 職員につきましては、案件に応じて担当課局の職員の出席を考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  
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 町長は町民の皆さんからの幅広い意見、要望等を聴取と言われています。庁舎等建設策定

時に１，０００人の町民アンケート、回答４０３人、パブリックコメント、この４０３人と

まちづくり委員会の声の重みというものをどう考えられますか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も答弁をさせていただきましたように、アンケート及びパブリックコメントの意見に

ついても貴重なご意見ということで取扱いをさせていただきたいというふうにも思っていま

す。しかし、アンケートにつきましては、無作為抽出による意見の聴取であり、パブリック

コメントにつきましても町広報紙及びホームページ等により、個人の意見を聴取したことか

ら、いずれも一方向の意見ということであります。  

 今回の、仮称ですがみんなのまちづくり委員会は広く町民の方々から生の声を聞き、まち

づくり等の参考とさせていただきたいというふうに思っています。  

 声の重みということですが、いずれにしても町民の声ということで、重い軽いはないとい

うふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 では、本当にこの委員会で候補地を検討するのか。前に言われていましたから。それと候

補地は庁舎等建設検討委員会がまだ設置されています。候補地はその委員会で揉んでもらう

のが一番いいのではないですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 仮称ですから委員会という名前になっていますが、この委員会で検討するということでは

ありません。先程から何度も言っていますように、広く町民の意見を聴取する場というふう

に考えております。以上です。  

○５番 竹内 利一君  

 検討委員会でするべきではないかということですが。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 検討委員会のご意見につきましても答申が出ておりますし、そのことについては先程来答

弁させていただいていますように尊重をしております。そういったことから先程来言ってい

ますように、検討委員会のご意見等も尊重しながら、またまちづくり委員会での生の住民の

声もお聞きし、参考にさせていただくということです。  
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○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 時間が足りませんので小学校の統廃合についてです。  

 １２月議会の質問の中で公共施設の床面積について私が質問しました。  

町長はその際、約５万㎡は小学校の床面積になっていますと。公共施設の床面積を減らす

べきと考えています。ですからまずは小学校の床面積を減らすことが鞍手町の公共施設の床

面積を大きく減らすことに繋がりますと。そういった意味で私は小学校の統合は必要だろう

と考えていますというふうに発言されました。  

教育長はこの発言を聞かれて率直にどう思われましたか。  

○議長 田中 二三輝君  

 教育長。 

○教育長 栗田 ゆかり君  

 今の質問に率直にお答えしたいと思っております。  

 私は学校というのは子ども達が自分の生き方を見つけて、次世代を担い社会の一員として

の自覚を家庭や地域と協力し、育てて行くところだというふうに考えております。  

 特に、小中学校という義務教育の９年間につきましては、子ども達の体、心、頭というこ

との、そういうものの基盤を育む大変重要な時期だというふうに考えております。そのため

の人的、物的、運営的管理を行って教育環境を整備することが私共教育委員会の役割だとい

うふうに考えております。  

 そこで、児童生徒数が減少することによる教育条件の悪化、教育課題の顕在化、不利な状

況、支障が出ることがないように教育環境の整備に今後も努めて行きたいというふうに考え

ているところです。  

 また、保護者の方々や地域の皆様が安心し、信頼される学校づくりを推進して行けるよう

に教育委員会として今後も支援して行きたいというふうに思っております。  

以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 町長は何か答弁がありますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この質問の中に議員が言われましたように、昨年の１２月議会での私の発言が引用されて

おります。 

 そこで、私の発言について補足をさせていただき、私の真意を述べさせていただきたいと
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思います。 

 議員の１２月議会の中での質問の中で、町の公共施設の延べ床面積が全国平均よりも町の

床面積がかなり多いので福祉センターを閉鎖、売却し公共施設を集約することで延べ床面積

を減らせる旨の指摘がありましたので、町の延べ床面積の状況を説明させていただき小学校

が統合すれば延べ床面積は削減されると答弁しましたが、延べ床面積を削減させるために小

学校の統合を考えているわけではなく、統合すれば結果的に延べ床面積は減少するのであっ

て、延べ床面積を減少させるための小学校の統合をするつもりはありません。  

 小学校の適正な配置についての考えは所信表明の中でも述べたとおり、現在小学校６校の

内５校が全ての学年で１学年１クラスです。  

先程もいいましたように、児童２０人以下の学級が３分２程度あり、２学年を一緒に指導

する複式学級となっている学校もあります。このような状況の中、今後鞍手町を担う子ども

達が６年間を通して安全に過ごす教育環境をどう整備するかを今後町民の皆様からご意見を

いただきながら、結果的に統合となれば延べ床面積は減少すると考えており、繰り返しにな

りますが、延べ床面積を減少させるために小学校を統合させるというような考えは毛頭あり

ませんので申し添えます。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 質問は教育長にしたのですが、申し開きみたいなのが町長から来たので町長に言います。

町長は元々の考えは、平成２９年１２月１４日の民生産業委員会の中の質問で、議案第６８

号 鞍手町総合福祉センター設置及び管理に於ける条例の一部を改正する条例。  

 これは総合福祉センターを廃止するというような時に民生産業委員会の中で小学校を統廃

合すれば床面積が減るではないかと。総合福祉センターの廃止をする議案が出た時に総合福

祉センターだけ減らしても駄目でしょう、面積少ないのだからと。 

 小学校が５万㎡ぐらいあるのですから、それを減らしたらいいではないかと委員会で言わ

れているのですよ。当時、議員の時。これはどう申し開きを。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたように、延べ床面積というような観点からの話でありまして、床面積の

ことが統廃合の全てではありません。先程も言いましたように、統合すれば床面積が減ると

いうだけの結果的な話であります。  

 先程も言いましたように小学校の統合についてはいろいろな観点から考える必要もあると

思います。特に今言われました総合福祉センターの福祉棟の件につきましても、その後閉鎖、

売却という話もありましたので、福祉センターの床面積に比べて床面積というような観点か

ら言えば、公共施設の中でも小学校の床面積が多いというようなことからそのような発言を



 55 

しています。 

 繰り返しになりますが、床面積を減らすために小学校を統合するという考えは毛頭ありま

せんので、もう一度繰り返し答弁させていただきます。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 町長はそう言われますが、この前自分が１２月に一般質問をしたときに町長が答えられた

後に自分は、はあ？と言って。小学校の人数が少なくてもみんながはつらつと勉強をしてい

るのですよというようなことを言ったのですよ。その時に何にもそういう言い返しはなかっ

たではないですか。今となって、時間が経ってそういうふうな申し開きをしたって本音は、

私が一般質問の中に書いている、このままのことを言われたのですから本音はこれではない

ですか町長、違うのですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 １２月の定例会の一般質問の議員が言われました後、私は答弁の中で小学校の統合につい

てのことにつきましては、今ご質問されている議員の方が、ご指摘があったように床面積を

減らす、統合するとの理由として挙げられた質問で質問されましたので、鞍手町の公共施設

の床面積の現状を答弁した上での小学校の例を上げさせていただきましたというふうにきち

んと、どういう質問であったから、そのことについてその観点からの答弁ということで、次

の答弁の際にはきちんと、この辺については答弁をさせていただいております。  

 そういったことから、先程言いましたようにちゃんとそのことについてはここで質問に対

しての答弁をしておりますので、繰り返しになりますが床面積を減らすことは、結果的にそ

ういうことがあろうかと思いますが、小学校の統合を床面積を減らすための統合というふう

には考えておりません。以上です。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 町長、そう言われるのであればそれでもいいのですが、実際マスコミが報道するときは美

味しいところだけ取って流すのですよ。だから町長たるものは軽々しくあんなことを言って

はいけませんよ。 

 小学校を統廃合すれば５万㎡減ると、そんなことを単純に言うとみんなびっくりしますよ。

だから町長はそういう軽い感覚で言ってはいけませんよ。これからちゃんと物事を考えて言

ってもらわないと大事しますよ。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 
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○町長 岡崎 邦博君  

 今議員からご指摘を受けました。  

答弁については慎重に答弁を今後して行きたいというふうに思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 以上で竹内利一君の質問を終了します。  

 これで全ての一般質問は終わりました。  

 この際、休会についてお諮りします。  

 明日１２日を休会としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって明日１２日を休会とすることに決定しました。  

 以上で本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれをもって散会します。  

散会１６時３６分 
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平成３１年第２回鞍手町議会定例会議事日程 
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日程第１ 議案第３号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例 
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日程第４ 議案第６号 鞍手駅関連施設の業務変更に伴う関係条例の整備に関する条例 

日程第５ 議案第７号 鞍手町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者 

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

日程第６ 議案第８号 平成３０年度鞍手町一般会計補正予算（第７号） 

日程第７ 議案第９号 平成３０年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 
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日程第11 議案第13号 平成３０年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計 

補正予算（第１号） 
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日程第14 議案第16号 平成３１年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第15 議案第17号 平成３１年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算 
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日程第17 議案第19号 平成３１年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算 
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平成３１年３月１３日（第３日） 

開議  １３時００分  

 

○議長 田中 二三輝君  

 これから本日の会議を開きます。  

 これより日程に入ります。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 日程第１ 議案第３号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

 野口美恵子君。  

○１番 野口 美恵子君  

 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例ということで、鞍手町地域福祉計画策定委

員会ということですが、その内容はどういう内容になるのか具体的に教えて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 福祉計画そのものは、今回上程するのが第２次福祉計画を行うものでございます。これに

つきましては、福祉計画は社会福祉法１０７条の規定により市町村に地域福祉計画の策定が

求められているものでございます。  

 この福祉計画というものは行政計画と言われているものでございます。以上でございます。 

○議長 田中 二三輝君  

 野口美恵子君。  

○１番 野口 美恵子君  

 それではそのメンバーですが、どういうようなメンバー構成になっているのかということ

と人数をお聞かせ下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 メンバーにつきましては、社会福祉に関わる者、高齢者福祉に関わる者、児童福祉に関わ

る者、障がい福祉に関わる者と、また町の職員等がメンバーとして想定し、委員は１５人以

内で組織することを想定しております。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 野口美恵子君。  

○１番 野口 美恵子君  

 １５人以内でするということが分かったのですが、その策定委員会の策定期間というのは

どの程度想定されているのでしょうか。  
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○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。 

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 現行は平成２８年から３２年までの５年間となっておりますので、その後の３３年からの

５年間のものでございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 いま委員の構成等をお伺いしましたけれども、具体的にはどういうふうにされるのか。 

私は思うのですが、こういった附属機関のメンバーの中に行政の職員が入るのはちょっと

おかしいのではないかというふうに思うわけです。そうしないと、第３者的なものにはなら

ないと。そこの首長なりの技巧が入って来るのは間違いないと思いますし、職員は事務局と

して関わるべきであって、委員のメンバー、採決等に加わるようなメンバーに入るべきでは

ないというふうに思うわけです。その点についてお伺いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 先程申し上げました設置要綱は案でございまして、おっしゃるとおり職員が直接その中に

入って担当の者が意見を左右しないような形の職員であればよろしいでしょうが、おっしゃ

るようなことを想定されるのであれば検討して行きたいと思います。以上でございます。 

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 意見を左右しない職員というのがあり得るのでしょうか。私はちょっと考えられませんが。

職員というのは町長の意向に従って行動するというのが公務員でもあると思いますが、その

点についてもう一度お願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 今後の附属機関の在り方については以前からもそういうご指摘がありました。そういった

意味から行政職員についてこういった附属機関の中での委員として適当なのかどうかという

ことについては今後議論も必要でありますし内部で協議も進めることとなりますが、議員が

ご指摘の件について、ごもっともなこともありますので、今後についてはそういう方向で検

討して行きたいというふうに思います。  

○議長 田中 二三輝君  
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 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 今後についてはということですが、今回の策定委員会についてはどうされるのかと、計画

ですからそこまでいろいろ採決がどうのこうのというのはあまりないとは思うのですが、例

えば以前ありました保育所の民営化等々の中に職員が居られて、どこの業者に決めるのかと

か、いろいろなところで、そこで職員が一人でも採決に関わるというようなことは決してな

いように考えていただきたいということで、今回はどうするのかも含めてお答え下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 保育所の民営化の時にも私は委員として入っていました。同じような考えを持つ時もあり

ましたので、今回のこの地域福祉計画につきましては、職員の委員ということはないように

したいというふうに考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 重複する部分があるかも分かりませんが、先程課長が言われました平成２８年３月に市町

村地域福祉計画と地域福祉活動計画、これを一体とした鞍手町地域福祉総合計画というのが

策定されております。これは平成３２年度までとなっておりますが、今回、附属機関を設置

して見直そうとされておりますが、この計画の中では平成３２年度に見直しと書いてあった

のですが、１年早めて附属機関設置して検討されるということでいいでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 １年早めるというのは、今回地域福祉計画そのものは町では高齢者と障がい者と子どもの

子育てに関する計画が策定をされています。今後この地域福祉計画に盛り込むことで、今の

３つの計画の上位計画として位置づけて行くことが求められております。尚且つ高齢者の保

険福祉計画が平成３２年度までです。障がい者福祉計画、障がい者計画が同様に３２年度末

となっています。この３つの計画と共にこの福祉計画が策定されると４つの計画を策定しな

ければならないこととなっています。  

 先程申しましたこの３つの計画の上位計画と総合計画の下に来る地域福祉計画につきまし

ては早期に着手してこの３つの計画の整合性をとりたいと考えておりますので、今回条例の

一部改正を求めているところでございます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 熊井照明君。 
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○６番 熊井 照明君  

 この２８年度に作成された計画は、この中には住民代表、関係機関、鞍手町学識経験者等

で構成されている社会福祉協議会が事務局となって、主となって作成されておりますが、今

回附属機関として設置される理由、社会福祉協議会が作成するのではなくて附属機関として

設置される理由を教えていただきたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 先程申しましたとおり、２８年度に地域福祉計画と地域活動計画が連携して一体となった

もので地域福祉総合計画として現在は策定して５年間となっております。  

 ただ３２年度で期限を迎えるに当たって社会福祉協議会と協議を行い、本来の形といたし

まして地域福祉計画は行政計画でございまして、尚且つ地域福祉活動計画は民間計画である

ということで別々に策定するという結論に至りました。この結論に至るまでには先程申しま

した３つの高齢者、障がい者、子どもの子育てに係る計画の上位計画にあたるということで、

社会福祉協議会と合意して別々に策定の方向でということで今回条例を一部改正するもので

ございます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第３号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第３号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に､日程第２ 議案第４号 鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第４号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第４号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に､日程第３ 議案第５号 鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
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準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 今回の改正によって何がどう変わるのか、現状も含めて教えていただきたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

今回の改正内容につきましては、後ろの新旧対照表をご覧下さい。  

１０条の第３項の第５項において、かっこ書きの部分でございますが、当該学科又は当該

課程を収めて同法の規定による専門職大学の全期課程を終了した者を含むとのかっこ書きが

付加されておるものでございます。  

これにつきましては、学校教育法の一部の改正に伴いまして専門性が求められる職業を担

うための実践的且つ応用的な能力を育成することを展開することを目的として新たな高等教

育機関として専門職大学及び専門職短期大学の制度が設けられまして、平成３１年４月から

開学されることとなっております。これに伴いまして、放課後児童健全育成設備及び運営に

関する奨励がかっこ書きのとおりに改正をされました。それに基づいて本条例においても同

様に改正するものでございます。  

 これにつきましては、まだ卒業生が出ておりませんので卒業生が出てからの影響があると

考えているものでございます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 そういう方が増えると言いますか、範囲が広がるということでいいのですか。  

 今から春休み、夏休み等も迎えて学童保育の子ども達もその期間は特に増えて来る時期で

もあると思うのですが、そういったものを含めて広く専門性のある方を臨時等なりで雇用す

るということもあり得るのかどうか、その部分について教えて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 おっしゃるとおり卒業なさって資格があれば雇用することは可能だと思います。そういっ

た方々がこういった学童の方に目を向けられることが学童にとっても良いことだと考えてお

ります。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第５号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって議案第５号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。 

次に､日程第４ 議案第６号 鞍手駅関連施設の業務変更に伴う関係条例の整備に関する

条例を議題とします。 

質疑はありませんか。  

宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 今回業務が改正されたということで、鞍手駅の無人駅化に伴う業務の内容の改正だという

ふうに思いますが、詳しく教えていただきたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 お答えいたします。  

 本議案は鞍手駅関連施設の指定管理者の指定及び契約の更新に伴いまして鞍手駅関連施設

設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する必要が生じましたことと、その改正に伴い

まして鞍手町行政財産使用料条例の一部を改正する必要が生じたことからのご提案でござい

ます。 

 今回、今月末を持ちまして平成２６年度から５年間の指定管理期間が満了いたしますけれ

ども、平成３１年度以降の指定管理について引き続きＪＲ九州と指定管理契約を行うように

事務を進めてまいりましたが、ＪＲ九州側から鞍手駅関連施設設備及び管理運営に関する現

在の条例の第２条の２の第１号に規定しております乗車券販売に関する業務 第２号に規定

している不足運賃回収に関する業務及び第３号に規定しております自動改札機、自動券売機

等の維持管理に関します業務につきましては、旅客鉄道法に則って国の方から許可を得てい

るＪＲ九州側の行うべき本来の業務であるということでＪＲ九州側の方からその申し出があ

りまして、このことについてＪＲ九州側と協議した結果、この条項は本来鞍手町の業務では

ない、ＪＲ九州側の業務であるということで、この規定をこの条例から外させていただくと

いうことになっています。  

 そして、これに伴いまして行政財産である鞍手駅におきまして民間企業でありますＪＲ九

州が乗車券販売に関する事務、業務等を行うこととなりますが、その仕様については公共交

通機関としての公益性があるということから、その公益性を認めまして減免対象とするため

本町の行政財産使用料の第５条に特例規定として第４号を新たに追加してこの業務を行うと

いうような改正になっております。以上です。  
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○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

その中に第５条のところの１号中、国又は地方公共団体その他公共団体を国、地方公共団

体その他公共団体又は公共的団体に改めるとありますが、公共的団体というのは具体的には

どういうものを考えているのでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 まず、この文言の整理につきましては、国が示しています条例の準則に従いましてこの内

容を変更しているところでございます。この公共的団体につきましては。  

○議長 田中 二三輝君  

 確認のためしばらく休憩します。  

休憩１３時２１分  

再開１３時２２分  

○議長 田中 二三輝君  

 会議を再開します。  

 先程の答弁を求めます。  

○総務課長 三戸 公則君  

 この公共的団体につきましては、想定されるのが社会福祉協議会のような団体でございま

す。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第６号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第６号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に､日程第５ 議案第７号 鞍手町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  
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 これは先程の学童の方と同じようなことなんでしょうか。学校教育法の改正に伴ってのこ

とで、この資格基準に関する文句が少し広がったということでしょうか。確認の意味で質問

します。 

○議長 田中 二三輝君  

 上下水道課長。  

○上下水道課長 原 敏勝君  

 お答えいたします。  

 学校教育法の一部改正を受けまして、水道法施行令第４条第１項に定める水道の布設工事

管理者及び同令第６条第１項に定める水道技術管理者の資格要件につきまして、専門職大学

の全期課程終了者を追加する改正がなされました。  

 地方公共団体である水道事業者は水道法施行令で定める資格を参酌して条例で布設工事管

理者及び水道技術管理者を定めることとされておりますので、当該条例について政令の改正

と同様に専門職大学の全期課程終了者に関する文言を追加して規定整備を行っております。  

 平成３１年度より実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関として専門職大学、専門職

短期大学、専門職学課等というものが創設されております。  

 文部科学省では、専門職大学２校、専門職短期大学１校につきまして平成３１年４月から

開校の認可を出されております。  

 水道技術管理者等につきましては規制が緩和されたもので、より選任しやすくなったとい

うことで解釈しております。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第７号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第７号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に､日程第６ 議案第８号 平成３０年度鞍手町一般会計補正予算（第７号）を議題とし

ます。 

 まず歳出より質疑をお受けします。  

 補正予算に関する説明書の２４頁をお開き下さい。  

 ２款 総務費について、２４頁から３１頁まで質疑ありませんか。  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 ２９頁の総務費の戸籍住民基本台帳費の中に、１９のところですが、負担金補助及び交付
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金、直鞍地区自衛官募集連絡協議会負担金とありますが、これは補正ですから既に執行され

たということですか。お尋ねいたします。  

○議長 田中 二三輝君  

 税務住民課長。  

○税務住民課長 梶栗 恭輔君  

 お答えいたします。  

 負担金につきましては、当初予算３，０００円で組んでおりましたが、この直鞍地区の連

絡協議会からの負担金の請求が１，０００円で済みましたので２，０００円減額するもので

ございます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 自衛官の募集のことにつきましては先般国会でも論議になっています。募集の負担金だけ

でなくて具体的取り組まれたということですかね。  

○議長 田中 二三輝君  

 税務住民課長。  

○税務住民課長 梶栗 恭輔君  

 自衛官募集につきましては、例年ここを管轄しています飯塚駐屯地の方から役場税務住民

課の方にポスター掲示等の依頼、それから自衛官募集のくらて広報への掲載等の依頼があっ

ていますので随時募集の周知はかけさせていただいております。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 具体的に対象者名簿を自衛隊に渡したとかいうことはないわけですね。  

○議長 田中 二三輝君  

 税務住民課長。  

○税務住民課長 梶栗 恭輔君  

 そういう対象者の名簿を渡すということはございません。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 次に進みます。  

 ３款 民生費及び４款 衛生費について、３０頁から３９頁まで質疑はありませんか。  

 次に進みます。  

 ６款 農林水産業費から８款 土木費について、３８頁から４３頁まで質疑はありません

か。 

 次に進みます。  
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 ９款 消防費から１１款 災害復旧費について、４２頁から５１頁まで質疑はありません

か。 

 これで歳出を終わります。  

 次に､歳入に入ります。  

 １２頁をお開き下さい。  

 歳入は一括して質疑をお受けします。  

 １２頁から２３頁まで質疑はありませんか。  

 これで歳入を終わります。  

 それでは歳入歳出全般について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第８号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第８号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に､日程第７ 議案第９号 平成３０年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第９号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第９号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に､日程第８ 議案第１０号 平成３０年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第１０号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１０号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 
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 次に､日程第９ 議案第１１号 平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第１１号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１１号は総務文教委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１０ 議案第１２号 平成３０年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第１２号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１２号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１１ 議案第１３号 平成３０年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持

管理運営費特別会計補正予算（第１号）を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第１３号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１３号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１２ 議案第１４号 平成３０年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）を

議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第１４号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
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 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１４号は総務文教委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１３ 議案第１５号 平成３１年度鞍手町一般会計予算を議題とします。  

 まず歳出より質疑をお受けします。  

 予算に関する説明書の６０頁をお開き下さい。  

 １款 議会費及び２款 総務費について、６０頁から１２１頁まで質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 ７５頁 政策推進課財政係のところで、分かりやすい予算説明書発行費というふうにあり

ますが、いつ頃全戸に配布するのかとか、どういう中身でやられるのか、ぜひこういうもの

を作るのでしたら分かりやすい予算書案を作って欲しいと思いますが、それも含めて教えて

下さい。 

○議長 田中 二三輝君  

 政策推進課長。  

○政策推進課長 藤原 光徳君  

 分かりやすい予算書案というのはまだ作っていないのですが、今こちらの方で考えていま

すのは、この予算書を見てもらったら分かると思いますが、右側の説明欄のところに丸で囲

んでいる、ここで言えば分かりやすい予算説明書発行費というのが事業名なんですが、この

事業が約２７０事業、一般会計であります。その中を事業別に分かりやすく金額と写真入れ

たりしながら住民の方に分かりやすく、それは町長が選挙の時に公約で挙げられていました

ので、それを実行するというものなのですが、今のところ印刷製本費で上げています予算と

いうのは約１２８頁程度、そんなに実際にはないと思いますがマックスで今のところ考えて

います。それでこの金額を上げております。そして発行部数は約広報と同じ５，８００部程

度を考えております。  

いつ頃ということですが、大体目処としましては６月中に各世帯に配付できるように考え

ております。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 町民の皆さんが、町の予算がどういうふうに使われているのかというものがもっと分かる

ようなものにしたいという町長の思いでのものだと思いますので、私はこれについては賛成

したいと思いますが、後、見ても分からないというか、質問したい人も居られると思います。

議員もそれを説明したりとかというのをしないといけないと思いますが、大規模な説明会と

か、何か疑問に答える場とかというところ、そういうことは考えていないでしょうか。  
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○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 予算についての具体的な説明をする場とかは今のところは考えておりませんが、近いうち

に今のご意見も尊重しながら、また内部で協議をしながら、ある意味住民の方達に行政がど

のような形で、どのような予算を、どのように使っているかというようなことを説明する場

も必要になることもあると思います。そういったことも含めて、やはり行政と住民と議会の

方々が一体となってまちづくりを進めて行くというようなことから、この分かりやすい予算

の説明書というものを作っています。  

 これは、まず住民の方達に行政の予算の使い道を知っていただくという第一歩にしたいと

いうふうに考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 ９９頁の２款 １項の老朽化危険家屋等解体補助金ですが、これは２５０万円ほど上がっ

ています。補助の割合とかはどういうふうな棟数を考えているのか具体的にお願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 この老朽化危険家屋等解体補助金につきましては、空き家等対策推進法に関する特別措置

法の第２条 第１項に規定する空き家等で、当該空き家が倒壊しまたは建築材等が落下し、

若しくは飛散する、そのことによって人の生命、身体、又は財産に被害が及ぼすような家屋

について、この解体する場合にその解体費の事業費の２分の１を上限５０万円まで補助する

という内容になっております。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 ２分１の５０万円ということですが、これは棟数とかというような具体的なものは。 

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 当初では５件分を計上ということで２５０万円計上させていただいております。以上です。 

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  
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 ５件というのはちょっと少ないと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 まだ今回の制度導入は新年度からという形になっております。これの状況で今後対応は考

えていきたいというふうに考えています。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 西藤典子君。 

○８番 西藤 典子君  

 ７９頁、新電力ＥＳＰ業務委託料というのがあります。これにつきまして具体的に説明を

お願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 この新電力ＥＳＰ業務委託につきましては、まずＥＳＰはエネルギーサービスプロバイダ

ーの略でございまして、最適な電力の調達や効率的な省エネの手法などの業務を委託するこ

とで、今回業務委託をすることで、毎年度小売り電気事業者に関する調査や、最も効率的な

電気事業者の選定、あるいは従来の電気事業者との効率の比較などを行っていくという委託

料になっています。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 ８９頁、一般質問でも出ていましたが、みんなのまちづくり委員会費の報償費、アドバイ

ザー報償費について説明をお願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 政策推進課長。  

○政策推進課長 藤原 光徳君  

 現段階では誰というのは決まっておりませんが、委員会のテーマ等に伴い大学教授等の学

識経験者や専門家に選任してアドバイスをいただきたいと考えております。  

以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 ということは専門家でもいろいろなケースがあると思うのですが、専門家の人は何人ぐら
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い予定しているのですか。  

 昨日、一般質問の中で町長がいろいろなケースによって提案するというような話をしてい

ましたから、アドバイザーの方もそういう専門の方、専門の方が呼ばれると思うのですが、

何人予定しているのか。この１１万円の中に。  

○議長 田中 二三輝君  

 政策推進課長。  

○政策推進課長 藤原 光徳君  

 １回の会議では一人を予定しております。そして５回分の会議を考えております。  

以上です。 

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 まず、先程の７５頁、分かりやすい予算書説明の発行です。先程も質問されましたが１２

８頁の本を全戸配付してどれぐらいの方が中身を見られると思いますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も答弁がありましたように、１２８頁になるかどうかというのはまだはっきりしてい

ません。ただ、これを発行しようという主旨は先程も言いましたように、住民の方々に町の

予算がどのように使われているかを知っていただく一つのきっかけにしたいと思いますし、

それにはやはり分かりやすくないといけないというのが前提として、イラスト、又は写真等

によって、どこの所にどういう予算が掛かって、どういうふうに使われているのか、またど

ういうような事業に使われているのかということをまず知っていただくということで、こち

らから提供しようというものです。  

 配られたものにつきまして、私としては全員が見ていただきたいというふうに思っていま

すが、配られた方にこちらから強制的に見て下さいということもできませんので、後は受け

取った方がどのようにされるかというのは、受け取られた方のご意思だというふうに思いま

す。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 受け取った方のご意思でしょうけれども１８０万円という予算ですね。予算が足りない、

少ないからできない、いくらでもそういうことがあります。  

 議会だよりも当初予算のことが分かりやすく出しています。本当に詳しく知りたい人が居

られるのでしたら、というよりも３０頁が限度ではないかな、皆さんが見るとしたら。それ



 16 

でも見ない人は見ないのでしょうが、１２８頁は予定でしょうけれども１８０万円使ってど

れぐらいの効果があるかという費用対効果も考えた上でやっていただかないと。することは

良いのです。悪いとは言いません。ですがお金がない、予算がないと言われているのですか

らそこに１８０万円注ぎ込むのでしたら他のことをしたらという人も居るかも知れませんの

で、もうちょっと検討していただきたいと私は思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 これは鞍手町にとっては初めての事業になります。そういったことから、見る方、見ない

方を選んで配るというふうなことにはできません。まず、町の全戸に配布をさせていただい

て、その後、２回、３回、４回とこれを配布することで町民の皆様からこれはもううちはい

らないというような声が上がったり、無駄じゃないかというような声が上がればその都度発

行部数については検討していきたいというふうに思っていますが、まずは町民の皆さんに鞍

手町の行政がどのように予算を編成し、どのように使われているかということを知っていた

だくことで住民の方に関心を持っていただく、そして町政自体にも関心を持っていただく大

きな一つのきっかけにしたいというふうに考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 言われていることは分からないことはないのです。いませっかく言われたのですから、そ

の冊子を作った時に中にアンケートか何かを入れて、今後いるかいらないかというものも一

緒にして配られたらいいと思います。その辺はどうでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 まだこれは、先程も言いましたように初めての取り組みでもありますので、先程も答弁し

ましたとおり、まずは２回、３回をして見た後に住民の方達がうちはいらないよというよう

なこともあるかも知れません。その時はやはりアンケートを採ってみるということも一つの

手段かなというふうには考えています。 

 しかしながら、まずはこの初めての試みとしてするときにいきなりアンケートを入れて、

いるかいらないかを問うことは、私は控えたいというふうに思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 ８９頁、先程も出ましたが、みんなのまちづくり委員会、自分も一般質問をさせていただ

いたのですが、庁舎の件、庁舎の場所、小学校統合とかそういうものも揉んでもらうという
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ふうに言われていましたね、この委員会は。 

 例えば、小学校の統廃合、これは統廃合したらいいですか、どうですかというだけでなく、

当然場所をここにというのも出て来ると思います。  

町長はそれをどういう出し方をされるかを考えられていると思いますが、みんなのまちづ

くり委員会に小学校統合はどうですかと投げかけて、場所はこういうところを考えています

がというところまで突っ込んでされるのかどうかというのが１点。  

 庁舎もまちづくり委員会で場所等を揉んでもらうという話なのか、まっさらな状態でどこ

がいいですかと聞くのか、何箇所か候補を挙げてどうですかと聞くのか、その辺で全然話し

合いの的とかが変わって来ると思うのですが、そういうところはどう考えられていますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 まず小学校の統廃合のことですが、中学校の統合の際の検討委員会の中で学識経験者とい

うことで福教大学の先生も来ていただきながら統合を進めて行きました。その中で第２回の

際に全て場所はここですよというような形での議論の進め方だったように記憶しております。 

 そういったことで、場所がそこで決まっているのなら私がここに入っていろいろと議論す

る必要もないんじゃないかというようなことで学識経験者の先生が言われたような議事録が

あるというふうに私は記憶をしております。 

 そういった意味から、今度小学校の統廃合についてはまず小学校の子どもさん達、児童達

がどういう学校に行きたいのか、理想的な小学校はどういうものなのか、そういったものを

前提として、仮称ですがまちづくり委員会の中で議論をしていただくと、そして子ども達が

行きたい理想的な小学校をまずこういうものではないかというものを作った上で、じゃあそ

の小学校がどこにあったらいいのか、何校あったらいいのか、そういうような適正な配置も

含めて議論をしていただきたいというふうに考えています。  

 ですから、まずは場所ありきというようなことよりも、どういう小学校に子どもさん達を

通わせたいか、そういったものから議論は始めていただきたいというふうに考えています。  

 庁舎については、当然一般質問の中でも答弁をしたように、今ある基本計画については、

私は尊重しております。ですからその基本計画自体はそこが一つのベースになるというふう

に考えています。その基本計画のベースに乗った上で住民の方達に意見を聴取したいという

ことです。それを私は参考にさせていただくということです。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 基本計画を尊重しており、それがベースになるということは、まちづくり委員会の中でも

今の候補地でどうですかという話になるのではないかなというふうな雰囲気でとりましたが、

今はあそこが今の予定地ということで考えていていいのかなと思い受け取りました。  



 18 

 町長、もし小学校でも庁舎でも場所を変えようという話があるのであったら言っておきま

すが、鞍手北中学校は下に坑道が入っているのです。陥没したりしている。そういうところ

には小学校は持って行かない方がいいと私は思います。危険ですから、大事な子どもが陥没

した穴に落ちたとかにならないように、あのような場所には持って行かない方がいいのでは

ないかなと。 

 病院は下が燃えていますから、あんなところに庁舎を持って行くというのはない。当然そ

んなことはされないと思うのですが、まちづくり委員会の中でそういう候補が上がった場合、

そこは無理ですよと言えるような、前置きのことができるように職員の方に調査させたらど

うですか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 いま特定の場所の中でのご質問です。特定の場所については、今私自身は考えていること

はありませんが、先程も言いましたように基本計画をベースにして、まずベースがないと町

民の皆さんはどこからどのように発言をしていいかということもあるでしょう。ですから、

それがベースになってまちづくり委員会については、町民の皆さんの意見を聞きたいという

ふうに思っています。  

 先程来から何度も言っていますように、私自身は住民主体のまちづくりをしたいというこ

とから先程ありましたような分かりやすい説明書を作ったり、行政と住民の距離を縮めよう

ということで考えています。ですから、まちづくり委員会の中でベースとなったものが町民

の人達に受け入れられていて、町民の人達の意見の大部分がその基本計画どおりでいいでは

ないかと。又は場所、基本計画の変更、見直しがあるとしても場所はあそこでいいではない

かということが多くの意見であれば、私はもちろんそれを参考にさせていただきながら考え

ることにはなりますが、多くの意見を無視してまで私は場所を変えるということができる筈

がないのです。実際問題。尊重しているということから言えばですよ。そういうことも踏ま

えて私はずっと尊重しているというふうなことを言っているのですが、どうもなかなかその

辺がご理解をいただけていないというふうに思います。  

 ですからまちづくり委員会の中での皆さんの生の声を聞きたいと。それは検討委員会の中

で、一般質問の中でもお答えしましたが、まず１回目に推進本部案ということで役場とくら

て病院の一体となった野球場での案が示されました。  

 ２回目で一時答申として、それが概ね妥当だということになりました。それを受けてアン

ケートを採っているのですが、実は野球場のところには庁舎は建たないということで見直し

案が出て来ています。その見直し案が出る前にアンケートはとられているわけです。  

 結局のところ住民の皆さんの意見を聞く場というのは一つもないまま基本計画ができてい

ます。私としては一度住民の皆さんの生の声を聞きたいということでまちづくり委員会とい

う、これも住民と行政と生の声を聞く機会として設置をし、これからのまちづくりに生かし
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て行きたいということからこの予算を計上しています。  

 名前についてはいろいろと議論もありますので、当然これを変更するということも考えて

おります。そういったことから、まずは住民の皆さんに本当にどういうふうに思っているの

かというのを聞く、これが役場の庁舎という住民の皆様のための庁舎ですから、住民の皆様

のための庁舎に住民の皆様から一度も意見を聞かずに進もうとしています。ですから一度住

民の皆さんに意見を聞かせてほしいというのが私の考えです。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 とくとくと語っていただきありがとうございました。  

一般質問の中でもあったのですが、懇談会とか説明会のようなものという話がありました。

まちづくり委員会をわざわざ作らなくたって説明会を開けばいいということではないかなと。

その都度庁舎の件、小学校の件とか言って説明会というか懇談会、そういうものでいいので

はないですか。わざわざこういうふうな予算までのせてそういうまちづくり委員会をしなく

てもと私は思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 説明会と公聴会のようなものということでまちづくり委員会は考えておりますが、説明会

というのははっきりこういったものだということで行政側からのある意味一方的な情報なん

ですね。公聴会というのはそういうベースがあった中で、皆さんの意見を聞きたいというス

タンスです。 

 ですから、質問とか何とかに答えるというよりも、皆さんがどういう考えをしているかと

いうのを聞く場なんです。ですから、そういう場の中でやはり場所はあそこでいいじゃない

かというようなことになれば、当然私の単独の意見で、皆さんがそういうふうに考えている

のを覆すというようなことは到底常識的には不可能じゃないですか。  

それが私が言っているのと真反対のこと、ある意味前町長からすればそういうこともあっ

てかなり強引な手法がありましたけれども、私はそういう手法を取りたくないがために今あ

ったような説明書を作ったりだとか、まちづくり委員会を作ったりだとか、そういうことで

何とか住民の人達に行政のことを知ってもらい、ある意味住民の方達に参加してもらいたい

のです。 

いま、ともすれば住民の方達にそういった町政に対する感心が薄くなっています。そうい

ったのは鞍手町にとっては大きなマイナスなんですよ。今議会の選挙もありますし、いろい

ろなことでそういう話題になっています。しかし鞍手町もご多分に漏れず町政に対する住民

の感心が非常に薄くなっています。そういったのを何とか変えて行きたいと。そして住民と

一緒に行政を進めないとこれから先、行政と議会だけでもまちづくりはできないですよ。住
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民の参加がなければこれからの鞍手町の未来はなかなか厳しいものになるのではないかとい

うふうに考えています。  

そういった意味から、まちづくり委員会で住民の方達の生の声を聞きたい、そういう思い

で予算計上はしています。  

○議長 田中 二三輝君  

 久保田正之君。  

○１１番 久保田 正之君  

 ８９頁のみんなのまちづくり委員会についてお尋ねいたします。  

 町長は１１日の予算質疑の中で本件について町民の意見を聞くと再三こればっかりです。

公聴会みたいな。  

今、議員の質問の中で、この中のアドバイザーの中で専門的な方の意見も聞くと。大学教

授とか専門家とか、町民の声が、その人達が入ったら声が聴けますか。プロ集団が町民の声

が尊重される意見は出ないですよ。これはこうしますと何事においても町長の諮問機関では

ないですか。違いますか。  

そういうことを純粋に町民の声を聴くというなら、そういう専門家ではなく本当に町民の

方々だけの声を聴いて町長はどうまとめるかです。  

専門家に聴いたら町民が発言するような意見にならないですよ。いろいろな条件の中で専

門的に協議される。それを尊重したら町長の諮問機関ではないですか。はっきり諮問すれば

いいではないですか。  

お金を出して大学教授とか専門の人を呼んだらいい意見を専門的に発言しますよ。町民の

意見も踏まえての意見を発言されたら町民の意見は尊重されないですよ。公聴会が生かされ

ないですよ、違うところに行ってしまう。専門的に。そうしたならばこのまちづくり、名称

はこういうことですが純粋に諮問機関ですよ。  

そして諮問機関も町長が描いたものを作り上げて出て来る、それは悪いことではないと思

いますが、あまりにも専門的に、折角のまちづくりで町民の声を再三町長は声を聴くと言わ

れていますが、それが生かされないような委員会じゃないかなと心配するわけです。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 この報償費についても今ちょっと誤解をされているところがあると思います。というのは、

先程も答弁にありましたように、１回のまちづくり委員会の中でお一人の専門の方をお呼び

するようになっています。そのテーマについてというか、むしろまちづくり委員会の進め方、

ようするに司会みたいなことをお願いして、ファシリテーターというか、なかなかやはり議

論の進行の仕方等が上手く行かないというようなことも考えられますので、上手に進行して

いただこうというような方を考えています。  

 質問があったりとかいうようなことがあればお答えすることがあるとは思いますが、いず
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れにしてもその会議をどのように意見を上手に住民の方達の意見を引き出せるか、そういう

ふうなところを重点にその方にお願いをしようと思っておりますので、その方が専門的な知

識で住民の方にずっと話をしていくとか、説明をしていくとか、そういうふうなことでここ

に報償費として上げているわけではありません。ですからあくまでもまちづくり委員会の中

で進め方に携わってもらうというような方で、一つの会議にお一人を入れるということです。

ですから報償費も５回分、５人分となっていますが１回の会議にお一人は入っていただくと

いうことです。  

○議長 田中 二三輝君  

 久保田正之君。  

○１１番 久保田 正之君  

 町長はそういう専門的な方の知識を借りてこの会議を進めて行く、どうして庁舎の中に管

理職が沢山いるのに、優秀な方が居るのにその人達の進め方を協議すればいいではないです

か。みんな職員が管理職も専門的な人もいるでしょう。それを町長の思いとするところの明

るい何とかの会、これを進めるにおいては管理職が居るではないですか。その人達に真剣に

どうしたらいいかという形をみんなで協議して町民の意見、それから公聴会で出た意見を素

直に、専門家を呼ばなくていいではないですか。どうしてそんなことをやるのですか。  

もう少し課長等を信用して、町長一人で協議しているのではないですか。まちづくり委員

会というのは。職員は手間取っているのではないですか、違いますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたように、お一人入っていただく方は会を進めるための方であって、いろ

いろなひょっとすれば町民の方からご質問があるかも知れませんので、一般質問の中でもお

答えしたようにその担当課の課長さんにも同席をしていただくということはあります。ただ

ほとんどそういったこちらからの情報を提供するというよりも、住民の皆様の意見を聞きた

いというようなことが主たるものですから、もしもそういう質問があってもお答えできるよ

うにはしたいということで、職員の方達にも準備はしていただいて、そこの会に同席すると

いうことは考えております。  

 何度も言いますが、その会の専門の一人の意見に左右されて、その意見で全てを決めよう

とかそういうようなことで専門の方を入れるということではありません。  

 例えば、庁舎の問題にしてもそうですし、小学校の統合にしてもそうですし、又住民の皆

さんからこういったことについても住民の意見をみんなで聞いてみようというようなことが

あればそういったことも考えて、住民からのテーマについてもこの中でいろいろと皆さんの

意見を聞く、そういう場にしたいというふうに思っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 久保田正之君。  
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○１１番 久保田 正之君  

 だから町長は同じことを答弁されております。私の気持ちはせっかくこれがこういう方の

目的で進められる。庁舎の中でなぜ研究されないのですか。管理職は優秀な方が居られて管

理職各課があって、町長の意向を確認していなかったら、これは町長の先程言う専門的な諮

問機関にお尋ねしようと。そして回答をいただいてこうなったぞと、そういう形に作り上げ

る方向にしかならないのではないですか。  

 もう少し庁舎一体となってするのならいいが、そういうものは見えない。優秀な庁舎の管

理職の意見も聞かなくて町民の方々が意見を出せますか。出ないですよ。  

 庁舎で長いこと所管をされて来た方の方が詳しく知っていますよ。町民は漠然として回答

されるかも知れないが、もう少し職員を信用してそこら辺りをまじめに職員の力を借りると

いう形から私は出発すべきではないかなと。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 私は職員を信用もしていますし信頼もしています。非常に頼っているところがあります。  

 もちろん、私は内部から町長になったわけでもありませんし、議員はしていましたが外部

から入ったものですから、行政の中身についてははっきり言って素人です。そういった意味

から、職員の人は本当に信用もしていますし頼りにしています。  

 しかし今まで、ともすれば行政主導で全てが行政の中で決まっていたと。住民の中に全然

それが下りてこないということが私は住民の方達がどうしても行政との距離を感じていたの

ではないかというふうに感じていました。ですから、私は住民のための、住民本位のまちづ

くりをしたいということから、もちろん行政の中でできたものはできたものなんですよ。だ

けど、これについては一度も住民の方達の生の声を聴いたところがないのです。  

これから先の、例えば小学校の統合にしてもそうなんです。いっぺん生の声を聴く機会と

いうのが行政と住民の距離を縮めることになるのではないかということで、これが鞍手町の

これからのまちづくりには必要なことだというふうに思っています。  

先程から言われているように、私は職員の人達は本当に信用もしていますし信頼も寄せて

いますので、そのことはご理解いただきたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 庁舎のこととかまちづくり委員会に関していろいろ意見が出ていますので、私も一言言わ

せていただきたいと思います。  

 みんなのまちづくり委員会費、町長の気持ちは私はよく分かります。住民の人の生の声を

聴きたい、それを聴くためにまちづくり委員会を要綱で設置すると言われました。それをす

るなら要綱でなくて条例で設置して下さい。要綱で設置して各何十人集まられるか知りませ
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んが、皆さんの意見を聴く、それはもうバラバラになると思います。こちらは良い、こちら

は悪い、どこかで取りまとめないとどうしようもないですよ。  

自分の意見は言ったけど、これは反映されなかった、次は言っても駄目だから誰が行くか、

こんなふうになると思いますよ。  

だからそれでするなら、まちづくり委員会、条例で附属機関として設定して下さいよ。そ

して何十人になるか分かりませんけれども報酬とか費用弁償をその中から払って下さいよ。

別に何にもそれに掛けるお金は惜しくはないと思いますよ。  

これからの鞍手町をみんなの意見を聞いて作って行こうと。そこに条例で設定したまちづ

くり委員会の中で町長がこの件についてはどうですか、委員さんが集まって。こうならこう

でいいですよ。その中からいろいろな意見を出してもらって、答申をしてもらって最終的に

判断するのは町長ですよ。町長が最終的に判断するのですよ。  

意見をみんなで出して、要綱ではできませんよ。これ。町長、そこのところ分かっていま

すよね。何でこれ条例で附属機関として設置しないのですか、みんな混乱しますよ。  

報酬と費用弁償も条例で上げてして下さいよ。町長が本当に住民の生の声を聴きたいと言

われるのであれば。もしこのまま要綱ですると言われるのであれば、町長自らが行政区の各

公民館に入って行って、直接生の声を聴いて下さいよ。  

過去にそうしたことはありますよ、私が職員の時に。そういう方法を取って下さいよ、要

綱で上げるのであれば。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 過去に、柴田町長の時に各区４２区入って、そういったことがあったということは私も承

知をしております。  

 今回、要綱で上げたということですが、条例にすれば当然附属機関というようなことにも

なりますし諮問ということにもなります。そこで最終的に答申をいただくというようなこと

になるわけですね。要するに私の諮問ということ自体を、私は本当にそれが必要なのかとい

うことで、それはこちら側からこういうことについて発言をして下さいということになるの

で、まずは要綱で定めて皆さんの意見を聴くというようなことにしたいと。それがある意味

住民の方達にタガをはめなくて、自由な意見を聴けるという場だというふうにも考えます。  

 他市町では、ある意味１００人委員会だとか、そういったことにすれば要綱で定めている

ところも多くありますし無報酬でしているところもあります。そういった町民の意見を聴取

する場として、そういうように要綱を定めて開催しているところもありますので、今回初め

ての試みでもありますので、私は今回こういうような形で要綱で定めて皆さんの意見を聴取

したいというふうに思っています。 

 ただ、いろいろな、バラバラな意見が最終的にまとまらないのではないかというようなご

懸念があるということです。そういったことから先程も述べましたように、そこに１人ファ
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シリテーターというような形の司会をしていただく方に入っていただいて、それを住民の皆

さんの意見をある意味何とか一つの形にしていただいて、そしてそれが先程も言いましたよ

うに基本計画の意思でいいのではないかというようなことになれば、私は当然その意見を参

考にさせていただいて、それを私が勝手に変えることはできませんから尊重していくという

ことに当然なっていきます。  

 ですから、意見としてはいろいろな意見があるというのはもちろん、当然そこで言われて

いる方もあります。わかると思います。だけど、私は１回で意見を言い足らない方も出て来

るでしょう。そういった時にはもう一度２回なり会議を開いた中である一定の方向で私は終

息するのではないかなというふうに思っています。一度聴いただけなら聴きっぱなしになり

ますが、それが２回、３回と、ひょっとすれば意見の言い足りない方達が出た中で開催して

行けばある意味、私はある一定の方向に終息して行くことは可能ではないかなというふうに

思っていますので、まずは皆さんの意見を聞いて私はしたいということです。  

 ですから、要綱でまずは定めて今回提案をさせていただきます。今回提案をさせていただ

いた中で、議員がご懸念のとおりというようなことになれば、またそこは私自身考えて行き

たいというふうに思っています。  

○議長 田中 二三輝君  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 要綱で定めるということは、これは私的諮問機関にしかならないのですよ。町長の私的な

諮問機関ですね。そしていろいろな意見を聞くことは私は賛成ですが、ただ言わせてもらい

ますが、くらて病院もそうでした。見直す、それは最終的には財政状況は見直されました。

でもみんなが思っていたのは、今の野球場ではなくて違うところに移るのではないかな、そ

ういうふうに思っていた人が多分にいると思いますよ。でも最終的には見直した、それは病

院の収入状況、歳出状況を見直して最終的には同じところになった。  

 今のこの時期にまた庁舎の件で皆さんの意見を聴きたい、それも要綱で聴きたい、皆さん

意見をどんどん出して下さい。そうすると意見を言う人は違うところに行くのではないか、

今の墓所じゃなくて違うところに移るのではないか、それは皆さん自分に近い方がいいとい

う人がいっぱいいると思いますよ。  

 今こういう委員会を要綱で設置することは混乱を招くと思いますが、するなら、先程から

言うように、法律に基づいた条例に基づいた委員会を立ち上げて下さいよ。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 これについては私的諮問機関ということにも当たらないというふうに思っております。広

く町民の意見を聴取するということですから、諮問機関ということはある一定のことに対し

て諮問をするということで、それに対して答えを聞くというようなことになろうかと思いま
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すので、これはそういうような一定のものを、こういうものだというものを提示するわけで

はありませんので、とにかく意見を聴きたいということが主たるものです。  

 くらて病院の件についても言及されましたが、くらて病院については収入収支の関係、あ

とは医師確保の関係についてももちろんありましたし、場所についても私は別の場所につい

ても検討しました。しかしそれについては説明させていただきましたように、まず期間が半

年以上延びると、まだ財源も思ったよりも５億円以上掛かるということになれば移す意味も

ないわけです。ですから、あの当時非常に押し迫った中で予算の確保をしないと病院自体も

建つのが難しいというような期限の迫った中で私は当時できる最善の方法は基本構想どおり

にすることだということで、私は結論を出して基本構想どおりに進めました。  

 今回の庁舎についても見直すということで判断すれば当然場所の位置についても見直すの

だろうというような考えも当然あると思います。  

 ある意味、まちづくり委員会の中で大多数の人が基本計画の中で、それは問題ではないか

というようなご意見になればそれはもう一度検討し直して、じゃあ住民の皆さんが考えてい

る位置と基本計画の定めている位置とどちら側が本当に鞍手町にとってメリットがあるのか、

住民の皆さんにとってメリットがあるのか、そこは一度は再検討する必要は当然出て来ると

思います。それは検討委員会の皆様が議論を重ねて、折角答申をしていただいたものについ

てそれは私も尊重していくとずっと言ってもいます。 

 しかしながら住民の皆さんの大多数の方が、いやそうではないというようなことになれば

検討委員会の結論は住民の皆さんとかけ離れたものになっているというふうにも考えられる

ので、一度検討する必要があるだろうと、しかしながら基本計画の場所が住民の皆さんの意

見よりもこちら側の方が町にとっても、住民の皆さんにとっても一番適地であるというふう

になれば基本計画の中で候補地にすることに私は全然やぶさかではありません。  

 まずは、そういう意見を聞くということが今までなかったので、そこを一度聴きたいとい

うのが今回のこの予算を計上した主旨ですので、まずはそこをご理解いただきたいというふ

うに思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 町長は大多数の意見と言われました。大多数の意見をとるのであれば全町民充てにアンケ

ートを取って下さいよ。そうしたら分かるでしょう。そうして下さいよ。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 大多数の意見というのも、何人が大多数かということももちろんあります。もちろん町民

のアンケートというのももちろん一つの方法です。アンケートについても先日来私の方で答

弁をさせていただきましたけれど、アンケートはアンケートで一つの住民の意思を確認する
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という意味では非常に大切な手法です。しかしそこで議論をするということ、町民同氏の話

がどういうものを聴いて、その意見を聞いた上でじゃあこうだというようなそういう意見を

聴きながら自分の考えを述べるという場にはなりませんので、アンケートももちろん当然私

は有効な手段だとは思いますが、まずは住民の意見を聴いた中で、そういうものが必要であ

れば当然予算も付けて行きますし、それは考えていることでもあります。  

 まずは一度生の声を聴かせていただきたいというのが私の本当の、これだけの思いでこの

予算は上げていますので、そこのところをご理解いただいて後は議員が言われるように全戸

のアンケート調査ということも視野の中には入っていますので、それはそれとしてまた予算

計上させていただくこともあると思います。しかしながら、まずは一辺聞かせていただきた

いというのが本当に私の気持ちですので、ぜひともそこのところご理解をお願いしたいと思

います。 

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 いろいろ、先日の一般質問から今まで、このまちづくり委員会についての質疑答弁を聴い

て来ましたが、私も庁舎の場所の問題については、町長が答弁されましたように今の場所に

ついての町民の意見を聴いたことがないと、パブリックコメントで意見はいくつか上がった

が、これも反対だというような意見ばかりだったということも承知しています。  

 町長の生の声をまず聴きたいという思いについても私はその通りだろうと。今から庁舎を

建てるにあたって３０年、４０年、５０年とずっと大事に使っていかないといけない、そう

いった庁舎を建てるわけですから、町民の声を一度も聴いていない、その中で庁舎の建設を

進めていくということについては、私も町民の声が生きる町政をと言って議員をやって来て

いますので、町民の声を聴くというのは必要だろうというふうに思います。  

 このまちづくり委員会ですが、５回ぐらい予定をされていますが、まず１回募集してどの

くらいの人が集まるか分かりませんが、その都度募集をかけるのか、例えば庁舎の場所の問

題で皆さんの意見を聴きたいからぜひ来て下さいという募集をかけたとして、１回で聴きっ

ぱなしで終わりました。じゃあもう１回やってくれという話もありますし、委員会か公聴会

か良く分かりませんが、それを１回１回募集して行くのか、それとも１回目に募集した人が

決まって５回来るのか、まあ１回で終わるかも知れませんが、その点についてはどういうふ

うに考えていますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 その点については、１回である程度の方向性が見えるということであれば１回で終わりま

すし、先程もいいましたように意見がいくつも出てまだまだ言い足りないというようなこと

になれば２回目、３回目を想定しています。ここでは５回ということで回数はちょっと少な



 27 

いのですが、まずは一度やって見るということで、やって見た上で１回で終わらないことも

当然あるとは思います。その時は先程も説明がありましたが、申込みを一度していただきま

すので、一度来ていただいた方には次もこういうことでご意見をいただきたいということで

郵送料として役務費を付けております。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 ですからその都度募集をかけるのか、１回目に募集かけてもう一度聴きたい人にはもちろ

ん来てもらうのでしょうが広く町民の声を聴くのでしたら、例えば１回目に募集しました、

じゃあその後ずっと続けて同じ方達に来てもらいますよ、それだったら広くも何でもないと

思いますし、そこの募集の仕方、募り方をどういうふうに考えているのか。  

 私も今まで議論を聴きながら熊井議員が言われたように、それぞれ行政区に入って膝つき

合わせて町民の声を聴くという方が一番生の声が聴けるのではないかというふうにも思いま

した。ですからそれも含めて考えていただきたいなというふうに思います。募集の仕方とか、

広く町民にそれがなるのかどうかというのも含めてお答えいただきたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 募集は先程もあったように毎回募集はします。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 応募があった方は全員来てもらうという方向でやるのでしょうか。それが広くというのに

なるとお考えなのかどうかそれも含めてお答え下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 応募のあった方はもちろん全員です。いろいろなお考えがある方達、又はどういう意見が

あるのかを聴きに行きたいという方達も含めて応募のある方は全員そこに参加をしていただ

きたいというふうに思っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 ８９頁のみんなのまちづくり委員会の件ですが、先程から町長の話を聞いていますが、ア

ドバイザーを先程話をまとめるということで入れられるということで、みんなのまちづくり

ということで行政の方から議題は与えないということで、ただ漠然と住民の皆さんの声を聴
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きたい、どういう声を聴きたいのか、町長が考えている議題はどういうものかをお聞きした

いと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 テーマについては先程から上がっている役場庁舎の建設についてだとか、小学校の今後の

適正な配置についてどう考えるかとか、又は住民の方からいろいろなご意見があってこうい

うようなテーマについて皆さんの意見を聴きたいというようなものについてもこのまちづく

り委員会の中で皆さんの意見を聴取したいというふうにも思っています。  

 アドバイザーについては、そこで要するに司会役といいますか、そういったそのファシリ

テーターと言いますか、そういった意見を引き出すようなことを主として、名前としてはア

ドバイザーというような用語になっていますが、主としてそういうような役目を考えていま

す。 

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 庁舎とか小学校、そういうふうに行政の方から議題を決められて、それに対しての町民の

声を広く聴くということが目的でしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたようにこちらの方からのテーマの提示だけがこのまちづくり委員会で意

見を聴くということではありませんので、住民の方達からのテーマについてもまちづくり委

員会の中で皆さんのご意見を聞いていくというようなことを当然考えています。  

 今回の場合は、どういうものかというようなご質問がありましたので、今私どもの方で考

えているのは役場庁舎の建設だとか、小学校の適正な配置だとか、そういったものについて

は今のところ考えているということです。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 町長が言われていることは分かるのですが、住民の声をいろいろな面で広く聴くというこ

とをされたいということは分かるのですが、行政側からも１回目は庁舎の問題と小学校の問

題について投げかけて聴かれるということでよろしいでしょうか。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  
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 ５回という予算を計上しています。いろいろなまだひょっとしたらテーマもあるかも知れ

ません。ただこの予算の計上の回数としては２つぐらいがギリギリのところかなと、ひょっ

とすれば１つだけしか聴けないことがあるかも知れません。  

 ですが、ここの予算上としては、そういうテーマについては考えていますが、今後につい

ては繰り返しになりますが、いろいろなテーマについて皆さんの意見を聴く場にしたいとい

うふうに考えていますので、それを将来のまちづくりに活かして行きたいというふうに思っ

ております。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 ９８頁、庁舎等建設費、これは０で廃目というふうに謳ってあります。  

 私が聞いた情報では国の方は、今までは３２年度末までに庁舎を建ててしまっておかない

といけないというような話だったみたいですが、若干変わって実施設計まで行っておけば大

丈夫みたいな話もあるような話ですが、今年度０円で何もしないというふうにしたら、その

実施設計３２年までというものも全く間に合わない。しかし今年度何かしら基本設計まで行

くという、当然総合計画などの見直しをする中で庁舎も見直すとかといったら完全に間に合

いませんが、今のままだったら間に合うのですよ。  

 町長は間に合わない、お金がないとかを言っていますが、おそらく３２年度末までに実施

設計まで行っておけばというような話にもなりつつあるので、今から今までの計画通り行け

ば間に合うのですよ。これをなぜ０円にしたのか、廃目、そこをちょっとお願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 廃目というような用語は、これはシステム上の用語です。  

 先程議員がご質問のように、当初予算編成の時点では、この予算は上げておりませんけれ

ども、当然必要なことになれば補正で予算を計上し対応して行きたいというふうに考えてお

ります。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 頭出しもしなくていいのでしょうか。  

 それなら先程の話とダブルのですが、まちづくり委員会をしだしたら、まず無理なんです

よ。今は庁舎の件で話しています。まちづくり委員会をしだしたら５回すると、１ヶ月に１

回ずつやったらもう半年ですよ。すると今年の秋過ぎるのですよ。  

 総合計画も見直しも、しないといけないのに、そこにも乗らないのですよ。まちづくり委

員会の話というのは。乗せられないのですよ、時期的に。今年度末までに作らなくてはいけ



 30 

ないから。これは時系列ですよ。私が作っている。  

 そのようなことを考えると庁舎も本当に作れなくなるのですよ。本当はここに基本設計費

というのを乗せておけば私は何も言いません。その辺はどう思いますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 まだスケジュールを見直しているわけではありません。そういったことで当初予算の編成

には予算を計上しておりません。それでこういう廃目というような用語でここには上がって

おります。 

 しかし、先程言いましたように必要になれば補正予算で組んで行きたいというふうにも思

っております。しかしながら先程の質問と被りますが、まずは住民の生の声を聴きたいとい

うのが私のとにかく今の思いです。ですからそこをご理解いただいて予算が必要になれば補

正で対応させていただきますので、ぜひともご理解の程よろしくお願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 だから時系列で行くとそれだったら間に合わなくなると言っているでしょう。完全に過疎

債等の有利な財源は全く使えない状態で行ってしまうわけです。今なら何とか間に合うので

すよ。それは分かりますか、そこの差額がどれぐらい出てくるか試算しましたか。 

最後にそれだけ聞かせて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 過疎債のお話が出ましたが、過疎債は３２年度で終了しますので今から過疎債については

なかなか難しい状況になっています。過疎債については今までの過疎債の要綱とは少しどう

も違うような要綱で、新しい過疎地域の振興としての定めになるのではないかというような

ことが懸念されております。  

 そういったことから、今までと同じような過疎債で継続されるということについても人口

要件だとか、もう一つ経常収支比率の要件だとか、中間的なものだとか、今までの要件にし

ても鞍手町は今ギリギリのところで、ひょっとすれば過疎地域に指定されないのではないか

なというところも今のところあるわけです。  

 そういったことを考えれば財源の見通しはまだ立っていないということで答弁をさせてい

ただいたこともありますけれども、今のところ過疎債についても不透明な部分があります。

そういったことから、当初予算の編成については今のところ予算は付けていないということ

です。何度も繰り返しになりますが、当然必要になってくれば補正でここは対応させていた

だきたいというふうに思っています。  



 31 

○議長 田中 二三輝君  

 有利な財源との比較をしたかと質問されましたが。 

○町長 岡崎 邦博君  

 有利な財源との比較というようなことですが、要するにどういうふうに比較して行くかと

いうのは、要するに間に合うか、間に合わないかというのは議員のご質問ですが、それは間

に合わないというのは前提の中でのご質問になっています。  

 今、私どもの方では本当に間に合わないかどうかというようなことも、まだきちんと精査

はしておりませんし、まずはスケジュール自体も今のところは見直しておりませんので、そ

ういう比較というのはまだしておりません。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 同じ９９頁ですが、先程、老朽危険家屋解体補助金の件で質問がありましたが、今年は当

面５件の予算を組んでいるということでしたが、その基準はどういうふうに決めるのでしょ

うか。 

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 この基準につきましては住宅改良法に基づいてその評価基準を作りまして、その評価基準

の点数が１００点以上に該当した物件について対象にしていくという形になっています。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 １２月の一般質問のときに２７年度調査して、その後町独自の基準を作って、それに該当

するのは何件か調査して行きますということでしたが、結局は忙しくてできなかったという

答弁でしたけれども、そういう２７年度での調査で危険家屋が１６１件あったというような

ことで、その後５件ぐらい解消されたということですが、その基準を決めるのはどのくらい

の時期、例えば、取り壊されますよ、これについては個別に対象で１００点以上か何か分か

りませんが、個別にそこを算定して行くのか、その辺をどういうふうに決めて行くのでしょ

うか。 

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 今回につきましては、老朽化危険等の空き家について対象になると思われる物件で、まず

申込みをしていただくような形になるかと思います。その中で先程申しましたように住宅地
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区改良法施行規則に基づいてその判断基準がございます。その判断基準に基づいて役場で言

う建設技術職員、それから防災担当者がその物件の評価を行っていくと、その結果１００点

以上であれば空き家対策協議会にお諮りしてから決定して行くというような流れになると思

います。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 ということは個別でその都度調査するということで、今危険家屋と認定されている１００

何十件の部分については、取りあえず調査はできないということの理解をしておかないとい

けないのかなというふうに思います。  

もう一つは、解体補助金になっていますが、解体のみなのか、例えば補修をした場合、よ

く言われている長屋で言えば２軒分ありますね。片方は壁を作らないといけないとか、補修

した場合に２軒分出るのかどうかというのも含めて、どういうふうな補助金の仕方をするの

かというのを教えて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 この補助金につきましては、あくまでも解体を前提としております。長屋につきましては、

これは当然いまおっしゃったように長屋の一部だけ解体して、隣に住んでいる方もいらっし

ゃいますので、その辺は今要綱の精査を行っている段階でございます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 ここで、同一議案の質疑の最中ではございますが、時間が経過しておりますので１０分程

度の休憩に入りたいと思います。  

 しばらく休憩します。  

休憩１４時５１分  

再開１５時０２分  

○議長 田中 二三輝君  

 会議を再開します。  

 ３款 民生費及び４款 衛生費について、１２２頁から１８５頁まで質疑はありませんか。 

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 １４２頁、総合福祉センター施設費、説明の中で退職者手当があるので予算が膨らんでい

ますという話がありましたけれども、そこを説明して下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  
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○福祉人権課長 石井 通稔君  

 只今お尋ねの福祉センターの施設費の中には指定管理料等の中にも退職手当分が入ってお

りませんので別の項目になっております。  

 １２７頁の社会福祉協議会費の１９節 負担金及び補助金の中の社会福祉法人鞍手町社会

福祉協議会補助金５，０５１万６，０００円の中に退職者が１名ありますので、この中で退

職金として約９１５万２，０００円が前年度と比べて増となっております。以上でございま

す。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 委託料の中には入っていない、委託料の中ではないということですね。 

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 おっしゃる通り委託料の中には入っておりません。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 退職金は積立てとかは１２７頁の補助金の中に入っているということですか。毎年いくら

かでも積立てしていると思うのですがそれは補助金の方ですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 補助金の中に毎年１００万円ずつ退職金の積立金が入っています。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 同じ１４３頁ですが、総合福祉センターの工事請負費３３０万円、これはグラウンドゴル

フというような説明があったと思います。  

 私は、立場的に一般質問からずっと総合福祉センターを売れという話をしているのですが、

この工事請負費はグラウンドゴルフ場をゲートボール場のところに作るということで、これ

は既成事実になる。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 既成事実というのかどうかは分かりませんが、いまゲートボール場が３面あります。その
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利用頻度が非常に低いわけです。ゲートボール自体もされる方が少なくなって来ていますの

で、やはり今でもくらじの郷を利用される方は多いのですが、残念ながらそこは遊休地のよ

うになっていますので、今グラウンドゴルフについてはかなり町内で盛んに高齢者の方達が

やっていますので、そういったことからそこの遊休地のようになっている土地をグラウンド

ゴルフができるようにすることで、もっと、もっとくらじの郷を利用していただこうと、折

角ある施設ですので利用していただきたいということから今回この工事費を付けております。 

○議長 田中 二三輝君  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 私はずっと言っていますが、将来的にブロックチェーンがあそこにずっと居てもらうのが

最高だと思います。そこにグラウンドゴルフ場を作るというのは、町長は公約でくらじの郷

はそのまま残しますと言われていますが、それは町長が言っているだけで議会ではＯＫが出

たわけではないのです。その辺を考えると、そこにいきなりグラウンドゴルフ場を作るのは

いかがなものかなと思いますがどうですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 廃止するか、しないかとかをまだ議会にかける要件にはなっておりません。今ある施設を

どう利用するか、今ある鞍手町の財産をやはり活用するというのが前提で、行政としてはあ

るものを有効活用して行こうというのが一つの考え方だというふうに思っております。そう

いった意味で、先程あまり使われていない土地があそこにあるので、グラウンドゴルフ場に

改装することで多くの皆様に、多くの高齢者の方達に利用していただきたいというふうに考

えております。  

 本当に、グラウンドゴルフを狭い場所でされていて、例えば企画では７０ｍぐらいいるよ

うなところも８ホールの中であるのですね。そういったところが取れないで、打つというこ

との練習のようにしてグラウンドゴルフをされている方達もあるように見受けられますので、

しっかりとそういった企画通りではありませんが、企画に近いような形でグラウンドゴルフ

ができるようになりますので、そこは今回予算を計上することで多くの方に利用していただ

きたいというふうに思っております。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 １４３頁の工事請負費でグラウンドゴルフですが、町長は先程から町民の声を広く聴きた

いということであって、今のは何か独断でグラウンドゴルフを決めた、ちょっとつじつまが

合わないのではないですか。そこはどうでしょうか。  
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○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 予算編成をする際に私共、行政職員と査定をしながら予算編成はあたっています。このグ

ラウンドゴルフ場については、実は高齢者連絡協議会の方から要望書が上がっておりました。

その要望書を採択する形でこのグラウンドゴルフ場を整備するという形になっております。  

 私が独断でこれを整備するということではありません。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 要望書が上がっているからそれを実現するというのも、それは行政の選択であって広く町

民からの意見、例えば町民の方がグラウンドゴルフよりも公園を作って欲しいとか、いろい

ろなことがあると思います。まずそれを聞かれてなされた方がいいのではないでしょうか。

いきなり上がってきていますので、自分はちょっとびっくりしています。その点をもう一度

お願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 公園というようなことになれば多額の費用も掛かるわけですし、公園を整備するというこ

とになれば先程来言っていますみんなのまちづくり委員会、仮称ですが、そういうような中

で公園の整備ということが住民の皆様からテーマとして上がって来ればそこでいろいろと意

見をお聞きしながら公園の整備にも生かして行きたいというふうにも思っています。  

 ただ予算編成については、全てを住民の方から意見を聴取した中で予算編成というのはな

かなか難しいところもあります。予算編成権というのは私にもあるわけですから、その中で

住民の皆さんにとって何が良いかということを最大限に考えて行きながら予算編成をしてお

ります。 

 そういったことから、グラウンドゴルフ場は先程も言いますように、多くの方達が競技と

して楽しんでおられますので折角遊んでいる土地があるならは、そこに整備をして皆さんに

そこで競技をしていただきたいということから今回予算計上しております。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 町長のお気持ちは分かりました。  

 先程のみんなの委員会で意見を聞くということで、ちょっと外れたところがありまして、

やはりこれはこれ、それはそれで何かつじつまがちょっと合いませんが、その分は今後もう

ちょっと検討していただいてお願いしたいと思います。  
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○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 繰り返しになりますが、予算編成については職員と査定、協議しながら予算編成をして行

っています。その中で当然住民の皆様のご意見を反映させるような予算編成も当然あります

が、細部に渡ってそれぞれ住民の皆様のご意見を聞きながら予算編成をするというのはなか

なか難しいことになります。  

 まずは、先程来ありました分かりやすい予算の説明書によって、どういうものを使われて

いるかということを住民の皆さんにまず知っていただいて、私達行政がどのような思いで予

算編成をしている、予算付けをしているかということをまず知っていただくということから

始めたいというふうに思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 １２３頁の国民健康保険事業費ですが、いま法定外繰入というのを、国保税は県になりま

したけれども、現在、今回の予算では法定外の繰入というのはありますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 保険健康課長。  

○保険健康課長 芝野 英和君  

 お答えいたします。  

 平成３０年度から国保は県統一されておるわけですが、現在そこにありますように繰出金

として８，０４９万６，０００円計上させていただいています。  

 その内訳といたしましては、法定内の繰入金で１，３４８万６，０００円、それとご指摘

のありました法定外繰入金の金額が３，０２４万５，０００円を計上しております。  

以上です。 

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 これは一般質問でもあったのですが、今日は議案質疑の場ですから町長が居られますので

町長の考えを聞きたいのですが、国保の場合は子どもが生まれた時点で均等割が２万８，６

００円かかる訳ですね。社会保険の場合はそういうものは一切かかりません。  

 それは社会保険並みにしないといけないということで全国知事会もそういった要望を国に

出しているわけですが、現在そこは矛盾があるわけで、ぜひ町単独でもその部分を軽減して

いただきたいと。町長の考えをお伺いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 
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○町長 岡崎 邦博君  

 これは国の制度でもありますし、なかなか町の単独でというようなことは難しい、財政上

の問題もあり、なかなか難しい点がありますが、そういった町村会の中で、又はそういった

ご意見等がありましたら、その中で議論をして行き検討して行くというようなことになろう

かと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 １３７頁の介護保険事業費で、鞍手町は広域連合に所属していますけれども１月に広域連

合議会があって、私は初めて出席させてもらって議案質疑と一般質問までさせてもらいまし

た。広域連合の保険料自体が、全国的に今年度から第７期の介護保険料で値上げになったわ

けですが、広域連合自体がいまＡＢＣと別れているのですが鞍手町いまＢなんです。それで

もやはり上がっているわけです。  

 特にこれがＡランクになれば保険料自体が２，０００円、３，０００円上がって来るので

す。今でも今年になって保険料がものすごく高くなったという声が聞かれているわけですが、

広域連合議会の中で、私は軽減するべきだということで福岡県内の単独で介護保険をやって

いるところは独自で保険料利用料の減免制度を持っている所が２９自治体あります。広域連

合自体はそれは一切やっていないのです。法定の減免はあるのですが。 

 ここはやはり保険料が高すぎて年金は切り下げられる、消費税は上がろうとしている、高

齢者は本当に、例えば介護保険にかかっていても利用ができないような状態になってくるの

です。お金はあって保険なしとよく言われるところです。  

介護保険の加入者が鞍手町にどのくらい、それぞれ減免を受けている方、受けていない方

もいろいろありますが、それぞれ具体的に町では把握されていますか。介護保険被保険者。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 減免を受けた方は、災害の減免が１名とともに利用者負担額の減免が３名でございました。

全体像はという数字でございますが、今手元には持ち合わせておりません。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 手元にはないということで把握はされているということですね。手元にないということは

他にあるのでしょう。 

把握はしているということでお聞きしますが、高すぎる介護保険料、他の単独の自治体で

は単独で保険料利用料の減免制度を独自に作っているということで言えば、広域連合自体で

はなかなか難しいというところもありまして、鞍手町独自に減免制度、鞍手町の居住の被保
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険者に対して減免制度を作るべきではないかというふうに考えますが、町長の考えをお聞き

します。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 鞍手町の場合は、介護保険広域連合の中での一任ということになっております。介護保険

の減免ということもありますが、まずは介護保険に頼らないように、まずは健康で平均寿命

に健康寿命を近づけるということが私としては一番ではないかなというふうに考えておりま

す。そういった中で介護予防として今回ポイント制度も導入をしていますので、まずはそこ

から町としては取り組んで行こうというふうに考えています。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 介護保険を使っていない方も全部保険料を払っているのです。対象者は。本当は介護サー

ビスが必要な方も利用料も払わないといけない、介護保険の保険料も高くなった、じゃ利用

したくともできないという状況を絶対作り出すわけにはいかないのです。そういう意味で鞍

手町に住んでいる、必要とされる方、又は高すぎて生活にも支障があるわけで、県内２９の

自治体が何らかの形で減免制度を作っているわけですから、鞍手町も独自にそういったもの

を作るべきではないかというふうに思いますが、もう一度お願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程も言いましたように鞍手町は広域連合の中に入っております。そして先程も答弁させ

ていただきましたが、健康な介護を必要としない方が増えれば介護給付費も下がって来るわ

けです。給付費が下がって来れば、できればＣランクの方に下がるというようなこともあり

ますので、介護保険料も下がって来るというようなことにもなります。そういった意味から、

やはり健康寿命を延ばすということが介護保険料を下げることにも繋がるのではないかなと

いうふうにも思っています。  

 ただ町独自でそういうようなことに取り組むというようなことについてはなかなか難しい

状況にあるというふうに思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 １４３頁の１９節 負担金補助及び交付金で、直鞍徘徊ＳＯＳネットワーク負担金６万５，

０００円が計上されております。  
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 １２９頁、１９節 負担金補助及び交付金、これにも直鞍徘徊ＳＯＳネットワーク負担金

７，０００円ですが、これはどういう違いがあるのですか。その辺の説明をお願いしたいと

思います。 

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 お答えいたします。  

 まず１４３頁の直鞍徘徊ＳＯＳネットワーク負担金につきましては、高齢者の認知症等に

よる行方不明者をＳＯＳネットワークに登録している事業者に一斉にファックスするもので

ございます。 

 １２９頁は、高齢者とよく似ているのですが、障がい者のものに対するＳＯＳネットワー

クのものとなっています。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 １４３頁と１２９頁の負担金というのはそれぞれ違うところに出しているということでい

いのですか。 

○議長 田中 二三輝君  

 確認のため、しばらく休憩します。  

休憩１５時２７分  

再開１５時３１分  

○議長 田中 二三輝君  

 会議を再開します。  

 先程の質問に対する答弁を求めます。  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 ここにつきましては２市２町で、直方・宮若・鞍手・小竹で構成されております。そして

直方市が取りまとめをして、直方市の方に事務局となって負担金を支払っているものでござ

います。両方とも同じです。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 １３７頁の高齢者すみよか事業費１５０万円程上がっておりますが、これはホームページ

上とかどのようにして、助成金を得るには申請が必要となって来ますが、どのようにして広

報されているのですか。  
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○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 当初の頃は、確か広報はやっていたと思うのですが、現在はケアマネさん等が高齢者等の

状態を知っていて、どうしても必要だというところでプランを立てながら、例えばスロープ

の設置とか、そういったものを勘案して町にご相談をいただいて申請というふうな形になっ

ております。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 そうするとケアマネージャーからの提案ということだけでいまされているのですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 多くの事例がそのような形となっております。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 １８３頁 衛生費のゴミ減量推進事業費ですが、これも町長お尋ねしたいのですが、１２

月議会でゴミ袋の料金の引き下げということで一般質問させていただいたのですが、その中

で今後は宇部興産にいま持って行っているということで、ゴミが減れば減るほど負担金も減

って来るということを述べました。  

 町長もゴミは減らすべきだということで今後ともというようなお話をいただいたと思うの

ですが、一つ提案でもあるのですが、ペットボトルについては燃えないゴミ袋の中に入れて

出しています。それは７４円掛かります。ですがこれはリサイクルなんですね。  

 リサイクル分はペットボトル用の袋を別に作って配ったらどうですか。その袋にペットボ

トルを入れて出せばリサイクルが進むと思います。せめてそのくらいはやっていくべきでは

ないでしょうか。何でお金を払ってまでリサイクルにペットボトルを出しますか。そんな面

倒なことをするのであったら燃えるゴミ袋にペットボトルも全部入れて出した方が早いです

よ。ですから無料のペットボトルリサイクル用のゴミ袋を出すだとか、そういったものでリ

サイクルをどんどん推進していっていただきたいということで町長のお考えをお尋ねしたい

と思います。 

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  
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 リサイクルについては私も推進していくということが必要だろうというふうには思ってい

ます。それで今各区であったり、団体であったり、そういったことに対して補助金を出して

リサイクルは進むようにしております。その中にペットボトルも入っておりまして、新聞、

雑誌も含めてリサイクルが進むようにということで、その他で取り組んでいることでリサイ

クルが進むのではないかなというふうに考えております。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 次に進みます。  

 ５款 労働費から７款 商工費について１８４頁から２０７頁まで質疑はありませんか。  

 熊井照明君。 

○６番 熊井 照明君  

 １９９頁 １３節 委託料、有害鳥獣駆除委託料について説明をお願いします。 

○議長 田中 二三輝君  

 農政環境課長。  

○農政環境課長 筒井 英和君  

 お答えいたします。有害鳥獣駆除委託料について説明を申し上げます。  

鞍手町内で農作物に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲について直鞍猟友会及び駆除従事者と

委託契約をしているものでございます。  

 委託料は猟友会に１５万円。それから駆除従事者につきまして１２万円となっております。

以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 次に進みます。  

 ８款 土木費及び９款 消防費について、２０６頁から２３１頁まで質疑はありませんか。 

次に進みます。  

 １０款 教育費から１４款 予備費について、２３２頁から２９１頁まで質疑はありませ

んか。 

 これで歳出を終わります。  

 次に歳入に入ります。  

 １２頁をお開き下さい。  

 歳入は一括して質疑をお受けします。  

 １２頁から５９頁まで質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで歳入を終わります。  

 それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 
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○４番 宇田川 亮君  

 ２７１頁の公民館大規模改修事業費２億１，８５０万円、これは町債でなっていますが、

この中見について教えて下さい。  

○議長 田中 二三輝君  

 教育課長。 

○教育課長 古後 憲浩君  

 公民館大規模改修工事の事業の内容についてお答えいたします。  

 まず、工事の事業の内容につきましては５点ございます。  

 まず、雨漏りを公民館はしておりますので屋上の防水工事が１点。  

 ２点目は、外壁のタイルが落下している状況がございますので、外壁補強工事が２点目。  

 ３点目は、ＬＥＤ化の事業工事。  

 ４点目が空調工事。  

 ５点目が一部トイレの改修工事の５点でございます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 いずれも緊急を要するようなことだというふうには思いますが、庁舎の建替えの部分とも

今後関わって来るというふうにも思います。緊急を要する工事についてはぜひ進めていただ

きたいと思いますが、その辺の関わりも含めて今後考えていかないといけないというふうに

思うのですが、場所は今の段階ではあの場所にということになっていますので、その点につ

いて町長の考えをお尋ねします。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 これにつきましては、先程来からずっとご質問をいただいていますところにも関連します

が、基本計画の中にも中央公民館の大規模改修というものが上がっております。  

 そして活かせるものは活かしたいということでも言っておりますので、こういった防水、

また外壁工事、そしてＬＥＤ化、空調、トイレ、こういったものは必要なものでもあります。

過疎債が３２年度ということにもなっておりますので、３１年度でこれは財源としては過疎

債を充てさせていただいております。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 もう一つお尋ねします。２６３頁の成人式事業費なんですが、今後の考え方をお尋ねした

いのですが、１８歳で成人になるということで、その時に３世代が一度に成人式を迎えるの

ではないかというふうに思いますが、その点どういうふうに考えたらいいのでしょうか。考
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えていますか。  

○議長 田中 二三輝君  

 教育課長。 

○教育課長 古後 憲浩君  

 成人式の事業につきましては、今般の社会教育委員会でも協議を進めておりますが、議員

がご指摘のとおり３年後には１８歳成人ということになります。それにつきましては十分協

議を重ねながら１８歳のときに成人式をするのか、若しくは２０歳になって今まで通りする

のかというのを議題として今後検討して行きたいと思っております。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 久保田正之君。  

○１１番 久保田 正之君  

 まちづくりの関係でお尋ねするのを忘れたのですが、墓地の移転に対しまして地元の協力

を得て。 

○議長 田中 二三輝君  

 墓地の関係は議案外でございます。  

○１１番 久保田 正之君  

 予算の中でこの繕いの中に町長が見直すという形のものがあったか、移転をそこでするとい

う前町長のことからちょっとお尋ねしたいわけです。  

○議長 田中 二三輝君  

議題の中身に入っていませんので、議題外に亘ってしまいます。 

○１１番 久保田 正之君  

 みんなのまちづくり委員会の関係でお尋ねしているのです。  

 前町長は貴重な先祖の墓地を移転させてもらっているわけです。そして、町長は９月に当

選して１０月の議会において見直すという発言をされておるわけです。  

そうした時に墓地を移転された方々の気持ちが、私が心配するのはそこを見直すという形

で、万が一よそに持って行くとなると、これは町に対して訴訟問題になってくるのではない

かなという感じもするわけです。  

町長は見直すという形でありましたが、ここを外すことはなかなか訴訟問題とかが起こっ

てこないならいいのですが。  

○議長 田中 二三輝君  

 議員、申し訳ないのですが、只今の質問の内容と今回の議案の出ている内容との整合性が

ございませんので議案外に亘るというふうに判断させていただきますので、質問を止めて下

さい。 

○１１番 久保田 正之君  

 はい、いいです。終わります。  
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○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

 これで質疑を終わります｡ 

 お諮りします。  

 只今、議題となっています議案第１５号は、議長を除く議員１２名で構成する予算特別委

員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思いますがご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１５号は議長を除く議員１２名で構成する予算特別

委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定しました。  

 これより委員長、副委員長の互選のためしばらく休憩します。  

休憩１５時４６分  

再開１６時１０分  

○議長 田中 二三輝君  

 会議を再開します。  

 特別委員会正副委員長の互選の結果を局長より報告いたします。  

○議会事務局長 渡邊 智文君  

 それではご報告いたします。  

 委員長に久保田正之議員、 

 副委員長に熊井照明議員、 

 以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 以上のように決定しました。  

 次に進みます。  

 日程第１４ 議案第１６号 平成３１年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算を議題と

します。 

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第１６号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１６号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１５ 議案第１７号 平成３１年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算を議

題とします。 

 質疑はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第１７号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１７号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１６ 議案第１８号 平成３１年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算を議

題とします。 

 質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 ８頁、歳入で貸付金回収金が７０万７，０００円と、前年度の予算額と同額の予算が上げ

られていますけれども、これは回収してしまっておかなければならないという額です。まだ

全体でおそらく２，０００万円ぐらいあると思うのですが、７０万７，０００円の根拠をお

尋ねします。 

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 お答えいたします。  

 この７０万７，０００円は６名分で１０件の内容で住宅新築資金の回収金としております。

分割納付によって現在回収をしている状況でございます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 相手の収入状況のことも考えてということでしょうけれども、それを考えた上での、これ

までの分割納付をしてもらわないといけなかった部分でもあります。  

 毎年のことですが、これの状況をまた資料としていただきたいと思いますが、答弁をお願

いします。 

○議長 田中 二三輝君  

 福祉人権課長。  

○福祉人権課長 石井 通稔君  

 ２９年度の決算の状況でよろしければ資料としてお出しすることはできますが、確定値で

の資料ということであれば。 

 予算資料に関しましては提出させていただきます。以上でございます。  

○議長 田中 二三輝君  
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 他に質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第１８号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第１８号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１７ 議案第１９号 平成３１年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

予算を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

 竹内利一君。 

○５番 竹内 利一君  

 １９頁、工事請負費４億６，０００万円あります。このペースで行くと今後どうなるのか

なと危惧するところがあるのですが、答えられるところは担当課の課長、今後ということに

なると町長の答えになって来ると思いますが一言お願いします。  

○議長 田中 二三輝君  

 上下水道課長。  

○上下水道課長 原  敏勝君  

 お答えいたします。  

 都市施設の一部ということで下水道整備を進めておりまして、都市計画区域及びこれに連

携する地域につきまして、主に現在公共下水道を整備しております。  

 このエリアを整備できる時点で一度、また人口も減少しておりますので考える時が来るか

も知れないと思っております。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 先程の担当課長の答弁にもありましたように、今後については今あるエリア内が整備され

た後に検討するということにしたいと思います。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第１９号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  
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 ご異議なしと認めます。よって議案第１９号は総務文教委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１８ 議案第２０号 平成３１年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別

会計予算を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第２０号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第２０号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第１９ 議案第２１号 平成３１年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持

管理運営費特別会計予算を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第２１号は民生産業委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第２１号は民生産業委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第２０ 議案第２２号 平成３１年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特

別会計予算を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第２２号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第２２号は総務文教委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第２１ 議案第２３号 平成３１年度鞍手町水道事業会計予算を議題とします。 

 質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 只今議題となっています議案第２３号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第２３号は総務文教委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に､日程第２２ 議案第２４号 鞍手駅関連施設の指定管理者の指定を議題とします。  

 質疑はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 今回指定管理の指定をするにあたって、先程もありましたが業務内容が元々ＪＲの業務で

あったということで３項目ほど減らされています。この指定管理の見積等があったと思うの

ですが、その分は差額として出ているのでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 お答えいたします。  

 今回この議案第２４号に上がっております指定管理につきましては、駅関連施設の内駐車

場、駐輪場及びバス転回場という形になっております。そして先程議案第６号で上げており

ますＪＲとの関係につきましては、これはＪＲが今までは管理棟といいますか、駅舎の部分

がＪＲとの指定管理というところで、元々駅舎については管理棟の部分についてはほぼ直営

で鞍手町の方が管理していて、その中で切符等の販売はＪＲが行っていた。ただ行わせる条

例根拠にそれが上がっていたのですが、元々切符の販売についてはＪＲの本来の業務である

からこれを外すという形になります。  

 管理棟につきましては、あくまでも行政財産として一部ＪＲ側に貸すというところで、そ

れは協定ないし覚書で整理をさせていただくというところでございます。  

 指定管理料につきましては、管理棟につきましては、平成１６年に指定管理制度ができま

して、その当時からＪＲ側には指定管理料は現在まで一切支払っておりません。あくまでも

駐車場、駐輪場、バス転回場の今回契約を結びますＪＲ九州レンタカー＆パーキング株式会

社、別会社、子会社にはなるのですが、こちらの方が施設の指定管理を行っていただくとい

うことになります。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 分かりました。  

 いま駐車場の管理が何時から何時までか、昼間の間しか居られないわけですが、私も一泊

して止めている時があるのですが、今１日３２４円でしたか、１０月から消費税が上がるか
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も知れないとすれば、その料金というのはどういうふうに変わってくるでしょうか。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 今回、４月１日から指定管理を引き続きＪＲ九州レンタカー＆パーキングさんと結ばせて

いただきますが、一部今後管理の在り方については若干見直しを検討しております。それは

４月１日以降契約を行いまして、既にある程度は検討はさせていただいているのですが、一

時自動料金所などを設けるような対応を今検討しております。その時に、消費税が１０％に

引き上げられるというところで自動入場券といいますか、それを導入しますと延滞までの料

金を取るのはなかなか難しいということもありますので、そこの料金体系についてはいろい

ろ今見直しを検討しているところでございます。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 現在の状況ですが、例えば夕方まだ居られるときに停めて、いつ頃車を取りに来ますかと

言ったら次の日ですと言ったら２日分６４８円を取られるのです。  

 そういうふうに変わるときに、そういったところも見直していただきたいなというふうに

思いますがどうですか。  

○議長 田中 二三輝君  

 総務課長。 

○総務課長 三戸 公則君  

 これはやはり駐車場につきましては、日額及び月額の使用料となっていますので、当然こ

れは２日間にまたぐとどうしても料金というのは２日にならざるを得ないのではないかとい

うふうに思います。以上です。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで質疑を終わります｡ 

 只今議題となっています議案第２４号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって議案第２４号は総務文教委員会に付託することに決定しま

した。 

 この際休会についてお諮りします。  

 明日１４日から１９日までの６日間は委員会審査のため休会としたいと思います。  

 ご異議ありませんか。  
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（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって明日１４日から１９日までの６日間は委員会審査のため休

会とします。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれをもって散会します。  

閉会１６時１７分  
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平成３１年第２回鞍手町議会定例会議事日程 

 

３月２０日 午後１時開議 

第４号 

日程第１ 議案第５号 鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例               （民生産業委員長報告） 

日程第２ 議案第６号 鞍手駅関連施設の業務変更に伴う関係条例の整備に関する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第３ 議案第９号 平成３０年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第４ 議案第10号 平成３０年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第５ 議案第12号 平成３０年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算（第１号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第６ 議案第13号 平成３０年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計 

補正予算（第１号）               （民生産業委員長報告） 

日程第７ 議案第３号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例 

  （総務文教委員長報告） 

日程第８ 議案第４号 鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  （総務文教委員長報告） 

日程第９ 議案第７号 鞍手町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者 

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例   （総務文教委員長報告） 

日程第10 議案第８号 平成３０年度鞍手町一般会計補正予算（第７号） 

                         （総務文教委員長報告） 

日程第11 議案第11号 平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

                （総務文教委員長報告） 

日程第12 議案第14号 平成３０年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）  

（総務文教委員長報告） 

 



 

 

 

日程第13 議案第24号 鞍手駅関連施設の指定管理者の指定 

（総務文教委員長報告） 

日程第14 議案第15号 平成３１年度鞍手町一般会計予算 

                                      （予算特別委員長報告） 

日程第15 議案第16号 平成３１年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第16 議案第17号 平成３１年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算 

                           （民生産業委員長報告） 

日程第17 議案第18号 平成３１年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第18 議案第20号 平成３１年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算 

                   （民生産業委員長報告） 

日程第19 議案第21号 平成３１年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第20 議案第19号 平成３１年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第21 議案第22号 平成３１年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計予算 

                                         （総務文教委員長報告） 

日程第22 議案第23号 平成３１年度鞍手町水道事業会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第23 陳情第１号 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治0の

根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出を求める陳情 

（総務文教委員長報告） 

日程第24 閉会中の継続事件 
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平成３１年３月２０日（第４日） 

 開議  １３時００分  

 

○議長 田中 二三輝君  

 これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 議案第５号から日程第６ 議案第１３号までの６件を一括して議題とします。  

 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 須藤民生産業委員長。  

○１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第５号 鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例。  

 議案第 ６号 鞍手駅関連施設の業務変更に伴う関係条例の整備に関する条例。  

 議案第 ９号 平成３０年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）。  

 議案第１０号 平成３０年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。  

 議案第１２号 平成３０年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算（第１

号）。 

 議案第１３号 平成３０年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計

補正予算（第１号）。 

 本委員会は、３月１３日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 田中 二三輝君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に､議案第１０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第５号 鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第６号 鞍手駅関連施設の業務変更に伴う関係条例の整備に関する条例を採決

します。   

本案に対する委員長の報告は可決であります。  
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本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第９号 平成３０年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を

採決します。   

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第９号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第１０号 平成３０年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決します。   

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１０号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第１２号 平成３０年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算

（第１号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１２号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第１３号 平成３０年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特

別会計補正予算（第１号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。        

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１３号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に､日程第７ 議案第３号から日程第１３ 議案第２４号までの７件を一括して議題と

します。 

本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。 

熊井総務文教委員長。  

○６番 熊井 照明君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第３号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例。  

 議案第４号 鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第７号 鞍手町水道事業布設工事監督者の設置基準及び資格基準並びに水道技術管理
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者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第８号 平成３０年度鞍手町一般会計補正予算（第７号）。 

 議案第１１号 平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

 議案第１４号 平成３０年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）。  

 議案第２４号 鞍手駅関連施設の指定管理者の指定。  

  本委員会は、３月１３日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決す

べきものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 田中 二三輝君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第２４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第３号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第４号 鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。   

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第７号 鞍手町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第８号 平成３０年度鞍手町一般会計補正予算（第７号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  
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本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第１１号 平成３０年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１１号は委員長報告のとおり可決されました。       

次に、議案第１４号 平成３０年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１４号は委員長報告のとおり可決されました。   

次に、議案第２４号 鞍手駅関連施設の指定管理者の指定を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２４号は委員長報告のとおり可決されました。   

次に、日程第１４ 議案第１５号を議題とします。  

本案は、予算特別委員会に付託していましたので、予算特別委員長の審査報告を求めます。 

久保田予算特別委員長。  

○１１番 久保田 正之君  

 予算特別委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第１５号 平成３１年度鞍手町一般会計予算。  

 本委員会は、３月１３日に付託された上記の議案を審査の結果、修正案及び修正部分を除

く原案を可決すべきものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 田中 二三輝君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 初めに修正案について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､修正部分を除く原案について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  
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 初めに修正案について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に､修正部分を除く原案について討論はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 議案第１５号 鞍手町一般会計予算に対し日本共産党を代表して反対討論を行います。 

 岡崎町長就任後初めての予算編成に大変ご苦労されたこととお察しします。特に前町長が

逮捕され、くらて病院の新築移転、役場庁舎の建替えなど大変な課題を抱えての予算編成だ

ったと思います。そういった中で新電力導入での予算削減、危険家屋対策での補助金の新設

や予防接種の拡充、危険なブロック塀撤去への補助、六田川治水対策事業等は歓迎したいと

思います。 

 しかしながら、平成１８年度より国保税や介護保険料、水道料金も値上げされ、年金も切

り下げられる中、追い打ちをかけるように本年１０月より消費税は増税されようとしていま

す。町独自の国保、介護への減免制度をつくり、低所得者の負担軽減を図るべきです。  

 ゴミ袋料金の更なる値下げや、不公平な同和関係予算にもしっかりとメスを入れるなど、

町民生活と子育て、中小業者を応援する予算に組替えることを求めて反対討論とします。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります｡ 

 これから採決を行います。  

 議案第１５号 平成３１年度鞍手町一般会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は修正であります。  

修正案について採決します。  

本、修正案について賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって修正案は可決されました。  

次に､只今修正議決した部分を除く原案について採決します。  

修正議決した部分を除く原案について賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって修正議決した部分を除く原案は可決されました。  

次に､日程第１５ 議案第１６号から日程第１９ 議案第２１号までの５件を一括して議

題とします。 

本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。 

須藤民生産業委員長。  
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○１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第１６号 平成３１年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算。  

 議案第１７号 平成３１年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算。  

 議案第１８号 平成３１年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算。  

 議案第２０号 平成３１年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算。  

 議案第２１号 平成３１年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計

予算。 

  本委員会は、３月１３日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決す

べきものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 田中 二三輝君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第１６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第１６号について討論はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 議案第１６号 鞍手町国民健康保険事業特別会計予算に対し、日本共産党を代表して反対

討論を行います。  

 今年度から国民健康保険が市町村から県単位化になりました。これに乗じて鞍手町でも全

体的に値上げされ、夫婦２人、子ども２人のモデルケースでも１世帯１万４，６００円もの

値上げとなっております。またどのケースで見ても値上げとなっています。年金も切り下げ
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られ、消費税も増税されようとしています。こういう時だからこそ国保税も社会保険並みに

し、均等割、平等割をなくすべきです。  

 せめて生まれたばかりの子どもには国保税をかけるべきではありません。法定外繰入を増

やし国保税の値下げを要求し反対討論とします。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります。  

 次に､議案第１７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第２０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第２１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第１６号 平成３１年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１６号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第１７号 平成３１年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１７号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第１８号 平成３１年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１８号は委員長報告のとおり可決されました。   
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次に、議案第２０号 平成３１年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算を採決

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２０号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第２１号 平成３１年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特

別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２１号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、日程第２０ 議案第１９号から日程第２２ 議案第２３号までの３件を一括して議

題とします。 

 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 熊井総務文教委員長。  

○６番 熊井 照明君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

議案第１９号 平成３１年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算。  

議案第２２号 平成３１年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計予算。  

議案第２３号 平成３１年度鞍手町水道事業会計予算。  

本委員会は、３月１３日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 田中 二三輝君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第１９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第２２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第２３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第１９号について討論はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第２２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第２３号について討論はありませんか。  

 鯵坂省治君。 

○９番 鯵坂 省治君  

 議案第２３号 平成３１年度鞍手町水道事業会計予算に対し日本共産党を代表して反対討

論を行います｡ 

 平成３１年度鞍手町水道事業会計予算は、既に１０月からの引き上げ１０％で予算を組ん

でいます。予算消費税率及び地方消費税率について平成３１年１０月１日から税率を引き上

げることとされています。  

 消費税率を平成３１年１０月に１０％に引き上げる法案が既に可決成立して施行されるこ

とを根拠として、既に確定しているとありますが、法律は法律で上書きすることができる以

上、税率の引き上げが行われる施行日の数ヶ月前までは増税延期の設定が政治的には可能で

す。従って、この観点から、平成３１年１０月に１０％という予定は未定で確定ではないと

いうことになりますので、予算としては８％で組むべきではないでしょうか。  

平成３１年度鞍手町水道事業会計予算について反対討論とします。  

○議長 田中 二三輝君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第１９号 平成３１年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１９号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第２２号 平成３１年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計予算を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２２号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第２３号 平成３１年度鞍手町水道事業会計予算を採決します。  
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２３号は委員長報告のとおり可決されました。   

次に、日程第２３ 陳情第１号を議題とします。  

本陳情は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めま

す。  

熊井総務文教委員長。  

○６番 熊井 照明君  

 総務文教委員会の陳情審査報告をいたします。  

 陳情第１号 全国知事会の米軍基地負担に関する提言の主旨に基づいて地方自治の根幹を

脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出を求める陳情。  

 本委員会は、３月６日に付託された上記の陳情を審査の結果、採択とし別紙意見書案を関

係機関に送付すべきものと決定したので、会議規則第９４条の規定により報告します。  

○議長 田中 二三輝君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 陳情第１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 陳情第１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 陳情第１号 全国知事会の米軍基地負担に関する提言の主旨に基づいて、地方自治の根幹

を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出を求める陳情を採決します。  

 この陳情に対する委員長の報告は採択であります。  

 陳情第１号 全国知事会の米軍基地負担に関する提言の主旨に基づいて地方自治の根幹を

脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出を求める陳情を採択することに賛成

の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって陳情第１号は採択することに決定しました。  

 次に、日程第２４ 閉会中の継続事件を議題とします。  

 各委員長から目下審査する事件について会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配布

したとおり閉会中の継続審査の申し出があっております。  
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お諮りします。  

 各委員長の申し出のとおり継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり継続審査することに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。  

 これをもって平成３１年第２回定例会を閉会します。  

閉会１３時３８分  
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